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令和４年第４回議会定例会議事日程（第１号） 

令和４年６月１０日 午前１０時開議 

 

開  会 

 

開  議 

 

日程第１  会議録署名議員の指名 

 

日程第２  会期の決定 

 

日程第３  議長諸報告 

 

日程第４   例月出納検査報告 

 

日程第５ 付議事件名報告 

 

日程第６  提案理由の説明 
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（議員互助会世話人会） 
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○議長  ただいまから令和４年第４回西会津町議会定例会を開会します。（１０時０５分） 

  開会に当たり一言挨拶を申し上げます。 

  議員各位には、公私誠に御多忙のところ、御出席を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

  本定例会に提出される諸議案につきましては、後ほど、町長から詳細にわたって説明さ

れることと存じますが、条例の一部改正及び補正予算、人事案件など重要な議案でありま

す。円滑に議事を進められ、適正妥当な議決に達せられますよう切望いたします。 

  なお、本定例会では、議会運営のデジタル化に向けてタブレットを使用することもでき

ることにいたしました。使用に当たっては、ルールを遵守するようお願いいたします。諸

般の議事運営に御協力を賜りますようお願い申し上げまして、開会の挨拶といたします。 

  これから本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付したとおりであります。 

  日程に入るに先立ち、諸報告をいたします。 

  監査委員佐藤泰君が４月 30 日をもちまして退職されましたことから、代表監査委員は

不在となっております。 

  ４番、秦貞継君から本定例会を欠席する旨の届出がありましたので、御報告いたします。 

  このほかの報告について、事務局長から報告をいたさせます。 

  事務局長、長谷川浩一君。 

○議会事務局長  本定例会に、町長より、別紙配付のとおり５件の議案及び４件の報告事

項が提出され、受理しました。本定例会までに受理した請願は１件であり、請願の要旨等

はお手元に配付の請願文書表のとおりであります。 

  次に、本定例会の一般質問の通告は８議員からであり、質問者及び質問の要旨は、お手

元に配付の一般質問通告書のとおりであります。 

  次に、例月出納検査結果については、監査委員から提出があり、その写しを配付してお

ります。 

  最後に、本定例会に議案説明のため、町長、教育長、監査委員に出席を求めました。 

  なお、本定例会に、地方自治法第 121 条の規定に係る説明委任者として、町長から副町

長、各課長及び会計管理者兼出納室長を、教育長からは学校教育課長、生涯学習課長をそ

れぞれ出席させる旨の通知があり、受理いたしました。 

  以上であります。 

○議長  以上で、諸報告を終わります。 

  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第 116 条の規定により、２番、上野恵美子君、10 番、青木

照夫君を指名します。 

  日程第２、会期の決定を議題とします。 

  お諮りします。 

  本定例会の会期は、本日から６月 14 日までの５日間にしたいと思います。御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  異議なしと認めます。 
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  したがって、会期は本日から６月 14 日までの５日間に決定しました。 

  日程第３、議長諸報告を行います。 

  ３月定例会以降、現在までの議会活動は、お手元に配付の議長諸報告のとおりでありま

す。 

  次に、請願の受理、委員会付託について申し上げます。本日までに受理しました請願は

１件であります。会議規則第 90 条の規定により、お手元に配付しました請願文書表のとお

り、総務常任委員会に付託いたします。 

  日程第４、例月出納検査報告を行います。 

  監査委員の報告を求めます。 

  監査委員、武藤道廣君。 

○監査委員  例月出納検査執行結果を報告いたします。 

  地方自治法 235 条の２第１項及び西会津町監査委員条例第４条の規定に基づいて、例月

の出納検査を執行しましたので、同法同条第５項の規定により、その結果を次のとおり報

告します。 

  監査委員、私、武藤道廣。 

  検査期間及び検査執行の日は記載のとおりであります。 

  検査の対象、一般会計、各特別会計、水道事業会計、下水道事業会計、歳入歳出外現金、

各基金の現金、預金及び一時借入金等の出納俯瞰状況であります。 

  検査の概要。会計管理者から現金出納俯瞰状況についての必要な調書及び関係諸帳簿、

証拠書類等の提出を求め、検査し、関係職員の説明を求めました。建設水道課長から、水

道事業及び下水道事業の試算表、資金予算表の提出を求め、検査し、関係職員の説明を求

めました。 

  検査の結果。検査、町長記載の係数と関係諸帳簿、証書類により計数審査を行い、各月

末における各金融機関の預金及び借入金等、残高証明書を照合した結果、各会計、各基金

及び歳入歳出外現金とも係数上の誤りは認められませんでした。 

  以上であります。 

  訂正があります。先ほど同法同条第３項の規定によりということでありますので、訂正

してください。 

○議長  ただいまの報告に対して質疑を行います。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長  質疑なし。これで質疑を終わります。 

  これをもって、例月出納検査報告を終わります。 

  日程第５、付議事件名報告を行います。 

  付議事件名につきましては、お手元に配付の議会定例会議案付議事件記載のとおりであ

ります。 

  日程第６、提案理由の説明を行います。 

  町長の提案理由の説明を求めます。 

  町長、薄友喜君。 

○町長  本日、ここに町議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位におかれまして
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は、公私とも御多用中にもかかわらず御参会を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

  本定例会に提出いたしました案件は、「条例の一部改正」、「令和４年度補正予算案」など、

町政が当面する重要な議案５件及び報告４件であります。 

  以下、そのあらましについて御説明を申し上げますが、それに先立ちまして、最近にお

ける町政の主要事項について御報告を申し上げ、議員各位の御理解をいただきたいと思い

ます。 

  はじめに、「本町における新型コロナウイルス感染症」について申し上げます。 

  福島県内では、年明けから新型コロナウイルスの感染が増加傾向にあり、本町におきま

しても３月 12 日から６月８日までの間、新たに 53 名の方の陽性が確認され、町内での累

計感染者数は 76 名となったところであります。 

  最近の感染状況でありますが、こゆりこども園においてクラスターが確認されたほか、

町職員５名の感染者が確認されました。町では、町内での感染者確認と福島県感染拡大防

止重点対策の実施を受け、３月７日から６月６日までの間、町対策本部会議を８回開催し、

対応を協議したところであります。 

  主な対策といたしましては、ケーブルテレビにより、県内全域への感染拡大防止重点対

策の適用、感染予防対策の強化、基本的な感染防止対策のお願いを求める町長メッセージ

や感染予防情報を放送したほか、臨時区長文書によるチラシの全戸配布、ホームページに

よる注意喚起等を行ったところであります。 

  町民の皆様には、日頃からの感染防止対策に特段の御理解と御協力を賜り、衷心より厚

くお礼を申し上げます。今後も、いつ、どこで、誰もが感染する可能性があることをより

強く認識していただいた上で、引き続き、３密の回避やマスクの着用、小まめな手洗いな

ど、基本的な感染症防止対策の徹底をお願いいたします。 

  町といたしましても、町内での感染防止及び感染拡大防止に向け、引き続き最大限の対

策を講じてまいりますので、御理解願います。 

  次に、こゆりこども園における新型コロナウイルス感染の状況とその対応について申し

上げます。 

  こゆりこども園では、本年３月 29 日に園児１名の感染が初めて確認され、それ以降９名

の園児が感染する中で、保護者との連携を図りながら感染防止対策に取り組んでまいりま

した。 

  その直近の状況でありますが、５月 25 日から 28 日にかけて、園児５名と保育士３名、

計８名の感染が確認され、県よりクラスターとして５月 29 日に発表されたところであり

ます。その後、新たに園児が感染し、６月６日現在、14 名が感染いたしました。 

  そうしたことから、こども園では、感染の拡大を最小限に抑えるため、直近の保育活動

や園児の体調を確認し、濃厚接触者と特定した園児と保育士が在籍する４クラスを閉鎖い

たしました。安全が確認されている２クラスについては運営を継続し、保育を必要とする

家庭への影響軽減に努めました。その後、大規模な感染拡大は確認されなかったことから、

６月６日には全クラスの通常運営を再開したところであります。 

  こども園といたしましては、これまで施設の消毒、空調の自動循環システムと窓の開閉

による換気、新型コロナウイルス対応型空気清浄機の導入、小まめな手洗いと手指消毒、
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園内に立ち入る方へのマスク着用のお願いに合わせ、各家庭における基本的な感染防止対

策の徹底を呼びかけてきたところであります。 

  今後も、適正なマスクの着用など、自ら行う感染防止対策を十分に行うことが難しい乳

幼児の特性に配慮しながら、保護者との連携をさらに強化し、安全な保育環境の維持に努

めてまいりますので、御理解願います。 

  次に、「新型コロナウイルスワクチン接種」について申し上げます。 

  町の３回目追加接種につきましては、本年１月７日に医療従事者から接種を開始し、順

次、国が示す優先順位により、高齢者施設入所者及び従事者、65 歳以上の高齢者、12 歳か

ら 64 歳までの方、５歳から 11 歳までの小児への集団接種を５月 28 日に終了したところ

であります。なお、集団接種で対応できなかった方につきましても、引き続き、西会津診

療所において個別接種で対応しているところであります。 

  また、ワクチン接種率でありますが、６月１日現在、12 歳以上の対象者 5,427 人の 89.1％

に当たる 4,835 人の方が３回目の接種を終了したところであります。なお、町の集団接種

会場では重篤な副反応の発生はありませんでした。 

  現在、国では３回目の接種終了から５か月が経過した 60 歳以上の方と、18 歳以上 60 歳

未満で基礎疾患を有する方、及びその他重症化リスクが高いと医師が認める方を対象とし

て４回目の追加接種を実施するとしておりますが、町といたしましても、４回目の接種を

希望される方が安全に接種を受けられるよう、鋭意準備を進めておりますので御理解願い

ます。なお、接種に係る所要額を今次補正予算に計上しております。 

  次に、「健康づくり特別講演会」について申し上げます。 

  町では、これまで取り組んできた健康づくり事業を充実させ、健康寿命のさらなる延伸

を目指して、去る４月 16 日に本町の健康づくりアドバイザーとして御指導いただいてい

る、作家で長野県諏訪中央病院名誉院長の鎌田實先生を講師にお招きし、健康づくり特別

講演会を開催いたしました。２部構成の１部では、「さすけねぇわ（輪）の健康づくり」の

これまでの取組を報告し、２部では「しあわせが拡がる健康づくり～みんなで“さすけね

ぇわ（輪）”～」と題して、鎌田先生に御講演いただきました。 

  今回の講演会は、新型コロナウイルス感染症対策として参加人数を制限して開催いたし

ましたが、約 130 名の町民の皆さんに御来場いただき、熱心に御聴講いただいたところで

あり、健康への関心の高さと、新たな健康づくり事業への期待の大きさがうかがえたとこ

ろであります。今後も鎌田先生の御指導を仰ぎながら、健康寿命延伸に向けた健康づくり

事業を推進してまいりますので、御理解願います。 

  次に、「西会津町総合計画検討会議の設置」について申し上げます。 

  本年度策定することとしております、令和５年度から３年間の西会津町総合計画・後期

基本計画につきましては、まちづくり基本条例に基づき、町民の皆さんの幅広い意見の反

映を図るため、総合計画検討会議を設置し、策定作業を進めることとしております。 

  この総合計画検討会議の委員につきましては 25 名を委嘱し、６月下旬に第１回の会議

を開催する予定であります。計画策定に当たっては、専門的な見地から指導・助言を頂く

ため、町最高デジタル責任者の藤井靖史氏をアドバイザーに、総合計画検討会議と町職員

により組織する基本計画策定プロジェクトチームとが連携を図りながら、策定作業を進め
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てまいります。 

  次に、「先導的官民連携支援事業」について申し上げます。 

  国土交通省では、インフラの老朽化対策や防災・減災対策、また真に必要な社会資本の

整備・維持更新を的確に進めるため、先導的官民連携支援事業により、具体的な官民連携

の形式を目的として、地方公共団体等が行う官民連携手法や枠組み、民間の資金や活力を

活用した公共施設等の整備・維持管理等についての調査委託費を助成しております。町で

は令和４年度の本事業に応募しておりましたところ、４月８日に採択されたことから、本

事業で官民連携による中心エリア再生に向けた調査研究に取り組むことといたしました。

本事業に係る関係経費につきましては、今次補正予算に計上しておりますので、御理解願

います。 

  次に、「株式会社モンベルとの連携と協力に関する包括協定の締結」について申し上げま

す。 

  国内大手のアウトドア用品メーカーである株式会社モンベルと本町は、町が昨年度に実

施しました企業移転等受入れに向けた西会津町視察事業の視察交流ツアーで、同社の社員

が本町を視察したことをきっかけに関係を築いてきたところであります。その後、町では

同社と連携する具体的な取組について検討し、協議を行ってまいりましたが、このたび、

相互の緊密な連携の下、アウトドア活動等の促進により、社会が直面する課題に対応し、

地域の活性化及び町民生活の質の向上に寄与することを目的として、去る６月２日に包括

協定を締結いたしました。 

  この同社との協定につきましては、会津地域 13 市町村と県会津管内出先機関で組織す

る会津地域課題解決連携推進会議が本年１月に策定した「会津地域自治体広域連携指針」

に合致する取組であることから、会津地域の全 13 市町村もそれぞれに同社と協定を締結

することになり、６月２日に、13 市町村と県が一堂に会し、合同協定締結式及び広域連携

共同宣言式が道の駅あいづ湯川・会津坂下で開催されました。 

  町では今後、同社との連携・協力により、地域の魅力発信とエコツーリズムの促進によ

る地域経済の活性化をはじめ、自然環境保全意識の醸成、子供たちの生きる力の育成、さ

らには健康寿命の延伸などを図ってまいりたいと考えておりますので、御理解願います。 

  次に、「令和３年度西会津町福祉灯油緊急補助事業」について申し上げます。 

  本事業は、令和３年度冬期の原油価格の高騰によって家計に大きな影響を受ける低所得

世帯に対し灯油購入費を助成し、経済的負担の軽減を図る目的で、１世帯当たり５千円を

助成したものであります。令和４年３月 31 日利用分をもって事業は終了しており、対象世

帯 610 世帯のうち 581 世帯、約 95％の利用となりました。 

  今後も、原油のみならず、物価上昇に対する国の緊急対策などの動きもあることから、

その動きに適切に対応してまいりますので、御理解願います。 

  次に、「地域おこし協力隊の配置状況」について申し上げます。 

  「地域おこし協力隊」につきましては、昨年度から継続の「芸術」、「地域活性化」、「出

ヶ原和紙」、「集落支援」、「ＣＡＴＶ」、「西会津高校活性化」、「ＩＣＴ教育推進」、「有害鳥

獣対策」の８分野、11 名の隊員に、本年４月１日付で「集落支援」、「ＣＡＴＶ」、「デジタ

ル戦略推進」の分野にそれぞれ１名ずつの隊員を加え、14 名体制となったところでありま
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す。町といたしましては、地域おこし協力隊員が、それぞれの能力を生かしながら地域の

活性化につなげられるよう支援するとともに、隊員の定住が図られるよう努めてまいる考

えであります。 

  次に、「プロ野球ＢＣリーグ公式戦の開催」について申し上げます。 

  株式会社福島野球団「福島レッドホープス」の公式戦が４月 29 日、30 日、５月３日の

３日間、福島レッドホープス西会津球場で開催されました。開催初日には、試合開始前に

西会津応援大使委嘱状交付式を執り行い、福島レッドホープスの岩村明憲監督に委嘱状を

交付いたしました。応援大使への委嘱は令和元年度に続き２度目であり、委嘱の期間は３

年であります。今後も、岩村監督には本町の応援大使として、試合やメディア出演などを

通じて町をＰＲしていただくとともに、継続してＢＣリーグ公式戦を開催することにより

まして、交流人口の拡大と地域活性化につなげてまいりたいと考えております。 

  次に、「新潟日報社主催未来のチカラ ＩＮ 阿賀路 西会津フェアの開催」について申し

上げます。 

  新潟日報社では、地域との共同と地域への貢献を目的として、「阿賀路」をテーマに五泉

市、阿賀野市、阿賀町、そして本町を含むエリアを対象として「未来のチカラプロジェク

ト」を新潟市で開催したところであります。今回、この一環として、同社より阿賀地域と

地理的・歴史的につながりの深い本町の魅力を新潟県民にＰＲする提案があったことから、

５月 20 日及び 21 日の２日間、新潟日報メディアシップにおいて、「西会津フェア」と題し

て本町の観光コンテンツや地場産品の認知度向上を図ってまいりました。 

  当日は、にしあいづ観光交流協会が主体となり、町関係課、地場産品取扱業者並びに西

会津国際芸術村が参加し、本町の食や地場産品を中心とした出展、ふるさと応援寄附金の

増額につながるよう西会津産米の無料配布、大山まつり並びになつかしｃａｒショー2022

の観光ＰＲ活動や、張り子の絵付け体験ブースなどを実施し、大変多くの皆様に御好評を

頂きました。当日の様子は、同社の新聞紙面に大きく取り上げられるなど、隣県への本町

の魅力発信につながったと感じております。 

  今後も、県内外を問わず、町の魅力発信を継続し、交流人口の拡大と地域の活性化に向

けて取り組んでまいりたいと考えておりますので、御理解願います。 

  次に、「西会津なつかしカーショー2022 の開催」について申し上げます。 

  コロナ禍の影響により、昨年、一昨年と開催を見送りました「西会津なつかしカーショ

ー」につきましては、去る５月 29 日、３年ぶりに開催したところであります。当日は、ク

ラシックカーやスーパーカー、二輪車など合わせて 194 台の車両展示に加え、自衛隊車両

や消防車両などの働く車大集合、自動車関連のフリーマーケットや各種出店コーナー、さ

らに、ライブイベントや御当地ヒーローショーなど多彩な催しを行った結果、町内外から

の約６千人の来場者でにぎわいました。 

  今回の実施に当たりましては、実行委員会の皆様の御協力と各種団体や企業の皆様から

の御協賛や御協力をいただき、盛大に開催できましたことを、衷心より御礼を申し上げま

す。今後も、イベント等を通じた交流人口の拡大と地域の活性化に向けて取り組んでまい

りたいと考えておりますので、関係者の皆様の御理解と御協力をお願いいたします。 

  次に、「鳥獣被害の防止対策」について申し上げます。 
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  本町の有害鳥獣被害の現状につきましては、ツキノワグマとニホンザルに加え、近年は

特にイノシシによる農作物への被害が深刻化しており、昨年度は有害鳥獣の中で最も多い

57 頭を捕獲したところであります。町では有害鳥獣による被害防止対策として、ワナ猟免

許の取得支援や、今年度から新たに猟銃購入費の助成制度を創設したほか、５月 18 日から

は猟友会によるパトロール活動を開始したところであり、町鳥獣被害対策実施隊と連携し

た体制を整備したところであります。 

  さらに、今年度は大型獣の解体処理に要する負担軽減を図るため、解体処理施設を野沢・

芝草地内の旧野沢中学校跡地の町有地に整備を進めたいことから、去る５月 15 日に芝草

自治区の皆様に整備の内容などについて説明会を開催したところであります。町といたし

ましては、本施設の整備を契機として有害鳥獣被害の拡大防止対策を一層推進するととも

に、将来的にジビエ加工施設としての活用も視野に入れ、関係機関に対し出荷制限解除に

向けて積極的に働きかけを行ってまいりますので、御理解願います。 

  次に、「幼保小の架け橋プログラムに関する調査研究事業」について申し上げます。 

  義務教育開始前後の５歳児から小学校１年生までの２年間、いわゆるかけ橋期は、生涯

にわたる学びや生活の基盤をつくるための重要な時期であり、子供の成長を切れ目なく支

える観点から、幼保小の円滑な接続をより一層意識し、学びの連続性や一人一人の多様性

にも配慮しつつ、教育の内容や方法を工夫することが重要とされております。 

  このため、本年度より文部科学省では、子供に関わる関係者が連携し、この時期にふさ

わしい主体的・対話的で深い学びの実現を図り、一人一人の多様性に配慮した上で、全て

の子供に学びや生活の基盤を育むことを目指す、「幼保小の架け橋プログラムに関する調

査研究事業」のモデル地区を公募しておりました。このたび、去る５月 17 日にモデル地区

の採択を受けたことから、本町においても、こゆりこども園と西会津小学校、さらには西

会津中学校が連携した架け橋プログラムを開発・実施することといたしました。 

  町といたしましては、本事業を契機に、今まで以上にこども園と小・中学校、さらには

福祉と教育が連携した取組を推進してまいりますので、御理解願います。 

  次に、６月１日現在の「建設関係事業」の実施状況でありますが、お手元に配付いたし

ました資料のとおりでありますので、御了承をいただきたいと思います。 

  続きまして、今回提出いたしました議案等について御説明を申し上げます。 

  まず、議案第１号「西会津町税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認」について

申し上げます。 

  本案は、国の令和４年度の税制改正により地方税法が一部改正されたことに伴い、町税

条例につきましても所要の改正を行ったものであります。地方税法の一部を改正する法律

が、本年３月 31 日に公布され４月１日から施行されたことに伴い、議会を招集する時間的

な余裕がありませんでしたことから、地方自治法第 179 条第１項の規定により、改正法令

の公布日と同じ３月 31 日付で専決処分により調製いたしましたので、議会の承認をお願

いするものであります。 

  次に、議案第２号「令和３年度西会津町一般会計補正予算(第 10 次)の専決処分の承認」

についてでありますが、本年３月議会定例会終了後に額が決定した特別交付税や地方譲与

税等についての補正で、専決により調製いたしましたので、承認をお願いするものであり
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ます。 

  次に、議案第３号「西会津町国民健康保険税条例の一部を改正する条例」について申し

上げます。 

  国民健康保険税は、医療費支出の見込額から国や県の支出金等を差し引き、不足する額

を納めていただく目的税であります。令和４年度の国民健康保険税の算定に当たりまして

は、県から示された交付金や納付金を基本として算出したところであります。本年度は、

国保加入者の負担軽減のため運営基金より継続的に充当しております 400 万円に加え、さ

らに新型コロナウイルス感染症による影響を勘案し 200 万円を追加し、合計 600 万円を減

税財源として充当したところであります。これにより税率を試算した結果、１人当たりの

税額は９万 4,742 円となり、昨年度と比較して１万 90 円の減額、また１世帯当たりの税額

は 13 万 3,258 円となり、昨年度と比較して１万 4,535 円の減額となる見込みとなったと

ころでありますので、御理解をお願いいたします。 

  次に、議案第４号「令和４年度西会津町一般会計補正予算（第１次）」についてでありま

すが、8,464 万７千円を増額し、予算総額を 63 億 464 万７千円とするものであります。 

  今次の主な内容につきましては、国の補助事業であります先導的官民連携支援事業の採

択を受けたことによる関係事業費の追加計上や、非課税世帯臨時特別給付金の給付に係る

関係経費、新型コロナウイルスワクチン接種の４回目追加接種に係る経費などを計上した

ものであります。以上の財源につきましては、国・県支出金などを充当することとし、財

源調整の結果、不足分につきましては、財政調整基金から繰り入れることといたしました。 

  次に、議案第５号「監査委員の選任につき同意を求めることについて」でありますが、

本案は、前職の辞職により欠員となっております監査委員１名の選任につきまして、議会

の同意をお願いするものであります。 

  次に、報告第１号から報告第４号につきましては、「令和３年度西会津町繰越明許費繰越

計算書」、「令和３年度西会津町公営企業会計予算繰越計算書」、「喜多方地方土地開発公社

に係る経営状況を説明する書類」、「株式会社西会津町振興公社に係る経営状況を説明する

書類」をそれぞれ報告事項として提出しております。 

  以上、提出議案等の概要について御説明を申し上げましたが、各議案等の詳細につきま

しては担当課長より説明いたさせますので、十分なる御審議をいただき、原案のとおり御

議決賜りますようお願いを申し上げ、提案理由の説明を終わります。 

  すみません、訂正がございますので、御訂正をお願いしたいと思います。 

  こゆりこども園の関係の中で、１ページでございます。５月 29 日に発表されたところで

す。その後、新たに園児が感染し、６月８日現在を９月６日と読み上げました。正しくは

８日ですので、御訂正をお願いいたします。 

  それから、３ページでございますが、先導的官民連携支援事業の中で、４行目になりま

すが、具体的な官民連携の形成を形式と読み上げましたが、正しくは形成でありますので、

訂正をいただきたいと思います。 

○議長  日程第７、報告第１号、令和３年度西会津町繰越明許費繰越計算書の報告を行い

ます。 

  本件の報告・説明を求めます。 
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  総務課長、伊藤善文君。 

○総務課長  報告第１号、令和３年度西会津町繰越明許費繰越計算書について、御説明い

たします。 

  繰越明許費につきましては、地方自治法第 213 条の規定により、本年３月の町議会定例

会などにおきまして、事業の実施に当たり関係機関との協議に不測の日数を要したことや、

国の補正予算事業の交付決定が年度末になったことなどにより、翌年度に事業を繰り越し

て実施できるよう御議決を頂いているところであります。この繰越明許費につきましては、

地方自治法施行令第 146 条第２項の規定により繰越計算書を調製いたしましたので、御報

告いたします。なお、繰越事業は一般会計のみであります。 

  それでは、繰越計算書を御覧ください。 

  まず、２款・総務費、１項・総務管理費の社会保障・税番号システム改修事業は、繰越

額 260 万７千円、完了予定は令和５年３月 31 日であります。 

  次に、３款・民生費、社会福祉費の非課税世帯臨時特別給付金給付事業は、繰越額 1,234

万５千円、完了予定は本年 12 月 31 日であります。 

  次に、４款・衛生費、１項・保健衛生費でありますが、新型コロナウイルス感染症対策

事業は、繰越額 1,368 万７千円、完了予定は令和５年３月 31 日であります。 

  次に、６款・農林水産業費、１項・農業費でありますが、園芸ハウス復旧事業は、共済

金の支払額が見込みより多く支払われたため、町補助金の支出がありませんでした。 

  同じく、産地生産基盤パワーアップ事業は、繰越額 526 万２千円、完了予定は令和５年

３月 31 日であります。 

  次に、２項・林業費でありますが、林業専用道整備事業は、繰越額 2,265 万円、完了予

定は本年 12 月 28 日であります。 

  次に、８款・土木費、１項・道路橋りょう費でありますが、道路新設改良事業は年度内

に事業が完了したため、繰越しがありませんでした。 

  同じく、橋りょう修繕事業は、繰越額 3,152 万６千円、完了予定は本年９月 30 日であり

ます。 

  次に、２項・河川費でありますが、浚渫推進事業は、繰越額 256 万８千円、本年４月 26

日に完了いたしました。 

  次に、３項・都市計画費、さゆり公園体育館空調設備整備事業は、繰越額 3,774 万９千

円、完了予定は本年８月５日であります。 

  次に、４項・住宅費、定住促進住宅改修事業は、繰越額 1,056 万７千円、完了予定は本

年６月 30 日であります。 

  各事業の財源内訳につきましては、それぞれ記載のとおりであります。 

  以上をもちまして、報告第１号、令和３年度西会津町繰越明許費繰越計算書の説明を終

了させていただきます。 

○議長  ただいまの報告に対し、質疑を行います。ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長  これで質疑を終わります。 

  これで報告第 1 号、令和３年度西会津町繰越明許費繰越計算書の報告を終わります。 
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  日程第８、報告第２号、令和３年度西会津町公営企業会計予算繰越計算書の報告を行い

ます。 

  本件の報告・説明を求めます。 

  建設水道課長、石川藤一郎君。 

○建設水道課長  報告第２号、令和３年度西会津町公営企業会計予算繰越計算書について、

御説明申し上げます。 

  本報告書につきましては、令和３年度下水道事業会計の中で、年度内完成が見込まれな

かった事業の支出予算を令和４年度に繰り越して使用することを報告するものであります。 

  それでは、報告書を御覧いただきたいと思います。 

  報告書。地方公営企業法第 26 条の規定により、令和３年度西会津町公営企業会計予算繰

越計算書を別紙のとおり調製いたしましたので、御報告いたします。 

  次のページを御覧いただきたいと思います。 

  標題が、「法第 26 条第２項ただし書の規定による事故繰越額」となっております。これ

は、一般会計における事故繰越しとは違いまして、法の規定に基づく文言でありますこと

をあらかじめ申し上げます。 

  １款・公共下水道事業費用、１項・営業費用、事業名・管渠費は、大久保処理区内の管

渠等点検調査業務委託です。予算計上額は 117 万円で、全額を繰り越すものであります。 

  次に、事業名・処理場費は、野沢浄化センターに設置している汚泥攪拌機の分解調査業

務です。予算計上額は 315 万円で、全額を繰り越すものであります。翌年度繰越額に係る

繰越しを要する棚卸資産の購入限度額はありません。 

  説明欄の繰越理由でありますが、いずれも令和３年度国の補正予算事業で、補助金交付

決定が本年２月 22 日であり、年度内完成が見込めないことによるものであります。完了予

定は８月 31 日であります。各事業の財源内訳につきましては記載のとおりであります。 

  以上をもちまして、報告第２号、令和３年度西会津町公営企業会計予算繰越計算書の説

明を終了させていただきます。 

○議長  ただいまの報告に対し、質疑を行います。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長  これで質疑を終わります。 

  これで報告第２号、令和３年度西会津町公営企業会計予算繰越計算書の報告を終わりま

す。 

  皆さんに申し上げます。報告第３号及び第４号につきましては議案ではありませんので、

報告のありました書類の範囲において不明な点を明確化する程度の簡単な質疑をすること

はできますが、公社自体に係る問題、人事の問題、決算の細部等、報告以外の内容につい

ては質疑できないこととなっておりますので、御配慮くださるようお願い申し上げます。 

  日程第９、報告第３号、喜多方地方土地開発公社に係る経営状況を説明する書類の報告

を行います。 

  本件の報告・説明を求めます。 

  企画情報課長、玉木周司君。 

○企画情報課長  報告第３号、喜多方地方土地開発公社に係る経営状況について御説明い
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たします。お手元に配付しております、令和３年度喜多方地方土地開発公社事業報告及び

決算書を御覧ください。 

  まず、１ページですが、事業報告書であります。 

  １．総括事項といたしまして、令和３年度中に喜多方地方土地開発公社による用地の取

得及び売却はありませんでした。令和３年度の損益計算は、収益合計が 2,340 円、費用合

計が２万５千円で、２万 2,660 円の当期損失となり、準備金で整理した結果、当期末の準

備金合計は 982 万 1,777 円となりました。 

  なお、これらの補足資料といたしまして、３ページ以降に貸借対照表、財産目録、損益

計算書、キャッシュ・フロー計算書、現金及び預金明細表、資本金明細表が添付されてお

りますので、後ほど御覧いただきたいと思います。 

  次に、２の理事会の議決事項でありますが、理事会は３回開催されており、議決された

事項は、まず令和３年５月７日に、令和２年度の事業報告及び決算の認定を、６月 21 日

に、任期４年の役員改選に伴う再任と公社事務所が新庁舎へ移転したことによる事務所所

在地の変更を、最後に令和４年２月７日、令和３年度及び令和４年度の事業計画と予算の

調製を行っております。 

  次に、令和４年度の事業計画でございますが、資料の最後につづられております参考資

料を御覧ください。公有地取得事業として、喜多方市のふれあいパーク喜多の郷用地取得

事業、事業量 2,746.19 平方メートル、事業費 566 万６千円が計画されております。 

  以上、地方自治法 243 条の３第２項の規定によりまして、説明する資料を提出し、報告

といたします。 

○議長  ただいまの報告に対し、質疑を行います。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長  これで質疑を終わります。 

  これで報告第３号、喜多方地方土地開発公社に係る経営状況を説明する書類の報告を終

わります。 

  日程第 10、報告第４号、株式会社西会津町振興公社に係る経営状況を説明する書類の報

告を行います。 

  本件の報告・説明を求めます。 

  商工観光課長、岩渕東吾君。 

○商工観光課長  報告第４号、株式会社西会津町振興公社に係る経営状況を説明する書類

について御説明いたします。お手元の西会津町振興公社に係る令和３年度事業報告及び決

算書並びに令和４年度事業計画を御覧ください。 

  １ページを御覧ください。 

  初めに、令和３年度事業報告について申し上げます。 

  まず、事業の概要についてですが、西会津町振興公社は、公の施設の指定管理者として、

「さゆり公園」、「温泉健康保養センター」、「交流物産館・よりっせ」など６施設の管理運

営業務を行うとともに、公社設立の趣旨である地域の活性化を念頭に事業を展開してまい

りました。令和３年度は５月と９月、さらに令和４年２月に新型コロナウイルス感染症拡

大に伴う非常事態宣言が県内全域に発出された影響により、ロータスインやさゆり公園等
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において、休止や利用制限等の措置を講じました。休止期間以外も営業時間短縮や団体予

約の減少などから大変厳しい状況下にありましたが、各種の支援制度を積極的に活用する

など、雇用の確保と事業の継続に努めてまいりました。 

  「交流物産館・よりっせ」及び「ミネラル野菜の家」につきましては、コロナ禍の影響

が続く中、集客の拡大を図るため、宮古島フェアや花まつりなどイベントの実施に加え、

売り場の一部リニューアルなどに取り組み、前年をやや上回る約 40 万人の利用者があり

ました。また、米粉を活用した商品の開発及び試験販売に取り組むほか、ふるさと納税の

返礼品売上げにつきましても、前年比で約７割増の約 5,700 万円となったところでありま

す。 

  「さゆり公園」につきましては、福島レッドホープスの公式戦が開催されたほかは、ス

ポーツ大会等の自粛もあり団体利用が減少いたしましたが、感染症防止対策を徹底しなが

ら個人利用を継続いたしました。また、ふれあい広場の遊具等の更新や駐車場の増設も行

われ、利用者の利便性の向上が図られたところであります。 

  「温泉健康保養センター」につきましては、移動の制限や多人数での飲食自粛の影響か

ら団体利用や町外者の宿泊が減少する中でも、「ラベンダー風呂」など新たなサービスの提

供を行ったほか、「宿場の釜めし」シリーズの展開や「寒晒しそばまつり」の開催、ランチ

弁当の販売などに取り組み、サービスの継続に努めてまいりました。 

  その他の施設につきましては、指定管理制度の趣旨に沿いながら、快適な利用環境の提

供を心がけ、新型コロナウイルス感染防止に取り組み、利用者が安心して施設を利用でき

るよう努めたほか、経費の節減にも取り組んでまいりました。 

  ２ページを御覧ください。 

  総務室では、売上げ、経費、損益等について月別に管理したほか、労働時間及び人員配

置の効率的な管理にも努めてまいりました。この結果、令和３年度の損失は 562 万４千円

となりましたが、コロナ禍において業界全体が大きな影響を受けるとともに、東京電力株

式会社からの賠償金も令和２年度で終了した中において、最小限の影響にとどまったとこ

ろであります。 

  しかしながら、コロナ禍における人流の減少は、回復の兆しは見せつつも明確な出口が

見通せないため、依然として厳しい経営状況が予測されることから、しっかりとした経営

戦略のもと事業を運営していくとともに、従業員が一丸となって営業利益の黒字化に向け

て取り組んでまいります。 

  次の、事業の内容、並びに３ページの会社の概要、役員及び従業員の構成、資本金の増

減につきましては、資料に記載のとおりであります。 

  続いて、令和３年度の決算書について申し上げます。 

  ４ページを御覧ください。 

  貸借対照表であります。資産の部のうち、流動資産は、現金及び預金、売掛金、自販機

商品から食材品までの棚卸資産、雇用調整助成金等の未収入金、各種機器に係る保守管理

料等の前払い費用などであります。固定資産は、有形固定資産は建物や機械設備、車両等

であり、無形固定資産は電話加入権、投資その他の資産は出資金等であります。これらの

流動資産と固定資産を合わせた資産の部の合計は、9,767 万 1,160 円であります。 
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  続きまして、負債の部のうち流動負債は、商品や食材などの買掛金、光熱水費等の未払

費用、ふるさと納税返礼品配送料等の前受金などであります。固定負債は、長期借入金は

会津信用金庫からの新型コロナウイルス対策特別資金、保証金はミネラル野菜の家のテナ

ント出店保証金であります。これら、流動負債と固定負債を合わせた負債の部の合計は、

6,370 万 1,052 円であります。 

  続きまして、純資産の部のうち、株主資本は、資本金及び繰越利益剰余金であり、翌年

度への繰越利益剰余金は、マイナス 152 万 9,892 円となったところであります。 

  なお、資本金及び繰越利益剰余金の増減につきましては、７ページの株主資本等変動計

算書に記載しておりますので、後ほど御覧ください。 

  これら純資産の部の合計は 3,397 万 108 円であり、負債の部と純資産の部との合計は

9,767 万 1,160 円であります。 

  それでは、５ページを御覧ください。 

  損益計算書であります。純売上高は、宿泊及び料理、売店等の売上げのほか、町からの

受託収入、施設利用料収入、共益費などその他売上げ等の合計で４億 868 万 6,662 円であ

ります。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため休業や利用制限を行った影響もあり、

宿泊並びに料飲の売上げが減少いたしましたが、一方で、交流物産館・よりっせ及びミネ

ラル野菜の家の売上げは増加しており、また、ふるさと納税の返礼品売上げにつきまして

も、対前年比で７割以上伸びたところであります。 

  売上原価は、食材及び売店等の仕入れに期首・期末の商品棚卸高を加えた合計で、１億

9,579 万 258 円であり、純売上高から売上原価を差し引いた売上総利益は２億 1,289 万

6,404 円であります。ここから、販売費及び一般管理費の合計２億 2,537 万 407 円を差し

引いた営業損失に、新型コロナウイルス関連の各種支援金など営業外収益を加え、法人税

等を差し引いた当期純損失につきましては 562 万 3,554 円となったところであります。 

  ６ページは販売費及び一般管理費の内訳でありまして、次の７ページは、資本金や利益

剰余金の変動を記載した株主資本等変動計算書、８ページは監査報告書でありまして、そ

れぞれ資料に記載のとおりであります。 

  なお、本日、お手元に参考資料といたしまして、令和３年度の部門別の収支概要一覧表

をＡ３判のカラー刷りでお配りしておりますので、後ほど御覧いただきたいと思います。 

  ９ページを御覧ください。 

  令和４年度の事業計画について申し上げます。 

  まず、事業の方針でありますが、令和４年度は、コロナ禍の影響が続くことを念頭に置

きながらも、段階的な収束を見据え、各部門が独立して健全な経営ができる仕組みづくり

が重要と認識しております。また、全社一丸となってオール公社の理念を継続しつつ、サ

ービスの質を維持したコストの見直し、主体性を持った行動や新規事業への挑戦など、従

業員一人一人の意識を高め、黒字経営への転換を目標に、組織の総力を挙げて取り組んで

まいります。 

  このため、温泉健康保養センター・ロータスインでは、特色ある宿泊関連商品の開発と

ＰＲなど、交流物産館よりっせ等では、オリジナルブランド商品の開発や米粉を活用した

商品の販売拡大、年間を通じた野菜販売、オートキャンプ場ではアクティビティの開発な
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ど、入り込み客数の改善と顧客満足度の向上に各部門が連携して取り組んでまいります。 

  また、新型コロナウイルス感染症防止対策につきましては、国のガイドラインを遵守し

ながら対策を徹底し、お客様への安全・安心に確実に対応してまいります。 

  さらに、町をはじめ関係機関との連絡調整を図り、地域経済の先導的担い手として、各

種事業に取り組むとともに、指定管理者制度の趣旨に即した効率的な施設管理、住民サー

ビスの向上、交流人口の増加を図り、本町の地域活性化につながるよう努めてまいります。 

  次に、部門別の事業計画についてですが、総務部門では、新入社員の募集活動や、新た

な会計システム及びキャッシュレスや非接触型に対応したレジの導入、組織体制及び給与

体系の見直し等に取り組んでまいります。 

  温泉健康保養センター・ロータスイン及び周辺施設につきましては、特色ある宿泊関連

商品の開発と販売、おもてなし向上によるリピーターの確保、仕出し弁当や総菜の販売、

10 ページを御覧ください。泉質の良い温泉のＰＲ、新たなアクティビティの検討などを進

めてまいります。 

  交流物産館・よりっせ及びミネラル野菜の家につきましては、関係団体と連携したイベ

ントの拡大、米粉を活用した商品やオリジナルブランド商品の開発と販売促進、生産者等

と連携した野菜の通年販売、よりっせポイントカードの検討などに取り組んでまいります。 

  さゆり公園及びふれあい交流施設につきましては、施設の点検や修繕への迅速な対応は

もとより、ＳＤＧｓ、いわゆる環境維持や社会貢献を意識した管理作業に取り組むととも

に、挨拶やコミュニケーション改善による住民サービスの向上を図ってまいります。 

  町といたしましても、振興公社との連携を強化しながら、より一層の経営改善が図られ

るよう指導してまいる考えであります。 

  以上、地方自治法第 243 条の３第２項の規定により報告いたします。 

○議長  ただいまの報告に対し、質疑を行います。 

  ６番、三留正義君。 

○三留正義  ８ページの監査報告もあり、議会としてお話しできる範囲でお話ししたいと

思うんですが、町の株主という立場でお話を進めたいと思います。 

  その中で、１つ、貸借対照表の中で振興公社の建物所有というのが 160 万円だか計上に

なっているんですが、大きなもの、どういうものを所有しているのかちょっと分からなか

ったので、大きなものでいいですからお示しください。 

  あと、前にお話を１回出したことがあったと思うんですが、振興公社の会計システムに

ついて、現金主義というか、単式簿記でなされたものが、集計上、損益計算書、貸借対照

表という形で最終的には補正、修正しながら上がってくるんじゃないのかという話をした

ことがあったんですが、令和４年度の事業計画ということで、９ページに、２番の部門別

計画の中に会計システムの話が記載があるようなんですが、一般の複式会計の導入に向け

て手順を準備していくということなのか、それも明らかにしてください。 

  以上です。 

○議長  商工観光課長。 

○商工観光課長  ６番、三留議員の御質問にお答えをいたします。 

  まず、貸借対照表の中にあります建物の内訳についてでありますが、振興公社で所有す
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るスーパーハウスや収納庫、それがこの建物に該当いたします。 

  それと、会計システムの更新に向けての考え方でありますが、現在、会計の方式をどう

するかというような部分については、具体的な方向性は聞いておりません。ただ、会計シ

ステムの更新に当たりまして、その辺も新しい会計システムでどのような会計方式を取っ

ていくかというのは、今後確認をさせていただきたいというふうに思っております。 

○議長  ほかに。３番、小林雅弘君。 

○小林雅弘  １つお聞きしたいというふうに思います。ロータスインとか、あるいは道の

駅ですね。これを休業したりしてきましたが、そのための補償金といいますか、国からど

のぐらいの金額が入っているのかお尋ねしたい。 

  それから、これは聞けますか。もう１つあるんですが、来年度の経営改善見込みなんて

いうのは聞けるんですか。どうでしょう、議長。数値的な。 

○議長  事業計画の範囲で聞いてください。 

○小林雅弘  そうですか。分かりました。じゃあ１点、お願いいたします。 

○議長  商工観光課長。 

○商工観光課長  ３番、小林議員の御質問にお答えいたします。 

  報告の中で、コロナの感染防止のために施設の休業をいたしましたというふうに申し上

げました。今、議員の御質問の中で道の駅とありました道の駅につきましては、令和３年

度は休業してございません。ロータスインやオートキャンプ場の休業をいたしまして、そ

の休業に対しての減収の補塡分といたしまして、町からは合計で 821 万９千円を支出して

おります。これに対しましては、国の特別地方交付税の措置がございまして、ほぼ全額措

置されたものというふうに理解をしております。 

  以上でございます。 

○議長  よろしいですか。 

  ２番、上野恵美子君。 

○上野恵美子  １件お聞きします。このＡ３の資料の中で、売上収入、ロータスインの料

飲と休憩室がかなり実績が下がっていると思います。Ａ４の資料の令和４年度事業計画の

中で料飲部門の収益構造の改善とあるんですけれども、具体的な改善はどのようにされて

いくのかをお示しください。 

○議長  商工観光課長。 

○商工観光課長  お答えをいたします。２番、上野議員の御質問にお答えをいたします。 

  料飲部門の収益構造の改善ということでございますが、料飲の部分につきましては、ど

うしても売上げより販売経費のほうが多くかかっているというような現状がございます。

したがいまして、その営業形態を見直して、令和４年度につきましては、振興公社からの

お話ではイベント的な営業を中心に行っていきたいと。具体的には令和３年度でも行いま

したそばまつりや、あとは予約制の営業であるとか、あるいは貸し切りプランや長期のお

休みのときでの営業と、そういったことで収入と支出がバランス取れるような営業形態に

していきたいというふうに聞いてございます。 

  以上でございます。 

○議長  ２番、上野恵美子君。 
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○上野恵美子  そうすると、レストランにおいても休憩所においても、営業は継続してい

くということで捉えてよろしいでしょうか。 

○議長  商工観光課長。 

○商工観光課長  お答えをいたします。 

  公社から伺っている内容は今御説明申し上げたとおりでございまして、具体的な営業の

やり方につきましては、公社の営業に係る考え方でございますので、私からは御説明する

立場にございませんので、説明は差し控えさせていただきます。 

  以上でございます。 

○議長  ほかに。12 番、武藤道廣君。 

○武藤道廣  私も１点お聞きします。 

  令和３年度の事業報告の中で、事業の内容の中で、地場産品の紹介や販売等という欄で、

ふるさと納税返礼品及びインターネットによる地場産品の販売ということでやってこられ

たわけなんですが、令和４年度の現額にはそれが載ってないということであります。その

理由と、そして人的なちょっと理由ということも聞いたことはあるんですが、人数的には

２人減なだけなんですよね。地場産品の事業というものに対する考え方というものはお聞

きしてもよろしいでしょうか。 

○議長  それも公社内の考え方になると思いますので。 

○武藤道廣  いや、でも町から委託してるわけでしょう。町としての考え方を聞けばいい

わけですよ。それがなくなったということは、どういう理由で町が、じゃあ町としてはど

ういう理由で公社に対する委託をやめたのかと。 

○議長  答えられますか。商工観光課長。 

○商工観光課長  お答えをいたします。12 番、武藤議員の御質問にお答えをいたします。 

  初めにふるさと納税についての取扱いの対応でありますが、令和４年度につきましては、

振興公社ではふるさと納税の産品の取扱いについては体制がそれの対応が難しいというこ

とで、振興公社のほうからふるさと納税の発送業務を行わないということで聞いてござい

ます。 

  また、その地場産品についての考え方でありますけれども、先ほど事業計画の中で申し

上げましたとおり、できるだけ地元野菜、通年の販売に向けて取り組んでいきたいという

考え方と同時に、地元の材料を使ったオリジナル商品、こういったものを活用して作って

販売をしていきたいと。こういった方針が公社の方から示されてございます。 

  以上でございます。 

○議長  よろしいですか。12 番、武藤道廣君。 

○武藤道廣  体制が整わないということで、公社のほうから断ってきたというか、出てき

たということなんですが、町側としてはやっぱり指導する立場からとしては少しはそうい

ったことに関する検討とか、改善の検討とか、何かなされたんでしょうか。 

○議長  町長、薄友喜君。 

○町長  ふるさと納税の返礼品の取扱いですけども、今、課長のほうから答弁申し上げた

とおりでありまして、非常に複雑で、非常に公社としてかなりそこに臨時職員といいます

か、当てながらもやってきたわけですけども、今、こういう状況でなかなかその人の確保
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ができないというようなことで、いわゆるふるさと納税の返礼品については、非常に送る

までの手続といいますか、その作業が非常に複雑してて、なかなか公社自体でそれをやっ

ても、それだけの人件費の部分がなかなか確保できないといいますか。 

  これ、町のやるふるさと納税の返礼品だから公社で何でできねえだというようなことで、

公社とも随分協議をしましたけれども、それをやる体制がなかなか取れないというような

ことで、これは公社としてはできないけれども、ふるさと納税の返礼品については、これ

は我が町の大きな事業でありますから、これは公社が変わるところでしっかりした体制で

参入していくというか、そんなふうにするしかないなということで、公社でも今、これか

ら改善計画の中でまたそういう体制が整えば、また改めてそういうふうな作業というか、

ふるさと納税の返礼品の参入についてはお受けするような形にしたいと思いますけど、当

面、令和４年度についてはなかなかそこまでの体制が整わないということであります。で

きるだけ早く公社の経営、健全な経営ができるような体制にいち早くやっぱりしないとい

けないということで、町のほうからも公社のほうにはいろいろ指導しておりますし、相談

もしております。もう少し時間を頂きたいなというふうに思ってます。 

○議長  ほかに。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長  これで質疑を終わります。 

  これで報告第４号、株式会社西会津町振興公社に係る経営状況を説明する書類の報告を

終わります。 

  以上で本日の日程は全部終了しました。 

  本日はこれで散会します。（１１時４０分） 
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○議長  おはようございます。 

  令和４年第４回西会津町議会定例会を再開します。（１０時００分） 

  これから本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付したとおりであります。 

  日程第１、一般質問を行います。 

  通告により、順番に発言を許します。質問者は順次質問席に着き、発言を求めてくださ

い。 

  ２番、上野恵美子君。 

○上野恵美子  皆さん、おはようございます。２番、上野恵美子でございます。 

  私は、今期定例会に２件の一般質問を通告しております。 

  １件目は集落対策についてであります。集落は居住の場であることはもとより、生産活

動や交流の場として生活全般を支え、さらに地域の伝統文化を維持しつつ、農地の管理や

森林の保全を通して自然環境を守るなど、大きな広域的な役割を果たしています。 

  しかしながら、人口減少や高齢化の進行に伴い、生活扶助機能の低下、空き家の増加、

森林の荒廃、耕作放棄地の増加など、様々な問題が生じています。 

  今後、さらなる高齢化の進行により、これらの問題が一層深刻化するおそれがあります。 

  そこで、集落の課題を解決し、暮らしの維持や活性化に取り組み、将来にわたって暮ら

し続けることができる地域づくりが求められています。 

  そこでお伺いいたします。 

  １、集落機能を維持するための現在の取組は。 

  ２、将来にわたって住み続けられる集落づくりのための今後の取組は。 

  ３、集落の暮らしと健康を守るために、コミュニティナース、地域の中で日常的に人々

とつながり暮らしと健康に寄り添う看護師のことですが、この導入への考えをお聞きいた

します。 

  ２件目は、医療介護連携推進基本構想についてであります。 

  現行の第８期介護保険事業計画において、老朽化が進む町内介護施設の設備に関する方

向性を検討することが示されました。それに伴い、施設整備のみならず、町全体の医療や

在宅介護、介護予防、住まい、生活支援などの確保を本格的に実施に移すための全体像を

イメージする基本構想の策定に着手するとされています。 

  そこでお伺いいたします。 

  １、医療介護連携推進基本構想はどのような手法で進められていくのか。 

  ２、現在の町内介護施設の課題をどのように捉えているのか。 

  ３、その課題を踏まえ、医療介護連携推進基本構想に対する町のビジョンをお聞きいた

します。 

  以上でございます。 

○議長  町長、薄友喜君。 

○町長  ２番、上野議員の集落対策についての御質問のうち、コミュニティナースについ

てお答えをいたします。 

  コミュニティナースは、地域住民との関わりの中で、看護師としての知識と技術を生か
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し、健康づくりや地域のコミュニティーづくりなどに貢献していく医療人材と言われてい

ます。 

  しかしながら、収入を得る仕事としては不安定な部分もあり、一般的な認知度は低く、

まだ業務としては確立していないという認識であります。 

  一方、本町における地域での健康づくりや介護予防では、「百歳への挑戦」を合い言葉に

町民の健康を守ることを町の重点施策に掲げ、様々な施策を展開してまいりました。その

中で、保健師や管理栄養士が重要な役割を担っており、保健師は周辺町村と比較しても非

常に多い９名を配置し、また管理栄養士を町職員として採用するなど、住民の健康づくり

の支援に重点的に取り組んでおります。 

  令和元年度からは、長野県、諏訪中央病院名誉院長の鎌田實先生の御指導の下進めてい

る健康づくり推進事業の中で、「みんなでワイワイ語ろう会」と称し、保健師や管理栄養士

などの専門職が地域に入り、住民の皆さんと一緒に地域の課題やこれからやりたいことな

どを話し合うことによって住民の気づきを促し、主体的な健康づくりをサポートするとい

った取組を進めております。 

  そのほか、本町の特徴的な事業としては、サロンや老人クラブなどで栄養や口腔に関し

保健師などが講話を行う元気応援教室、運動習慣の機会を提供する週いち貯筋体操や高齢

者水泳教室、働き盛りの皆さんの健康づくりを支援する事業所連絡会の開催など、保健師

や管理栄養士が地域の身近な場所に出向き、健康づくり支援に取り組んでおります。 

  現時点においてコミュニティナースということでの人材の配置は予定しておりませんが、

今後も保健師等の専門職が地域に積極的に関わり、地域やそこに暮らす住民の皆さんに寄

り添った、きめ細かな健康づくりを進めていきますので、御理解願います。 

  その他の御質問につきましては、担当課長より答弁いたさせます。 

○議長  企画情報課長、玉木周司君。 

○企画情報課長  ２番、上野恵美子議員の集落対策の御質問のうち、集落機能維持と将来

にわたる集落づくりにつきまして、お答えいたします。 

  町では、人口減少、少子高齢化の進展により、一部の集落において、農道や水路の維持

管理、冠婚葬祭や祭礼、伝統行事の伝承など集落機能の維持が困難になってきた現状から、

平成 23 年度より集落支援員を配置し、集落機能維持等の支援に取り組んできたところで

あります。さらに、平成 29 年度からは集落支援担当の地域おこし協力隊員を配置し、集落

支援の取組を強化してまいりました。 

  今年度は、集落支援員１名、地域おこし協力隊２名の体制で、奥川・新郷地区を中心に

高齢化率が 80％を超えている弥平四郎、弥生、荒木集落など７集落の巡回・見守り活動の

ほか、昨年度から支援を拡大した野沢、尾野本、群岡地区で支援を希望する睦合、下谷、

屋敷集落では、サロン活動に参加する形で情報収集を図り、集落活動の支援に取り組んで

おります。 

  また、小屋のカタクリ鑑賞会をはじめ、極入の大聖歓喜天祭礼、出戸の岩屋まつり、杉

山の越後裏街道ウォークといった地域資源を活用した集落活性化の取組を支援していると

ころであります。 

  さらに、年々困難になっている集落の共同作業、いわゆる人足をイベント化し、奥川中
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町の集落支援拠点施設を活動拠点の場として大学生を呼び込む取組も進めております。こ

のほか、福祉座談会や高齢者サロンにおいて、福祉介護課や町社会福祉協議会と連携して

高齢者支援にも当たっているところであります。 

  今後の取組につきましては、引き続き集落支援員等が中心になり、これまでの各集落で

の取組に加え、今後、高齢化率の推移などから集落機能の低下が予想される新たな集落を

訪問し、現状と課題、困り事の把握や、話合いを進めてまいります。また、集落の皆さん

が主体的に、暮らしの様々な場面で相互に関わりを持ち、助け合いながら、将来にわたっ

て住み続けられる集落づくりができるよう、関係者と連携し、集落の機能維持と活性化の

両面から支援強化を図ってまいりますので、御理解をお願いしたいと思います。 

○議長  福祉介護課長、渡部栄二君。 

○福祉介護課長  ２番、上野恵美子議員の医療介護連携推進基本構想についての御質問に

お答えいたします。 

  本年度から策定作業を進めております医療介護連携推進基本構想については、第８期介

護保険事業計画において老朽化が進む町内介護施設の整備に関する方向性の検討や、本町

における高齢者の現状と課題を踏まえた上で、それを支える医療や介護、生活支援サービ

スなどソフト・ハード両面から、将来にわたる包括的なサービス基盤の全体像として策定

するものであります。 

  初めに、１点目の医療介護連携推進基本構想策定の進め方でありますが、現在、委託業

者を決定し作業を進めているところであり、基本構想のまとめまでの過程や手順、方法の

検討、スケジュールの組立てを行っており、今後、検討組織を立ち上げ、現状や課題の分

析、意見の集約などを行い策定してまいります。 

  次に、２点目の町内介護施設の課題についてどう捉えているのかとのおただしですが、

町内の介護老人保健施設及び介護福祉施設（特別養護老人ホーム）については、設置当時

において先駆的な整備が図られ、それにより施設サービスが必要になった際には、地域で

安心してサービス利用ができる基盤が整えられました。また、これにより平成 12 年度にス

タートした介護保険制度への対応もスムーズな移行がなされ、町内施設サービス利用者に

対して大きな役割を果たしてきております。 

  しかしながら設置から 30 年以上が経過し、高齢化の進展による利用者数の変化や多様

化するニーズへの対応、また、近年整備された施設との機能格差、老朽化による維持管理

経費がかさむなど様々な課題があるものと捉えております。 

  次に、３点目の医療介護連携推進基本構想に対する町のビジョンについてでありますが、

少子高齢化の進展が著しい本町において、介護が必要になっても、認知症になっても、で

きるだけ住みなれた地域で安心して暮らし続けられるよう、医療や介護、生活支援サービ

スの充実、さらにそれに関わる人々が密接に連携する地域社会の実現を目指しており、基

本構想により町の将来に向けた地域包括ケアの全体像をお示ししてまいりたいと考えてお

りますので御理解願います。 

○議長  ２番、上野恵美子君。 

○上野恵美子  それでは、再質問させていただきます。集落対策についてからお聞きして

いきます。 
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  集落対策の現在の取組、そして今後の取組の考え、御答弁いただきました。様々な取組

がなされているということで、理解しました。私もおおむね同様の認識でありますが、さ

らに詳しくお聞きしていきたいと思います。 

  まず、集落対策で重要なことは、集落の状況を把握して課題を明確にすること、そして、

地域住民の方々の考えや主体性をいかに引き出して施策につなげるかということ、そして、

集落の維持困難になる前の段階からの予防的な対策だと考えています。 

  そこで自分たちが住む地域を守り維持していく主役は住民の方々だと思います。自分た

ちの地域で暮らし続けるためには何が課題であるのか、そして、次の世代が住み続けるた

めには何が必要なのかといったようなことを、住民の方々が話し合って将来のビジョンを

共有するということが非常に重要だと思いますが、お考えをお聞きいたします。確認です。 

○議長  企画情報課長。 

○企画情報課長  再質問にお答えいたします。 

  議員の今ほどのお話のとおり、集落支援に当たっての一番大切な部分ということでござ

いますが、同じくやはり集落の状況を十分に把握し、そしてそこに住んでいらっしゃる地

域の皆さんにとって、住みやすい集落づくりを支援していくというのが大切だということ

でございまして、私ども集落支援員、それから地域おこし協力隊も、それをまず第一に考

えまして、集落の実態調査だったりアンケートによりまして、そういった意向を酌み取り

ながら、集落支援に当たっているところでございます。 

  その中で、一番ちょっと肝に考えている部分が、集落支援につきましては、バックアッ

プに徹しているというようなことを念頭に置いて進めているところでございます。あくま

でも地域に住んでいる集落の皆さんが主役で、自分たちが住みやすい集落づくりを展開し

ていく、それを支援するというような立場で行っているところでございます。 

○議長  ２番、上野恵美子君。 

○上野恵美子  現在、住民の方々は住む人が減って、この先集落を維持するのが難しくな

るのではないかと危惧しつつも、じゃあどうしていったらいいんだろうかというような明

確な答えが見つからないという状況もあると思います。そこで、それを指南する人という

か、牽引する人がすごく重要な役割を果たしていて、集落支援員の配置増員して取り組ん

でいるということでしたけども、現在、地域選出のというか地元の方の集落支援員の方１

名いらっしゃると思うんですが、その方の地域は様々な取組をなされていて、対策が進ん

でいると認識しています。それは地域の実情に詳しくて、地域でのつながりのある地元の

方が、そういう集落支援員の１人として活動されているということが大きな要因ではない

かと思います。 

  今はその１人ということですけれども、ほかの地域においても配置する必要性というの

はどのように考えているのかお聞きいたします。 

○議長  企画情報課長。 

○企画情報課長  再質問にお答えいたします。 

  これもかねてから集落支援員につきましては、具体的に言いますと奥川地区だけではな

くて、隣の新郷地区などにも過去に配置しているようなことがございました。集落支援に

当たっているわけでございますが、現在は、先ほど１回目の答弁で申し上げましたように、



 29

集落支援員としては１名、それから地域おこし協力隊として２名配置して、それぞれの集

落の支援に当たっているところでございます。今後、さらに必要になってくる事態は想定

できておりますので、こういった形で地域おこし協力隊２名に増員したというような経過

がございますので、御理解をいただきたいと思います。 

○議長  ２番、上野恵美子君。 

○上野恵美子  地元の方の集落支援員の方の必要性は、多分捉えられていると思うんです

けれども、現状お一人だけということですが、増やすに当たって何か課題があるのか、そ

の辺をお聞きします。 

○議長  企画情報課長。 

○企画情報課長  先ほど申し上げましたように、過去には地域の人というか、地元の人で

集落支援員にお願いしたという事例が２件ほどあったわけでございますが、なかなかその

地域に、地域といっても地区は広うございますので、いろんな集落との関わり等もござい

まして、なかなかそのほかの地域、または地区全体を継続的に見ていくというのは、難し

いんだろなというふうに私は考えているところでございます。 

  ただ、地域の人材プラスその新しい外からの人材をプラスしております今の体制という

のは、集落支援にとっても理想的な環境ではないかなというふうに考えているところでご

ざいますので、御理解いただきたいと思います。 

○議長  ２番、上野恵美子君。 

○上野恵美子  ぜひやっぱり地元の人はいろんな実情やつながりを持っているので、でき

るだけそういう方にも集落支援員として活躍していただけるように、現に奥川地区ではと

ても進んでいるということですので、お願いしたいと思います。 

  現在、集落支援の対象となる集落の基準とか条件というのはあるのか、ちょっとお聞き

したいんですが、今ほどは 80％以上の集落で対策をしているということでしたけれども、

その基準、条件などお聞きいたします。 

○議長  企画情報課長。 

○企画情報課長  お答えいたします。 

  先ほどの答弁でも申し上げましたが、基本的には高齢化率 80％というような一応の目安

はしてございます。ただ、これもお答えしましたとおり、まずはその集落でのアンケート

であったり聞き取りというものも行いまして、その集落が求めていることがあれば支援に

回るというようなことですので、80％イコール全部が全部というようなことではなくて、

その集落の状況によって対応しているという現状でございますので、御理解をいただきた

いと思います。 

○議長  ２番、上野恵美子君。 

○上野恵美子  ただ、町全体を見回したときに、高齢化率の差はありますけれども、どの

地域においても人口減少、また高齢化、それに伴う様々な問題が深刻化している、そうい

う状況だと思います。それで、総務省通知では、集落の維持困難となる前の段階から、課

題の把握や解決を図っていくべきであることから、高齢者比率が一定以上である等の集落

に限ることなく、幅広い集落において各自治体が積極的に取り組むことが望ましいという

ふうに示されております。 
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  ここに示されているように、本町においても高齢化率に関わらずに町全体での取組が必

要な、予防的に、段階ではないかと思いますが、考えをお聞きします。 

○議長  企画情報課長。 

○企画情報課長  お答えいたします。 

  議員おただしのとおりでございまして、確かに本町におきましては、昨年の数字になり

ますが、もういわゆる国で言いますところの 50％を超えている限界集落というような集落

が 90 自治区、半数以上になっているような状況でございます。そういうこともございまし

て、先ほど来申し上げているとおり、福祉介護課等と連携いたしまして、まずはそのサロ

ン活動といいますところから切り口に集落に入って、状況を確認しているというふうなこ

とも取り組んでおります。 

  これは別に高齢化率高いところじゃなくても、そういったサロン活動をやっているよう

なところには、集落支援員もお邪魔してやっているところもございますし、福祉座談会と

いうような社会福祉協議会で行っている福祉座談会という機会もありますと、そちらも一

緒になって同行させていただいて、集落の状況の把握に努めているということで、町内全

域で実態把握には努めておりますので、御理解をいただきたいと思います。 

○議長  ２番、上野恵美子君。 

○上野恵美子  では、予防的にも町全体を視野に入れて取り組んでいるということで、理

解いたしました。 

  集落対策には指南する人材が必要だということ、そして予防的な対策も含めて町全体で

の対応が、対策が必要だということで、確認させていただきました。 

  次に、集落対策における集落の捉え方ですけれども、これも総務省通知によると地域の

実情に応じ施策を実施・検討する場合に、最もふさわしい基本的な地域単位を柔軟に設定

してよいとされていますが、それでここで示されているように最も基本的な地域単位とい

うのはどのように考えているのかお聞きします。 

○議長  企画情報課長。 

○企画情報課長  お答えいたします。 

  町のほうで集落支援活動を行っておりますのは、基本的には自治区単位になりますが、

一部の集落、地区におきましては、近隣の３つ程度の集落で、いつも例えばサロン活動と

か老人クラブ活動ですとか、そういったことをやっている集落もございますので、そうい

った場合にはその３つの集落が集まる集会所に行っての聞き取り等も行っております。臨

機応変にやっておりますので、御理解いただきたいと思います。 

○議長  ２番、上野恵美子君。 

○上野恵美子  なぜ基本的な地域単位を設定するかというと、この集落対策というのは、

地域の人たちが知恵を出し合って、主体性の中で進めていくということが必要だと思いま

す。そのためには合意形成を図りやすいエリアだったり、コミュニティーとしてのまとま

りのあるエリアだったりの単位で取り組むことによって、より住民の方々の考えや主体性

が表出しやすくなるのではないかと思います。そして、その単位では共通の産業が発展し

ていたりとか生活基盤や歴史文化を共有していたり、幅広い世帯の連帯感というのがある

ために効果的に進めることができると思います。 
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  それには、やっぱり現状をしっかり把握して設定する必要があると思うんですけれども、

その辺の認識で設定したのか、ちょっと確認です。 

○議長  企画情報課長。 

○企画情報課長  今ほど議員申されたとおりだと思いまして、そういった形で推進してい

るところでございます。 

○議長  ２番、上野恵美子君。 

○上野恵美子  先ほど答弁にもありました、集落機能を維持するだけではなくて、将来的

に持続する地域づくりのためには、地域の活性化が必要であるということで、例えば地域

資源を生かした収益事業などによる雇用の創出であったり、所得向上による地域経済の活

性化、これが将来にわたって住み続けられる集落対策の目指す一つの方向性というか、一

つの目標だと思いますが、その辺はどのようにお考えかお聞きします。 

○議長  企画情報課長。 

○企画情報課長  再質問にお答えいたします。 

  そういった部分も大切な観点かなというふうに感じているところでございますが、ただ

一つ、先ほど冒頭のほうで申し上げましたとおり、支援といいますかバックアップのほう

に回るという部分、側面もございます。つまり集落だったり地域の人たちがそういうこと

を望むのであれば、やっぱり支援していくというふうに考えておりますが、基本的にはそ

の意向によって進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。 

○議長  ２番、上野恵美子君。 

○上野恵美子  その町の支援というところからちょっとお聞きしたいんですけれども、国

も力を入れている集落対策ですが、国の支援、財政措置についてお聞きします。 

  市町村が実施する集落対策に要する経費、特別交付税で措置が講じられていると思いま

すが、現在はどのような経費に対してその特別交付税で措置されているのか、お聞きいた

します。 

○議長  企画情報課長。 

○企画情報課長  交付税の算定に当たりましては、集落対策に係る経費、人件費だったり

そういったもろもろの経費を全て算定数字に入れまして、交付税の申請に当たっていると

いうことでございます。 

○議長  ２番、上野恵美子君。 

○上野恵美子  集落支援員の配置に要する経費だったり、集落支援員の役割として実施す

る集落の点検に要する経費だったり、集落における話合いの実施に要する経費だったりと

いうところも、特別交付税で措置されているということですので、これから集落対策拡充

していくと思いますが、十分に有効に活用していただきたいと思います。 

  次に、集落の暮らしと健康を守るコミュニティナースについてお聞きしていきたいと思

います。 

  現在、高齢者世帯また高齢者独り暮らしの人たちも増えていますけれども、生活サービ

スの維持や健康で生活することへの支援も、集落維持のために重要だと考えています。今、

答弁にありました町で、様々な取組がされているということで理解しましたが、例えば国

の支援制度だったり、あと必要な様々なサービスがまだまだ十分に住民の方々に周知され
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ていなかったり、必要なサービスに結びついていないという現状があると思います。町が

示している包摂で、誰一人取り残さないということを具体的に進めていくに当たっても、

やはりさらなる細やかな現状の把握、対応が必要だと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長  健康増進課長、矢部喜代栄君。 

○健康増進課長  お答えいたします。 

  地域で高齢者が生活するに当たって、必要な生活支援サービス、それから介護予防、そ

ういった必要なサービスにつきましては、福祉関係ですと包括支援センターであったり、

社会福祉協議会であったり、また、町の保健師が常に集落に入りまして、住民の皆さんか

ら、必要なそういった町の支援については聞き取りしているということで、できる限りそ

ういった把握に努めているということでございますので、御理解いただきたいと思います。 

○議長  ２番、上野恵美子君。 

○上野恵美子  保健師さんが戸別に訪問しているということでしたけれども、ただ、まだ

十分ではなくて、私もいろいろ町の方にお話を聞くと、そういうサービスだったり制度を

知らないという方が実際かなりいらっしゃったりします。やはり、戸別訪問というのは、

保健師さんの業務の一つではありますけれども、保健師さんはそれにも増して様々な業務

があって、そしてこの高齢化のスピードに、なかなか今の保健師さんの人員では対応でき

ないという、そういう現状もあるのではないかと思います。 

  民生委員の方も一生懸命やっていただいていますけれども、その負担がすごく重いとい

うことも理解しています。そこでこのコミュニティナースの導入を提案するものでありま

す。 

  これは、先ほど答弁の中で説明していただきましたとおりですが、島根県から始まって

少しずつ始まっている、広がっている中で、自治体によっては地域おこし協力隊の中にコ

ミュニティナースという人を配置している自治体もあります。これを調査して、導入に向

けて積極的に進めていっていただきたいということをお願いしたいんですが、現状の課題

も踏まえてもう一度お願いします。 

○議長  健康増進課長。 

○健康増進課長  お答えいたします。 

  議員御質問のコミュニティナースでございますが、地域に入って、病院のそういった看

護師とは区別されて、地域で病気になる前の高齢者の方、それから地域全体、高齢者だけ

でなくて地域全体を見守る、そういった役割の医療人材ということで認識しております。 

  京都府ですとか奈良県のある自治体で、地域おこし協力隊としてコミュニティナースを

導入しているという例は確認しておりますが、その活動内容を見ますと、まさに私どもの

町で保健師が活動している、地域に入っての健康講座であったり、それから個別の健康相

談であったり、そういった活動をされているということであります。町長の答弁にもあり

ましたが、本町においては保健師の数について、周辺市町村よりも非常に多い数の保健師

を配置しております。 

  そういったことで、この他の市町村の実情は知り得ませんが、私どもの町としては、そ

ういったきめ細かなサービスを保健師が相当部分担っているということで、現在のところ

コミュニティナースということでは配置する予定もございませんので、御理解いただきた
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いと思います。 

○議長  ２番、上野恵美子君。 

○上野恵美子  そうおっしゃいますけれども、現実的に、やっぱり個人個人、個々を訪問

してみますと、本当に高齢の方独りで暮らしていらっしゃる方もたくさんいらっしゃる中

で、いろんなサービス、まだ周知されていない、そして必要なサービスにつながっていな

いというのが、本当に現状、私は直面しているところです。そういう現状も十分に今後把

握していただいて、検討していただきたいと思います。 

  次の質問に移ります。 

  医療介護連携推進基本構想について、この進め方については理解できました。これから

進めていくことなので、ここでは基本的な考え方っていうのを確認していきたいと思いま

す。この基本構想においては、地域包括ケアシステム、住みなれた地域でその人らしく生

きることを支えるということに基づいたビジョンを明確にして進めていく必要があると思

います。そこで、介護施設の整備に当たって、現在の介護施設の課題を御答弁いただきま

した。 

  私は、地域包括ケアシステムの理念に照らし合わせて考えてみると、現在の介護施設の

課題が明らかになってきます。 

  １つは定員の多い大規模な施設では、個々への対応が十分にはできない。これは地域包

括ケアシステムの理念の中の、その人らしくというところが十分に果たせない。２つ目は、

郊外であることから、生活してきた地域や、人とのつながりが希薄になってしまうという

ことでは、今の介護施設は住みなれた場所と親しんだ人たちから離れて、管理された生活

を送っていると感じている人も少なくないと思っています。それが１つ課題に挙げられる

と思いますが、いかがでしょうか。 

○議長  福祉介護課長。 

○福祉介護課長  それでは、医療介護連携推進基本構想についての御質問にお答えいたし

たいと思います。 

  まず、施設の課題として捉えた部分については、答弁で申し上げましたとおりでござい

ます。さらに議員がおっしゃる個々への対応、施設サービスを提供する際に、どうしても

集団での対応が必要になって、きめ細かな個々へのその人らしい対応がなかなか難しくな

ってきているという部分については、やはり施設の限られた職員の中で日々介護サービス

を提供しなくてはいけないといったところで、集団におけるサービス提供がどうしても多

くなってしまうというところはあろうかと感じております。 

  ただ施設の中でも、最近になってから個別ケアといった考え方も非常に対応を求められ

る時代になってきておりますので、そういった部分も併せまして、今回の基本構想の策定

の中で町内介護事業所の職員の皆さんと一緒に考えながら、構想をつくり上げてまいりた

いというふうに考えてございます。 

  また、２点目の施設が、町内の施設については、連携をより密にするために、老人保健

施設や医療機関、また特別養護老人ホームといった施設が、町の中心部から離れて設置さ

れているところでございます。そういったところから、今まで住みなれた地域から若干町

内の施設でございますので、若干距離をおいて生活することになっておりますけれども、
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その点については、どうしても施設を造る土地の問題ですとか、そういったことがござい

まして、今の現状になっているわけなんですけれども、ただ、介護サービス、生活支援を

一体的にサービス提供できる環境としては、今、非常に連携が取りやすいサービス提供体

制になってございますので、今後、基本構想の策定に際しまして、老朽化した施設整備を

どのようにしていくのかといったところで、議員がおっしゃる、やはり生活の場面で地域

の中のそばにいるというような感覚もやっぱり必要な部分かと思われますので、そういっ

たところも検討しながら、今後、取りまとめをしていきたいと考えておりますので、御理

解をいただきたいと思います。 

○議長  ２番、上野恵美子君。 

○上野恵美子  課長言われるとおりに、本来の地域包括ケアシステムの理念に沿って、構

想を進めていく必要があると思っています。そのためには、一つには郊外の大規模施設を

住みなれた地域に分散させて、小さな規模の施設にして、できるだけ個人個人に対応でき

るように、ソフト面においてもハード面においても整備することが必要なのかなと思いま

す。 

  介護施設においては、特別養護老人ホームは一番利用料が安くて介護度の高い方にも対

応できるという、利用者ニーズが最も高い施設であることから、特養本体、これは定員 30

名以上の特養ですけれども、を野沢の町なかに据えて、そしてサテライト型特養、これは

定員 29 名以下の小さな規模の特養で、本体から交通手段を使って 20 分以内の場所であれ

ば人員配置の基準や設備基準が緩和されているというものですけれども、このように分散

させて、例えばこのサテライト特養が旧小学校区単位、尾野本、群岡、新郷に設置して、

奥川地区は高陽の里がありますので、それをもっと幅広く利用していただけるように見直

していくということも一つ提案として申し上げますが、いかがでしょうか。 

○議長  福祉介護課長。 

○福祉介護課長  それでは、御質問にお答えいたします。 

  議員おっしゃる特別養護老人ホームのサテライト型の設置に関する考え方でございます

が、議員がおただしのように、定員が 29 人以下の特別養護老人ホームにつきましてはサテ

ライト型や、地域密着型の特定の特別養護老人ホームとして設置することが可能となって

おります。 

  この基本構想の中では、老朽化した施設整備に向けまして、どうしても今現在利用され

ている利用者の方がいらっしゃる中で、建て替えですとか新築ですとか、あとさらにサテ

ライトでどこの場所がよりこれからの高齢者を支える意味で適当なのかといった、全てに

わたって検討してまいりたいと。いろんな選択肢を幅広く考えながら、よりよい町の高齢

者を支える全体像を考えてまいりたいというふうに考えておりますので、御理解をいただ

きたいと思います。 

○議長  ２番、上野恵美子君。 

○上野恵美子  もう一つなんですけれども、本来の介護保険の趣旨は介護の社会化で、家

族だけで介護を担うのではなくて、社会で、地域で見ていきましょうと、そういうもので、

先ほどの集落支援にもつながりますけれども、私が先ほど提案したサテライト型のような

ものですと、それぞれの地域の人たちが自分たちの地域にある施設はこのようにしたいと
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いうようなことを、住民の方々と一緒に話し合いながらつくり上げていく、それが本来の

介護保険の下での介護サービスの在り方だと思いますが、考えをお聞きいたします。 

○議長  福祉介護課長。 

○福祉介護課長  それでは、御質問にお答えいたします。 

  介護保険制度が始まりましてから、20 年を超えているわけなんですけれども、その際に

は議員がおっしゃるように介護の社会における役割を非常に重く置いた制度として今現在

運用されているところでございます。 

  そういった中で、施設に関する、整備に関する考え方でございますけれども、議員がお

っしゃるように、実際、今現在は若い方ですとか中高年の方については、介護を実際身近

に感じていらっしゃらないかとは思いますけれども、行く行くは何らかの介護が必要な時

間が到来してまいります。そういった意味からいたしましても、今現在の利用者の方の考

え方であったり、また、将来にわたってそれを必要とする方の考え方であったり、そうい

った考えも今後の基本構想の策定、また施設の運営などには必要な考え方かと思われます

ので、こういった部分も十分に検討資料の中に含んで進めてまいりたいというふうに考え

てございます。 

○議長  ２番、上野恵美子君。 

○上野恵美子  今に共通しますけれども、現在どの介護施設においても共通していること

ですが、介護職員の確保がなかなか難しいという状況があります。そのような中で、地域

の方々の協力というのはとてもすごい大きな力になっています。そこで、地域の中で施設

生活であったり、在宅生活を支える、生きることを支え合うというようなそういう体制を

地域の方々とともに話し合いながらつくっていくということも必要だと考えますが、いか

がでしょうか。 

○議長  福祉介護課長。 

○福祉介護課長  それでは、御質問にお答えいたします。 

  やはり、これから本町におきましては高齢化の進展、これは人口減少に伴いまして高齢

化が進展するということは間違いないことでございます。人口が減少することで、高齢者

を支える担い手もさらに少なくなってまいります。在宅介護、施設介護を含めまして、そ

ういった支える人的なサポートしていただくような人材につきましては、今現在業界でも

介護人材が不足していて、海外の人材などを投入するといった考え方もございますけれど

も、できる限り地域の中で支える人材を確保しながら、様々な角度でそういった在宅施設

を含めたそれを支える人材、またさらにこれから高齢化が進むに当たりまして、元気な高

齢者の方も多くいらっしゃいます。そういった元気な高齢者の方も何かサポートしていた

だけるような、そういった場面なんかも非常にこれから多く出てくるのかなというふうに

感じておりますので、そういった人材なども活用しながら、社会全体で支えていく仕組み

づくりに向けて検討してまいりたいと考えておりますので、御理解いただきたいと思いま

す。 

○議長  ２番、上野恵美子君。 

○上野恵美子  そして、介護施設を分散させて、小さな規模の施設にすることによって、

その整備においては遊休施設であったり空き家の利活用を図ることによって、経費の削減
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にもつながると思います。そして、整備した介護施設はいずれ高齢者の減少によってその

役割を終えるときが来る可能性も考慮して、また次の時代に合った利活用、役割が果たせ

るような、そのようなことも視野に入れた整備計画を構想の中には、そういう視点も必要

だと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長  福祉介護課長。 

○福祉介護課長  それでは、お答えいたします。 

  高齢者を支える場面というのは、様々なステージがあるのかなと思います。お一人で暮

らしていらっしゃっても、やはり不安を抱えていらっしゃる、体は元気であっても不安を

抱えていらっしゃる方ですとか、ただちょっとした支援があることで、生活を維持できた

りだとか、高齢者の様態に応じて様々な場面が想定されるわけですけれども、町内の中で

そういった施設サービス、在宅サービス、またそのほか生活支援の部分で支えられるよう

なサービスづくりに向けて、そういった循環型の介護ですとかそういった生活支援のサー

ビスが循環して回っていけるようなサービス、体制づくり、これが地域包括ケアシステム

の目的なのかなというふうに考えておりますので、そういった今現在のサービスの体系の

見直しですとか、あとはさらにこれから将来に向けて目指すべき町のその介護の、地域包

括ケアの目指すべき全体像などをこれから念頭に置いて、作業を進めてまいりたいと考え

ておりますので、御理解をいただきたいと思います。 

○議長  ２番、上野恵美子君。 

○上野恵美子  地域包括ケアシステムが推進されている中で、まちづくりに医療や福祉を

癒合させていくという視点も重要だと考えています。今、中心エリア構想、具現化が進め

られていく中で、この町は高齢化率が非常に高い町であるということを十分に考慮して、

まちづくりに医療、福祉を融合させていくという構想も盛り込んでいただきたい。中心エ

リア構想と医療介護連携推進基本構想、それの連携の下で進めていただきたいと思います

が、いかがでしょうか。 

○議長  福祉介護課長。 

○福祉介護課長  それでは、お答えいたします。 

  議員おっしゃるように、医療と介護の連携は非常に高齢者を支える意味で大切な連携で

ございます。そういった意味合いからも、町で取り組んでおります様々な事業計画ござい

ますけれども、そういった事業計画との整合性を図りながら、今後、検討してまいりたい

と考えておりますので、御理解いただきたいと思います。 

○議長  ２番、上野恵美子君。 

○上野恵美子  最後にお聞きしますが、この構想の委託業者が決定されているということ

でしたけれども、どういう方になっているのかお聞きします。 

○議長  福祉介護課長。 

○福祉介護課長  それでは、お答えいたします。 

  委託先がどこなのかという御質問でございますけれども、町で現在新しい健康づくり事

業を、これまで町と一緒になって取り組んでいただいております事業所を、現在委託先と

して選定いたしまして、作業を進めているところでございます。 

○議長  ２番、上野恵美子君。 
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○上野恵美子  分かりました。この基本構想、これから町民の方々と共につくり上げてい

っていただくことを望み、私の一般質問を終わります。 

○議長  ３番、小林雅弘君。 

○小林雅弘  おはようございます。３番、小林雅弘でございます。通告に従って一般質問

をいたします。 

  まず初めに、新型コロナウイルス感染症対策についてお尋ねいたします。 

  １つ、６月１日時点で西会津の保健施設で職員３人、園児５人のクラスターが発生した

との報道がありました。その後、さらに広がっています。先日の全員協議会でも説明をい

ただきましたが、再度本会議においてクラスターが発生した経過と町の対策について、説

明を求めます。 

  ２つ、新型コロナウイルスワクチン４回目の接種の町の計画について説明を求めます。 

  ３つ、４回目のワクチン接種に際し、医療関係者、介護関係者及びこども園を含む教育

関係者の接種をすべきと考えますが、町はどのように考えておりますか。 

  ４つ、新型コロナウイルス感染症は、町の経済活動と町民の生活に大きな影響を及ぼし、

いまだにコロナ前には戻っていないことから、町民当たり５千円の商品券の配布をしては

どうか。これは、議会からの要望にも取り上げる予定の事柄でございます。 

  ２つ、次に、住民税非課税高齢者世帯の猛暑対策についてお伺いいたします。 

  町は 2021 年９月議会で議会からの住民税非課税高齢者世帯へのエアコン購入への助成

を求める要望に対して、福祉政策として助成制度の創設などを今後検討する、そう答弁し

ています。今年はラニーニャ現象で夏にかけて気温が高くなるとの予想もあるため、急ぎ

住民税非課税高齢者世帯へのエアコン購入への助成制度をつくる必要があると思いますが、

いかがでしょうか。 

  次に、町の活性化についてお伺いいたします。 

  町内の宿泊施設が減少している中、町の活性化において交流人口の拡大と町民福祉のた

め宿泊施設の維持確保は、この町にとって極めて重要な課題となっています。さらに、こ

の町の魅力を発信する上でも、よりっせ、運動公園施設などはさらに充実すべきと考えま

す。この立場から、今回は宿泊施設と運動公園施設についてお伺いいたします。 

  宿泊施設の経営改善について。 

  １つ、令和４年の宿泊部分は赤字を想定していますが、その主な理由は何ですか。 

  ２つ、宿泊部分の経営改善において、どのような方針で振興公社を指導・援助していく

のでしょうか。また、今後の見通しをお示しください。 

  ３つ、例えば 20 畳の和室は寝室とリビングに分け特別室にする。洋室トリプルは稼働率

を上げるためにツインにする。必要なときは簡易ベッドを用意すればすぐにトリプルにで

きます。また、ツリーハウスのところをグランピング仕様に変える。さらにオートキャン

プ場を区画の拡張や電源設備の導入で今風にアレンジするとともに、キャンピングカー仕

様に一部変更するなど、すぐにでも改善できることがあると思いますが、町の見解は。 

  次に、運動公園施設さゆり公園についてでございます。 

  １つ、全体的に老朽化していますが、リニューアルなどの計画はございますか。 

  ２つ、テニスコートについては、スケートボードパーク、人工芝のフットサルコートな
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どで新たな客層の開拓を図り、体育館にはスポーツクライミング施設の設置なども交流人

口増に効果的と考えますが、その考えはありませんか。 

  最後に、よりっせや運動公園施設を含む全ての洋式トイレに本庁舎のトイレには設置さ

れている便座消毒設備を設けてはどうでしょうか。本町の衛生意識の高さをアピールでき

るとともに、さらにコロナ対策としても効果的と考えます。 

  以上、質問とさせていただきます。 

  読み間違えがありましたので、訂正をさせていただきます。 

  まず、新型コロナウイルス感染症対策について、１番目の西会津の保育施設、これを保

健施設と読み間違えたということでございます。訂正をさせていただきます。 

  さらに４番、新型コロナウイルス感染症は、町の経済活動と町民の生活に大きな影響を

及ぼし、いまだコロナ前には戻っていないことから、５千円の商品券と読んだということ

でございますが、町民１人当たり５千円の商品券でございます。訂正させていただきます。 

○議長  町長、薄友喜君。 

○町長  ３番、小林議員の新型コロナウイルス感染症対策についての御質問にお答えをい

たします。 

  初めに、こゆりこども園におけるクラスターの発生経過と町の対応についてであります

が、５月 25 日に園児１名の感染を確認したことから、直ちに、複数クラスで行った合同保

育などの直近の保育内容と登園している全園児の体調を確認いたしました。その結果、当

該園児が在籍するクラス園児 19 名と保育士２名を濃厚接触者に特定し、安全な保育環境

の早期回復を図るために、当該クラスを国が示す濃厚接触者の自宅等待機期間の７日間で

ある、５月 30 日まで閉鎖する対策を講じました。 

  また、翌 26 日にも、前日に濃厚接触者となりました自宅待機となった園児１名の感染を

新たに確認したことから、当該園児の登園記録等を調査し、クラスの閉鎖期間を６月１日

まで延長いたしました。 

  さらに、27 日から 28 日にかけて、閉鎖中のクラスに在籍する園児３名と保育士３名の

新たな感染を確認したことから、保育士の直近の勤務状況を確認し、長時間、保育に携わ

っていた３クラスの園児 88 名と保育士５名を濃厚接触者に特定するとともに、新たに３

クラスを６月５日までの期間、閉鎖する対策を講じました。 

  これにより、感染が確認された園児が同じクラスであり、同一経路での複数感染が疑わ

れたことから、福島県の確認を受けクラスターと認定されところであります。 

  なお、在籍する園児や保育士の体調、直近の保育内容等から安全が確認できる２クラス

については、通常の運営を継続し、保育を必要とする家庭や社会への影響軽減にも努めて

まいりました。 

  次に、町の対策についてでありますが、町内において初めてのクラスターとして認定さ

れたことを受け、町新型コロナウイルス感染症対策本部会議をこの間２回開催し、その対

策を協議するとともに、町内において感染を拡大させないため、ケーブルテレビでの町長

メッセージや専門職による予防対策の放映により、これまでも取り組んでいただいている

基本的な感染防止対策の徹底と継続を町民の皆さんにお願いし、注意喚起を行ったところ

であります。また、こども園内での新たな感染の発生防止と、感染者または濃厚接触者に
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特定されたお子さんがいる家庭内での感染の拡大防止に重点を置き、取り組んでいるとこ

ろであります。 

  具体的には、自らが感染防止対策を十分に行うことができない園児を守ることを第一に

考え、園内へのウイルスの侵入による新たな感染発生やその拡散を防ぐため、当面の間、

登園時の園児の引き受けの際、検温と併せて口頭により同居家族を含めた体調確認を行い、

37.5 度以上の熱やせき、のどの痛みなど、体調不良がある場合には利用をお断りすること

といたしました。また、園児や保育士のクラス間の行き来を最小限にし、集団と経路をよ

り限定することにより、感染のリスクを低減させるとともに、現在の感染状況を鑑みて、

２歳以上の園児に対するマスク着用についても、感染防止の効果が期待できることから、

園児一人一人の成長に合わせた無理のない範囲での着用について、保護者に協力を求めた

ところであります。 

  次に、感染者または濃厚接触者に特定されたお子さんがいる家庭内での感染拡大を防止

するため、これまでは、感染者やその同居家族については、福島県が一括して対応してま

いりましたが、園児に関連する家庭内での感染拡大が多く確認されたことから、園児の家

庭からの要請に基づき、生活の実態に即した感染防止対策について、地域等の実情に精通

した町保健師も対応に当たっているところであります。 

  なお、６月４日以降、園児及び保育士の感染は確認されておらず、５月末から本日６月

13 日現在までのこども園における感染確認者数は、園児が９名、保育士が４名、計 13 名

となっており、閉鎖していたクラス以外からの感染は確認されておりません。 

  町といたしましては、今後も安全な環境の下、保育を必要とする家庭に保育の提供が継

続できるように、保護者の皆さんと連携を図りながら取り組んでまいりますので、御理解

願います。 

  次に、コロナウイルスワクチンの４回目接種についてお答えいたします。 

  まず、４回目接種の町の計画でありますが、町では国が示した方針を踏まえ、３回目の

ワクチン接種を終了し、５か月を経過した方のうち 60 歳以上の方と 18 歳以上で基礎疾患

を有する方、その他重症化リスクが高いと医師が判断する方を対象に、４回目の接種を計

画しています。開始時期につきましては、３回目の集団接種を開始した時期から５か月後

に当たる７月中旬以降に開始し、９月上旬をめどに一旦終了する計画であります。 

  なお、３回目接種が遅い方につきましては、９月以降に数回の集団接種と西会津診療所

での個別接種で対応してまいります。 

  次に、４回目接種に際し医療関係者、介護関係者及びこども園を含む教育関係者にも接

種をすべきとの御質問でありますが、現在のところ、国において今ほど申し上げました対

象者に限定しておりますので、これに該当しない方につきましては、接種を受けることは

できません。ただし、国では４回目接種の対象者については、様々な情報を収集しながら、

引き続き検討をするとしており、範囲が拡大される可能性もあることから、町といたしま

しては、今後の動向を注視しながら、適切に対応してまいりますので、御理解願います。 

  次に、商品券の配布についてお答えをいたします。 

  町では新型コロナウイルスの感染拡大に落ち込んだ個人消費の喚起と町内の経済活性化

を目的として、令和２年６月と 11 月、令和３年５月の計３回にわたり、全町民に１人５千
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円の商品券を配布したところであり、商品券の総額としては約 9,200 万円の財源を投入し

たところであります。さらに新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、令和２年度と３

年度の敬老会の開催を中止しましたことから、75 歳以上の高齢者へ１人３千円の商品券の

配布を２回行っており、町民や町内の事業者の皆様から高い評価をいただいたところであ

ります。 

  御質問のさらなる商品券配布につきましては、先日、町商工会から町内経済への支援の

一つとして商品券配布についての要望をいただいたところであります。町といたしまして

は、新型コロナウイルス関連の各種支援策と併せて、総合的に検討した上で判断してまい

る考えであります。 

  その他の御質問につきましては、担当課長より答弁いたさせます。 

○議長  福祉介護課長。 

○福祉介護課長  ３番、小林雅弘議員の高齢者世帯の猛暑対策についての御質問にお答え

いたします。 

  おただしの猛暑対策としての住民税非課税高齢者世帯のエアコン購入への助成制度につ

きましては、エアコンによる屋内の温度調節も熱中症の予防のため効果的な対策の一つで

あることから、その助成制度について検討をいたしましたが、管内市町村での実施状況や

町内熱中症の現状、高齢者宅の利用実態やニーズなど、制度として実施に移すにはまだ課

題があることから、今年度助成制度として導入いたしませんでした。 

  なお、町の熱中症予防対策といたしましては、県内に熱中症警戒アラートが発表された

際、防災行政無線により町民の皆さんへ警戒を呼びかけるとともに、広報紙やケーブルテ

レビなどにより、気温や湿度が高い日の屋内外での熱中症予防について周知を行い、注意

喚起を実施しているところでございます。 

  町といたしましては、今後も防災行政無線や広報紙、ケーブルテレビ等で熱中症予防の

呼びかけを適宜行い注意喚起に努めるとともに、引き続き公的補助の創設につきまして、

町高齢者の生活環境の実態把握や管内市町村の動きを見極めながら検討してまいりますの

で、御理解願います。 

○議長  商工観光課長、岩渕東吾君。 

○商工観光課長  ３番、小林雅弘議員の町の活性化についての御質問にお答えします。 

  初めに、１点目の温泉健康保養センターロータスインについてですが、新型コロナウイ

ルス感染症の急速な拡大により、全国的な移動の制限や外出の自粛等が行われた影響から、

ロータスインの宿泊利用者数は、令和２年度から令和３年度にかけて著しく減少いたしま

した。 

  この影響は現在も続いており、国のＧＯＴＯキャンペーンの復活などに一定の期待感は

持ちつつも、大きな回復の見通しは難しいことから、令和４年度の宿泊収入の見込みをコ

ロナ前よりもやや低めに予測したことが、宿泊部門の営業損失を想定した大きな要因とな

っております。 

  町といたしましても、宿泊部門の厳しい経営状況は認識しつつも、指定管理者である西

会津町振興公社に対し、さらなる経費の節減や新たなサービスの開発を求めるとともに、

収益の伸びが見込める道の駅等の営業拡大により、公社全体の経営改善に努めるよう指導



 41

する考えであります。 

  その方法といたしましては、町と振興公社との毎月一度の定例会議を設け、公社の経営

状況の分析や改善策等に対し助言を行ってまいります。また、経営改善をさらに推し進め

るため、専門家の意見を取り入れるなどの方法につきましても、検討を進めているところ

であります。 

  御質問の宿泊施設やオートキャンプ場施設の改修につきましては、町といたしましても、

集客力の向上につながるものと認識しておりますが、施設の改修に係る財源の確保や費用

対効果、施設の運用なども含め、指定管理者とも協議しながら総合的に判断してまいる考

えであります。 

  次に、２点目のさゆり公園についてですが、公園内に整備しております施設並びに設備

につきましては、さゆり公園長寿命化計画に基づき、各施設等の健全度を判定し、年次計

画により修繕や更新を進めているところであります。 

  御質問の施設全体のリニューアルや新たな設備の導入につきましては、現在のところ具

体的な計画を策定しておりませんが、スケートボードなどの新たなスポーツ種目に対して、

町民の利用ニーズがあるか、また、交流人口の増加につながるかなどを総合的に判断する

とともに、専門家等の意見も参考にしながら、今後、検討していく考えであります。 

  次に、３点目の施設の洋式トイレへの便座消毒設備の設置についてですが、現在、ロー

タスインのフロント洋式トイレには、市販の便座除菌クリーナーを設置済みでありまして、

今後、さゆり公園を含めた施設全体にも設置を進めてまいります。町といたしましては、

温泉宿泊施設やオートキャンプ場、並びにさゆり公園施設につきまして、年次計画により

施設の維持補修を進めるとともに、町民の健康増進と交流人口の拡大を図るため、最大限

の活用を図ってまいる考えであります。 

  なお、議員の御質問の際、３点目の便座消毒設備について、よりっせを含めてという御

質問ありましたけれども、御質問の通告では宿泊施設と運動公園施設についてとございま

したので、よりっせについては把握しておりませんけれども、併せて改めて調査をしてま

いります。 

○議長  ３番、小林雅弘君。 

○小林雅弘  まず、新型コロナウイルス感染症対策から再質問をさせていただきます。 

  かなりこの町もやはりコロナの感染者、クラスターが発生したということで憂慮してお

りますが、これは何と申しましょうか、なかなか 100％感染対策をしても防ぐことは難し

いと私も考えているところでございます。そこで、やはり対策が今までもやられていると

思いますが、大切であるというふうに思います。 

  そこで、１つ以前から申し上げておりましたが、残念ながら採用されなかった、そうい

うクラスターが出たり、あるいは子供たちの関係施設、あるいは介護施設等、医療施設で

すね、そこに定期的な検査を実施してはいかがでしょうかという質問なんですが、いかが

でしょうか。 

○議長  福祉介護課長。 

○福祉介護課長  それでは、議員の定期的な検査についての御質問にお答えをいたします。 

  今回の対応の中で、園内で感染が拡大した際に、保育士、職員全員の抗原定性検査を一
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度実施いたしました。これにつきましては、施設内で感染が拡大しているという状況を鑑

みまして実施したものでございます。国のほうから示されております抗原検査用キット、

抗原検査の考え方のガイドラインがあるわけなんですが、その中では無症状に対して使用

する際には、なかなかその効果が見いだせていないというような現状がございます。今回、

検査を実施いたしましたのは、あくまでも施設内での感染拡大が心配されるといった状況

を鑑みまして実施したということでございますので、１回の検査にとどまってございます。 

  その後、感染がさらに園内で広がっていた際には、様々な抗原定性検査、またＰＣＲ検

査などといった検査がありますけれども、その検査、有効的な検査の方法について、施設

内で検討して実施していきたいというふうな考えはございますけれども、今のところ、定

期的な施設内での検査を実施するというふうな考えはございませんので、御理解をいただ

きたいと思います。 

○議長  ３番、小林雅弘君。 

○小林雅弘  ここに新型コロナウイルス感染症病原体検査の指針というものがございます。

厚生労働省健康局結核感染症課が出した文書でございます。そこに４というところに無症

状者の検査というのがございます。読ませていただきます。 

  抗原定性検査を無症状者に対する確定診断のために使用することは推奨されないが、感

染拡大地域において、重症化リスクの高い者が多い医療機関や高齢者施設等で拡散検出検

査、これはＰＣＲ検査でございます、等による実施が困難な場合に幅広く抗原定性検査を

実施することは感染拡大の防止の観点から有効であると考えられる。 

  こうした無症状者に対する抗原定性検査については、以下の条件の下で実施する必要が

あると書かれていて、３点挙げられているわけです。つまり私が言いたいのは、抗原定性

検査についての認識が、最初の厚生労働省の認識とはやや、やはり感染拡大の中で変わっ

てきているというところを申し上げたいわけでございます。 

  そして、令和４年３月 23 日の事務連絡、これは厚生労働省新型コロナウイルス感染症対

策推進本部、ここから事務連絡が出されておりまして、タイトルは新型コロナウイルス感

染症の検査体制の強化についてでございます。その（２）というところで、検査方法に関

する基本的な考え方がございます。 

  読ませていただきます。 

  入院・入所者の重症化リスクが高い医療機関や高齢者施設、障害者支援施設等の従業者

に対する頻回検査、これは定期的な検査でございます。例としては週に二、三回というの

が挙げられておりました。検査や、これらの施設の新規入院、新規入所者等に対する検査

については、基本的にＰＣＲ検査や抗原定量検査を使用することが考えられるが、ＰＣＲ

検査や抗原定性検査をより頻回に、例えば週二、三回以上実施することも有効であるとい

うふうになっております。そして一方、これらの施設以外であって集団感染のリスクが高

い者が多数いる保育所や小学校等における頻回検査は、基本的に抗原定性検査キットを使

用することが考えられる。こういう事務連絡がございます。 

  ということで、もう少し検査について、しかも抗原定性検査について、やはり幅を持た

せている、これが現実の指導だと思います。この町としても積極的にこれを、検査を進め

ていく、やはりこの間のようなクラスターが発生したということもございますので、積極
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的に検査を進めていくという姿勢があってもよろしいんではないでしょうか、いかがでし

ょうか。 

○議長  健康増進課長。 

○健康増進課長  お答えいたします。 

  議員御質問の抗原定性検査でございますが、ＰＣＲ検査と並びまして、この感染者を把

握するといいますか、確認するには有効な検査の手段ということで認識しております。 

  施設または医療関係者への定期的な検査の実施ということでありますが、今、県のほう

で補正予算のほうに検査キットの無料配布ということで予算計上もされるようでございま

す。今後、そうした動きに注視しながら、今までも必要な際は行っておりますが、今後の

検査体制については、検討してまいりたいということですので、御理解いただきたいと思

います。 

○議長  ３番、小林雅弘君。 

○小林雅弘  ぜひ柔軟に、しかも検査体制の強化を図るということで進めていただきたい

というふうに思います。 

  それから２点目ですが、新型コロナウイルスワクチン４回目接種で町の計画はというと

ころで、国から対象者っていうのが、もう既に上げられております。そして、その部分で

すね、予算が下りるのは、そう認識しておりますが、それでよろしいでしょうか。 

○議長  健康増進課長。 

○健康増進課長  お答えいたします。 

  ４回目のワクチン接種につきましては、先ほど町長が答弁申し上げましたとおり、対象

者が 60 歳以上の方、それから 60 歳未満で 18 歳以上の基礎疾患のある方等に限定されて

おります。議員おっしゃったとおり、その接種に係る費用について、国から措置されると

いうことになっております。 

○議長  ３番、小林雅弘君。 

○小林雅弘  やはり、今までどおり私といたしましては、医療関係者、介護関係者及びこ

ども園を含む教育関係者に接種すべきであると、優先接種をすべきであるというふうには

考えておりますが、国の方針ということで、今は制限があるということも承知しています。

ただ、やはり今後、このコロナウイルス感染症がどのように今後収束するのか、さらにま

た拡大していくのか、これが非常に不透明な状況にございます。その中で、やはり町とし

ましてもこの非常にクラスターが発生しやすいようなそういうところに対して働いている

職員に対して、やはり積極的な４回目の接種、これを念頭に置いて仕事をこれからも進め

ていただきたいと思うわけでございます。 

  例えば、県庁所在地の都市ですね、例えば福島県だと福島市、その中で 13 の市が、もう

４回目を全ての対象者に送る、案内ですね、それは送っているという報道もございます。

これは、ただ優先接種ということだけではなくて、今後どうなるか分からないのでとにか

くまず早く接種するために準備をしていく、そういうことだと思います。 

  ですから、町としましてもその優先接種という言葉が適当かどうかは分かりませんけれ

ども、医療関係者、介護関係者及びこども園を含む教育関係者にも接種すべきであるとい

うふうなことを、事あるごとに県に対して働きかけていっていただきたいと思いますが、
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その考えはございますでしょうか。 

○議長  健康増進課長。 

○健康増進課長  お答えいたします。 

  医療関係者、介護関係者、それから教育関係者への接種ということでございますが、今

回の 60 歳以上の方、それから 60 歳未満でも基礎疾患を有する方への接種というのは、国

におきまして、外国でのそういったデータも踏まえながら、その安全性、有効性、そうい

ったことを専門家が検証して判断したものでございます。 

  この予防接種に関しましては、町としては国から指示があるわけですが、指示された内

容で町民の皆さんに円滑に適切に接種いただくというのが基本に全てまいりますので、今、

議員から要望とありましたが、町は予防接種についてはそういった方針ですので、御理解

いただきたいと思います。 

○議長  ３番、小林雅弘君。 

○小林雅弘  町の考え方は分かりました。 

  ただ、例えば今年の当初予算の中で、有害鳥獣の解体施設など、国の考えあるいは県の

考えに対して率先してそれを変えるために、考え方を変えるための資料を提供するという

ような考え方があったと思います。私はそれに対して非常に評価をしているところでござ

います。 

  やはり、今後どんな状況になるか分からないんで、軽々には申し上げられませんが、今

後のことも考えながら、そういう積極的な県や国に対する働きかけ、これも考えていただ

きたいと思います。その件についていかがでしょうか。 

○議長  健康増進課長。 

○健康増進課長  この４回目の接種につきましては、医療関係者、介護の関係者、４回目

もこういた関係者の皆さん、打つべきだろうといったような意見・要望もあるようでござ

います。 

  国といたしましても、引き続きその対象者については情報を収集しながら検討していく

といったことにしておるようですので、その動向を注視しながら、町としては適切に対応

してまいりたいと思います。 

○議長  ３番、小林雅弘君。 

○小林雅弘  よく理解をいたしました。ぜひ注視していただきたいというふうに思います。 

  ４番目の町民１人当たりの５千円の商品券の配布なんですが、先ほど答弁もあったよう

に、商工会や、あるいは今後議会からの要望、これで出されると聞いておりますので、そ

ちらの経過を見たいと思いますので、このぐらいにしておきます。 

  次に、高齢者世帯の猛暑対策についてなんですが、答弁が非常に残念だというふうに思

います。ただ、１つお伺いしたいことは、管内市町村での実施状況や、町内熱中症の現状、

高齢者宅の利用実態やニーズなど、制度として実施に移すにはまだ課題があるという答弁

がございましたので、その辺については詳しくお示しいただきたいと思います。 

○議長  福祉介護課長。 

○福祉介護課長  それでは課題についての御質問にお答えをいたしたいと思います。 

  まず、管内の実施状況でございますが、会津管内と示しておりまして、その中で実施し
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ているのが喜多方市、さらに柳津町さんでは住宅の改修を行う際にエアコンの改修費もそ

の補助の該当になるといったところでは、高齢者の皆さんもこの制度を利用できるのかな

というふうに捉えております。それが管内の現状でございます。 

  また、熱中症の現状でございますが、過去３年間で熱中症で救急搬送された方の状況を、

本町で喜多方地方広域市町村圏組合にお願いたしまして、入手しております。 

  令和３年度においては、10 件の救急搬送がございました。令和２年では７件、令和元年

では５件ということで、毎年熱中症によって救急搬送をされている方がいらっしゃるとい

う現状でございます。 

  そのうち、屋内・屋外で区別されております件数といたしまして、令和３年度は 10 件の

うち５件が屋内でございます。ただ、この屋内といいますのは、屋外で体調が優れなかっ

た方が屋内において通報された際にも屋内の件数に含まれる可能性があるということで、

捉えておいていただければというふうに考えてございます。 

  また、高齢者宅の利用実態やニーズにつきましては、一部高齢者宅での生活実態などを

聞き取りした結果でございますが、やはり高齢者、どうしても身体機能的に気温の変化を

やはり敏感に感じ取ることが、機能が低下してしまっているといったことで、暑い気温、

気温が高くなっても、そのままエアコンが室内にあったとしてもエアコンをつけなかった

りしたり、扇風機をつけなかったり、そういった対策が遅れてしまうというような高齢者

の方の実態もございますし、またどうしてもエアコンをつけることで電気料金がかさむと

いったことから、節電に努めていらっしゃる御家庭なんかもあるということで、聞き及ん

でございます。 

  こういったことを踏まえまして、町では実際にその制度として御自宅のエアコン設備と

いったところに助成を、高齢者の低所得者とはいえ整備することが町の公平性を考えたと

きに、それが非常に効率的にそういう制度が役立っていくのかといったところが、まだま

だ実行できていないところもございますので、答弁でも申し上げましたとおり、今後の検

討を進めていくということでございますので、さらにこの制度創設に向けては様々な情報

を持ちながら、検討を進めてまいりたいと考えてございますので、御理解をいただきたい

と思います。 

○議長  ３番、小林雅弘君。 

○小林雅弘  やはり熱中症で救急搬送される方がこれだけいらっしゃるなと、今の全国の

流れからいきますと、よくテレビなんかで注意喚起をしているところは屋内でも油断をし

ないでください、そういうように注意喚起している、そういう実態がございます。 

  ちなみにこの 50 年間で大体気温が 1.3 度上がっているそうです、温暖化、そういう報

道がございます。さらに、この 1.3 度だけではなくて、夏日ですね、夏日の数がもう倍以

上に多くなっている。ということで、やはり夏は間違いなく暑くなっている。その中で、

屋内で十分な水分、あるいは冷やす行為、これも必要だということなんですが、年々熱中

症で搬送されて亡くなる方が増えていると。その中で、この町の考え方、今、お伺いいた

しましたけれども、今回はやらないということで引き続き公的補助の創設については、町

高齢者の生活環境の実態把握や管内市町村の動きを見極めながら検討してまいりますとい

う答弁でしたので、今後、状況っていうのはいつ変わるか分かりませんので、ぜひ御検討
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を続けていただきたいというふうに思います。 

  それではちょっと時間もなくなったんですが、３番目の町の活性化について、今回はロ

ータスインの宿泊設備、これについてお伺いをいたしたいと思います。 

  ちょっと疑問なんですが、この宿泊設備、大体調べますとシティホテルじゃなくてビジ

ネスホテルは大体部屋の稼働率が７割程度だそうです。そして、ちょっと待ってください

ね、具体的な数字がございます。ビジネスホテルは 75.3％、これは観光庁の宿泊旅行統計

調査です。稼働率ですね。リゾートホテルは 58.3％が大体平均だということです。ここの

ロータスインの稼働率って大体どのぐらいなんでしょう。 

○議長  商工観光課長。 

○商工観光課長  客室稼働率と……。 

○議長  ３番、小林雅弘君。 

○小林雅弘  客室とコテージ、その他合わせたやつですね。 

○議長  商工観光課長。 

○商工観光課長  お答えをさせていただきます。 

  客室稼働率と、私、確認いたしましたのは、稼働率については客室稼働率と定員稼働率

がございますので、客室稼働率ということでございますと、まず、ロータスインにつきま

しては、令和３年度の年間の平均が 37％ほどでございました。答弁で申し上げましたとお

り、大変入り込み客数が落ち込んだということでございました。 

  ただ、令和元年度につきましては、ちょっと４月時点ですが、60％を超えた月もござい

ました。今次、その令和４年の４月の状況を見ますと 46％ほどになっておりまして、前年

度の平均よりはやや伸びつつあります。こんなことでロータスインにつきましては、コロ

ナ前よりも少し、一旦落ち込みましたが、やや回復傾向にあるということでございます。 

  続いて、コテージについてでございますが、少々お待ちください。 

  コテージにつきましては、客室稼働率につきましては、令和３年度が平均で２％ほどで

ございました。合宿やそういった部分での入り込み客数が大幅に減少した。また、町の利

用休止の指示を出したことによって、休止をしたことも大きく原因をしております。参考

までに令和元年度の数字を申し上げますと、令和元年度は 20％ほどの客室稼働率があった

というふうに伺っております。 

  以上でございます。 

○議長  ３番、小林雅弘君。 

○小林雅弘  やはりコテージ、稼働率が低いなというふうには感じております。それで、

ロータスインの採算ラインって、客室稼働率から考えると何％ぐらいが採算ラインなんで

しょうか。 

○議長  商工観光課長。 

○商工観光課長  お答えいたします。 

  客室稼働率の採算ラインという御質問でございますけれども、一般的に客室稼働率の損

益分岐点というのは 60％から 70％というふうに言われています。振興公社とも情報交換

いたしましたが、大体年間平均で６割を超えればもうけるというところまでいきませんけ

れども、損をしない程度に運営はしていけるだろうというふうな見通しは伺っております。 
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○議長  ３番、小林雅弘君。 

○小林雅弘  正直言いまして、私もこの間設備、客室から全て見させていただきました。

なかなか厳しいなと。稼働率を上げるためにどうしたらいいんだというところを、しばら

く考えておりましたが、そして、非常に幼稚ではございますが、私の立場ですぐできるこ

とといって提案させていただいたのがこれでございます。この提案の内容でございます。 

  客室稼働率が 60％にもかかわらずそこまでいっていない、今年の４年度の、令和４年度

の見込みとしてはどうでしょう、ちょっと難しい面もございますけれども、大体こういう

計画だといっているところをお示しいただければと思います。 

○議長  商工観光課長。 

○商工観光課長  お答えをさせていただきます。 

  令和４年度の客室稼働率の見込みということでございますけれども、振興公社と情報交

換いたしましたところでは、令和元年度並みのところまでは持っていきたいなというとこ

ろでございます。見込みといたしましては、令和３年度、前年度よりは少し稼働率は上が

るだろうというふうに見込んでおりまして、目標といたしましては、令和元年度のコロナ

前までの稼働率ぐらいには持っていきたいなというふうに公社のほうからは考えを伺って

おります。 

○議長  ３番、小林雅弘君。 

○小林雅弘  ありがとうございます。私、見ておりまして、やはり採算を取るには客室数

が圧倒的に足りないんではないか。その客室数もどう稼働率が上がるような客室、これが

必要なのではないか、そういうように思って幾つかの提案をさせていただきましたが、そ

して、客室の稼働率を上げるためっていうのは、もちろん内部の皆さんの努力、アイデア

ですね、どういう部屋を提供するのか、どういうサービスを提供するのか、それもやっぱ

り必要だというふうに思います。 

  一つは今でもできることといえば、やはり、この間こういうニュース、民法新聞なんで

すが、６月６日の民放で、車中泊を旅と人の中継点にということで、ＲＶパークが美郷に

できるそうです。ただ、道の駅ではこれはちょっとできないんですよね。道の駅はあくま

で休憩施設、そういうところでロータスインの可能性があるんではないか。集客できる可

能性があるんではないか。最近の旅という概念が少し変わっております。コロナも関係し

まして、大人数で移動するんではなく、家族や少人数での旅行、そして遠くに行って神社

仏閣を見るというのも一つございますけれども、森の中で滞在する、そしてリフレッシュ

を図る、また、その中で仕事もしていくような、そういう旅行の形ができております。 

  そこで、やはりそれに対応できるようなロータスインの野外設備ですね。その辺も時代

に応じて、要求に応じてやはり変化させていかないと、なかなか集客を図ることはできな

いというふうに思いますが、いかがでしょうか。 

○議長  商工観光課長。 

○商工観光課長  お答えをいたします。 

  ロータスイン周辺でのＲＶパークの設備についての御質問かと思いますけれども、町で

も前からＲＶパークのその設置については、いろいろ検討しておるところでございます。

実はその調べていく中で、ＲＶパークっていうのは、商標登録されてて、ＲＶパーク協会
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っていうところで認定を受けなくちゃならないみたいなんですね。一定の企画が、条件が

ございまして、何とかそのロータスイン周辺だと、その企画、条件に合うような設備も工

夫すれば何とかなるんじゃないかなというところで、現在、検討しておるところでござい

ますけれども、いずれにしろ、一定程度設備費、お金をかけないとできない部分もござい

ますので、今後も検討を進めながら、その財源の確保も含めて検討させていただきたいと

いうふうに考えてございます。 

  以上でございます。 

○議長  時間です。３番、小林雅弘君。 

○小林雅弘  終わってしまいますが、やはり最後に一言だけ言わせていただきます。 

  やはり、時代に合わせて変えていく、今の資源をどのように生かしていくか、こういう

変化、これがこの町のこのロータスインをはじめとする施設には必要なんだろうというふ

うに思います。時間もなくなってしまいましたので、これからの御提案、また質問は今後

にさせていただきます。 

  以上で一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長  暫時休議とします。（１２時０２分） 

○議長  再開します。（１３時００分） 

  １番、荒海正人君。 

○荒海正人  皆さん、こんにちは。１番、荒海正人です。本日一般質問します内容は、人

口減少社会における経済対策についてお尋ねしてまいります。 

  前回の一般質問でも申し上げましたが、本町における最大の課題は、人口減少です。ま

たその影響は、地域経済を考えるに当たっても大きな打撃を与えていると感じています。 

  逆に考えると、地域経済を盛り立てていくことで、今後の人口減少に歯止めをかける糸

口をつくれるとも感じています。町民の生活の糧を確保し、持続可能な地域経済を確立し

ていくことが結果として持続可能な地域社会の実現につながると考えます。 

  本日は、これらの視点に基づきまして一般質問をさせていただきます。 

  まず初めに、生産年齢人口の確保についてお尋ねします。 

  １点目、県では人材マッチングサイトを作成するなど、複業人材のマッチングに力を入

れているところであります。町でも人材不足が各所で課題となっている中で、人材のマッ

チングを促す取組が必要と考えますが、町の考えをお尋ねします。 

  ２点目、昨今働き方が多様に変化している中で、それらの働き方に見合う枠組みが必要

になっていると考えています。以前一般質問でも提案しました特定地域づくり事業協同組

合の取組が近隣市町村でも実施されているところです。そこで改めて本町においても、同

様な組織、枠組みを検討すべきものと考えますが、町の考えをお尋ねします。 

  ３点目、地域おこし協力隊の副業、就労時間外に行う仕事のことを指しておりますが、

その副業を促すことによって、地域経済の担い手確保につながると考えますが、町の考え

をお尋ねいたします。 

  ４点目、町内企業への就職を促す取組として、これまで既存企業を取材し、移住相談サ

イト等で発信して、情報発信をする取組を町の取組でも行われてきました。さらに情報を

付け加えていくことや多方面での情報発信を図っていくことで雇用の底上げにもつながる
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と考えますが、町の考えをお尋ねします。 

  ５点目、移住定住事業における取組において、特に生産年齢人口を対象にした取組につ

いて、どのような対応がされているのかお尋ねいたします。 

  次に、投資を促す取組についてお尋ねします。 

  １点目、町内事業者が取り組む新規事業や新商品開発が活発に行われることで地域内の

消費や投資が生まれると考えています。このような経済の流れをつくるために、新規事業

や新商品開発等に対する町としての支援は考えられないかお尋ねいたします。 

  ２点目、事業を発展させていくためには人材育成が必要になってきます。町でも人材育

成に関する支援を行っていますが、さらなる支援強化を進めていくことについて町の考え

をお尋ねします。 

  ３点目、地域経済循環の核となる中間支援組織、この中間支援組織というのは、企業と

企業の連携を促す役割であったり、専門的な知見で新規事業や新商品開発に携わる役割を

有する組織のことを指しておりますが、この中間支援組織の育成について町の考えをお尋

ねいたします。 

  ４点目、新しい産業を生むための政策として、起業型地域おこし協力隊を増員すること

について町の考えをお尋ねいたします。 

  次に、長期的戦略策定についてお尋ねします。 

  １点目、経済対策を考えるに、商工業のみならず、農業や福祉など多面的な支援での取

組が必要になります。今後、町全体で対策に取り組んでいくためにも、デジタル戦略のよ

うな各課横断的な枠組みが必要と考えますが、町の考えをお尋ねします。 

  ２点目、長期的な経済対策を構築していく上で、地域経済循環の動向や既存の事業者等

へのヒアリングなど、根拠となり得るデータ取得が重要になってきます。今後の経済対策

を実施する中で町が調査・分析等を主導していくことが必要と考えますが、町の考えをお

尋ねします。 

  以上が本日の一般質問の内容となります。 

○議長  商工観光課長、岩渕東吾君。 

○商工観光課長  １番、荒海正人議員の人口減少社会における経済対策についての御質問

にお答えします。 

  まず、１点目の生産年齢人口の確保についてですが、国が 2018 年に働き方改革を推奨し

て以来、いわゆる複業という働き方が注目されるようになりました。これは、本業のほか

に別の職業を持つ副業とは異なり、どれを本業とは決めずに複数の仕事を掛け持ちする考

え方であります。 

  また、収入を得るためだけでなく、個人のスキルアップ等も目的とし、本業以外に複数

のキャリアを形成するパラレルキャリアという考えも注目されております。本町では、デ

ジタル戦略の推進など専門的な知識やスキルが必要な事業において、こうしたパラレルキ

ャリアを持つ複業人材を登用しております。 

  御質問の人材のマッチングにつきましては、既に県が専門スキルを持った副業人材のマ

ッチング事業を始めており、約 1,200 名の人材が登録されております。 

  町といたしましては、地域での人材のマッチングに関しては、県の事業を活用するとと
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もに、町独自の施策については、専門人材の確保に鋭意取り組んでまいる考えであります。 

  また、複業やパラレルキャリアなど、働き方の多様化に伴い、人材の地方回帰の受け皿

として、地域の仕事を組み合わせて年間を通じた仕事を創出する特定地域づくり事業協同

組合制度が、国の主導で推進されており、全国でも年々認定数が増えていることから、町

といたしましても本制度に注目し、検討を進めているところであります。 

  また、地域おこし協力隊につきましては、一定の条件のもと勤務時間外での副業も認め

ており、任期３年目には勤務日を週１日減らし、退任後の進路につながる副業等に取り組

む機会も設けているところであります。 

  次に、町内企業に関する情報発信や生産年齢人口を対象とした取組についてであります

が、本町では、首都圏からの移住と就業を支援する、にしあいづ移住支援事業補助金など

の取組に加え、本年度から移住定住者を雇用した企業を支援する移住定住者雇用補助金を

創設したところであります。 

  今後、移住関係のホームページのリニューアルを予定しておりますので、企業の情報や

移住者の就業支援等に関する情報も積極的に発信してまいります。 

  次に、２点目の投資を促す取組についてですが、まず、事業者の新規事業や新商品開発

につきましては、既に創業支援事業などで支援を行っているところでありますが、今年度

から空き店舗及び空き家利活用補助金を拡大し、既存事業者の新規事業展開も補助対象と

したところであります。 

  また、人材育成につきましては、企業支援事業補助金により、町内企業の研修や資格取

得などの人材育成を支援しており、さらに、本年度からは創業支援事業において新規創業

者等の伴走支援を強化することとしております。 

  次に、中間支援組織についての考えでありますが、中間支援組織とは、一般的には住民

や企業、行政の間で中立的な立場でコーディネートする組織であり、町といたしましては、

経済活動の核となる組織という認識は持ってございません。 

  また、起業型地域おこし協力隊員の増員についてでありますが、当面は、現在活動中の

隊員のフォローを確実に行うとともに、隊員の起業に対する評価検証を十分に行った上で

検討してまいる考えであります。 

  次に、３点目の今後の戦略策定についての御質問のうち、経済対策に係る調査・分析に

ついてですが、現在、町独自の調査を実施する具体的な考えは持っておりませんが、町商

工会において、事業者の抽出による地域経済動向調査等を実施されております。 

  町としましては、今後、町総合計画の後期基本計画策定に当たり、経済対策の分野でそ

れらの調査結果についても活用を検討するとともに、必要に応じて町独自の調査も検討し

てまいる考えであります。 

○議長  企画情報課長、玉木周司君。 

○企画情報課長  １番、荒海正人議員の今後の戦略策定についての御質問のうち、各課横

断的な枠組みにつきましての御質問にお答えいたします。 

  町では、まちづくりの最も基本となる計画として総合計画を定め、これに基づき、まち

づくりを進めており、今年度この総合計画の後期基本計画の策定作業を進めているところ

であります。策定に当たっては、全課の職員で組織する総合計画策定プロジェクトチーム
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を設置し、全庁を挙げて取り組んでいるところであります。 

  御質問の人口減少社会における経済対策の戦略策定に関しては、このプロジェクトチー

ムの温故創新・地産地笑のまちづくり部会におきまして、商工観光課、農林振興課、企画

情報課が連携し、作業を進めております。 

  また、このほかの子育て支援・教育分野、健康づくり・医療・福祉分野、雪対策・交通

体系・情報通信・防災等分野、行財政運営・協働などの計画推進の各部会においても関係

課の職員を配置し、多角的な視点を取り入れて政策連携を図るため、各課横断の体制で進

めているところであります。 

  さらに、各種団体や公募の町民の皆さん 25 人で組織する総合計画検討会議と、このプロ

ジェクトチームとが協力・連携して、今後策定作業を進めて行くこととしております。 

  人口減少や少子高齢化を背景に行政課題が複雑化、重層化し、また、新型コロナウイル

ス感染拡大やデジタル技術利用の加速など社会情勢の変化を踏まえ、こうした各課横断と

町民参加の体制・枠組みで、多面的により実効性の高い計画を策定してまいる考えであり

ますので御理解を願いいたします。 

○議長  １番、荒海正人君。 

○荒海正人  再質問をします。 

  まず、大きな１番の人材マッチングについて再質問していきます。 

  町でも複業人材の活用をしているということです。人材のマッチングと言っても、幾つ

か種類があるんだろうと考えています。まずは、企業であったら経営者であったり、事業

を立案して運営するようなマネジャークラスであったり、あとは町でも無料職業紹介場で

マッチングを行っていますけども、従業員、人での人材のマッチングがあるかなと思って

います。 

 今回一番最初に、人材のマッチングということで申し上げたのは、特にマネジャークラス、

経営者、後継者になるような人材であったり、事業を立案して運営できるような人材のマ

ッチングが必要だというふうに考えています。 

  まず最初に、商工観光課長にお尋ねしますが、各所、これまで質疑、質問等で町内企業

の方たちを回ってヒアリング等もしているという話も伺っています。この人材マッチング

に関して、こういう後継者人材であったり、マネジャークラスの人材の必要性というのは、

課長自身どのように感じられているでしょうか。 

○議長  商工観光課長。 

○商工観光課長  荒海議員の再質問にお答えいたします。 

  地域内でのこういった人材の必要性ということでございますけれども、町の把握してい

る範囲では、地域内のその事業者等からそうした専門的なスキルを持った人材のマッチン

グを要望したいというふうなお話は現在のところ伺っておりません。 

  ただ、事業の顕在化には努めていく必要があるかなというふうには認識しております。 

○議長  １番、荒海正人君。 

○荒海正人  それぞれの企業ごとに課題というのは違ってくると思います。その中で、や

はりそういったこれからのことも考えるのであれば検討というか、考えていかなければい

けないというふうに感じられているのかなと思っています。 
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  あわせて、少し話はずれるわけですけれども、企画情報課長にもお尋ねしたいんですけ

れども、今町でマッチングという文脈で調査・研究されている部分があります。ちょっと

そちらの事業というか、取組について、どういった目的でそのマッチングを考えているの

か、その点についてもお聞きして、お示しいただきたい。 

○議長  企画情報課長。 

○企画情報課長  荒海議員の再質問にお答えいたします。 

  当課におきまして、議員おっしゃられるマッチングという部分で取り組んでおりますの

は、デジタル戦略推進に係る部分でございます。 

  ＤＸの推進のためにマッチングの仕組みづくりを今年度から始めるということで、地域

おこし協力隊を１名配置していただきました。この目的といいますのは、昨年協働のまち

づくり推進委員会でしたり、またまちづくりデザイン会議だったり、さらには役場若手職

員の研修会だったり、こういった合同の発表会の中で示されました、アイデアとして出ま

した、いろんなマッチングの形があるということで、そういったものをデジタルＤＸの中

でうまくできないかということで、その研究のために今年４月から始めているところでご

ざいます。 

  簡単に申し上げれば、例えば助け合いアプリというようなアイデアが出たわけですけれ

ども、こういった形で何かＤＸ、デジタルＤＸを使ってできないかというのを調査・検討

しているのが当課の事業でございます。 

○議長  １番、荒海正人君。 

○荒海正人  承知しました。やはりＤＸの、デジタル戦略の中でやっておられるというこ

とですけれども、デジタル戦略も各課横断的で、いろんなマッチングの形があるので、そ

れをそもそも研究されていると、どういうものがあるのかから始められているということ

だと思います。 

  そこで、商工観光課長にもう一度お伺いしたいんですけども、町の事業所もやはりこれ

からのことを考えると、そういった人材、先ほどから言っているのは、マネジャークラス

であったり、後継者となり得るような人材ですけども、そういった人材を探す一つの手段

として、今企画情報課のほうでも研究されているそのマッチングの仕組みを使っていけば、

そのマッチング率だったり、出会える確率みたいなものが大きくなっていくんじゃないか

なと思っています。 

  こういった仕組みは、国とか県とか、県でも始めているということで申し上げましたけ

れども、ぜひそういったところも連携していただきたいんですけれども、やはり大きい枠

だと、やっぱりその中に埋もれてしまうであったり、やはり西会津、いろんな見せ方をし

ている中で、西会津らしいその見せ方があると思うんですけども、だからこそ、その町独

自のマッチング、マッチングする仕組みを活用しながら人材のマッチングも進めていただ

けないかなというふうに思うんですが、商工観光課長、いかがお考えでしょうか。 

○議長  商工観光課長。 

○商工観光課長  お答えをいたします。 

  先ほど申し上げましたとおり、その地域内でのマッチングの需要が顕在化していない中

で、町独自のシステムであるとか取組を構築してはどうかという御提案につきましては、
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まずもってその県で、先ほど申し上げましたが、1,200 名以上の専門人材、いわゆる議員

がおっしゃったようなマネジャークラスの専門人材も多数登録されておりますし、近隣市

町村でもそういった人材を地域の事業者、企業に投入して企業活動の活性化にマッチング

を成功させた事例も幾つかございます。 

  したがいまして、せっかくそういった制度がございますので、県の事業をできるだけ町

内から需要があれば活用した上で、それで、それでもその町内のその需要に応えられない

ということであれば、また町独自の考え方も必要なのかなと思いますが、現時点ではそこ

までは考えは持ってございません。 

○議長  １番、荒海正人君。 

○荒海正人  正直、やはり町内の企業の皆さんがどういうふうに考えられているのかも必

要だと思いますが、現実問題として、やはり後継者がいないという話も多々、これまで長

年言われているわけで、かつやはりそういった問題も、ニーズに沿っても大事ですが、町

が導いていくということも重要なのじゃないかなと。だからこそ、３問目でもお示ししま

したとおり、長期的な戦略だったりというのが必要になるのかなというふうに思います。 

  今、県であったり、そういった人材のことも考えながらということでおっしゃっていた

だきましたので、引き続き、その点検討していただけたらなというふうに思います。 

  次に、地域おこし協力隊の副業についてお尋ねしていきます。 

  今、町がマッチング、町で活躍している協力隊は、大方が会計年度任用職員という形で

やられていますけれども、それとは別に業務委託の形でもいらっしゃる方がいます。また、

これまでもそういった形で、特に起業を目指す方で、そういう業務委託でやられていた方

もいらっしゃると思いますが、会計年度任用職員の形と業務委託の形で、民間の仕事もで

きるだったり、民間の仕事ができる、あるいはそこの民間のほかの協力隊の仕事とは別の

仕事により時間を割けるような形が変わってくるのかどうか。 

  要は、会計年度任用職員と業務委託の形で、すみません、質問の仕方を変えますと、業

務委託のほうが民間の事業をやれるとか、民間の別の仕事をやれるような形なのかなとい

うふうに思うわけですが、そのあたりの形態によって違いがあったりするのでしょうか、

そのあたり、前段で確認をお願いします。 

○議長  商工観光課長。 

○商工観光課長  お答えいたします。 

  地域おこし協力隊の副業に関する考え方につきましては、任用の形が違っても、その考

え方は同じでございます。 

  以上です。 

○議長  １番、荒海正人君。 

○荒海正人  だとしたら、そしたら業務委託で地域おこし協力隊を受けている、例えば会

社であるならば、まちづくり以外の、例えば町外のような仕事をするといった場合、その

時間的な拘束であったりというのも、今の会計年度任用職員であったりとかと同じような

形になっているという認識ですか、そのあたりも確認をお願いします。 

○議長  商工観光課長。 

○商工観光課長  お答えをいたします。 
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  先ほどのお答えと一緒で、任用の形態が違っても、雇用の時間の考え方については一緒

です。ただ、会計年度任用職員の中でも、１日８時間、週５日のフルタイムの職員と勤務

時間をある程度、週５日でなくて、勤務時間を絞って任用している職員もございますので、

任用の携帯の違いというよりは、隊員がどのような勤務時間を望むかというところに合わ

せた形で任用しているということでございます。 

○議長  １番、荒海正人君。 

○荒海正人  了解しました。 

  すみません、私のほうでも若干勘違いしていた部分がありまして、ということは協力隊

によって、それぞれの希望するような働き方がある程度時間的にも活動的にも融通が利く

というか、対応されているというような認識ですね、分かりました。 

  やはり、協力隊もこれまでは、どちらかというと、定住の受け皿としての、やはりあり

方というか、部分が大きかった気がしていて、一方で、協力隊を導入する目的として、町

なかにないような発想であったり、ノウハウを獲得するという部分もやはりあったと思う

んですね。そういった課題って、やはり行政課題だけじゃなくて、やはり民間の課題等も

結構大きくリンクしてくるところだと思いますので、その点、主に協力隊の方がどういう

ふうに働きたいか、どういうふうな将来ビジョンを描いていくかによってだと思いますけ

れども、その点も融通を利かしてというか、対応していただいているということでありま

したので、ぜひ引き続きお願いしたいなというふうに思います。 

  そしたら次、質問を変えますが、大きい２番目の投資を促していく取組についてです。 

  事業者が新しく取り組む事業であったり、新商品開発だったり、そういったところに支

援策ができないかということで考えているわけですが、町でも補助金等を考えられている

し、これまでも創業支援の事業等でサポートされてきたかと思います。 

  商工観光課長にもう一度お聞きしたいんですけども、今例えば今の企業が新しい事業を

立ち上げたいと思うに当たって、求めているのは多分アドバイスしてくれる人たちは、会

社を経営されている皆さんですので、多くいらっしゃると思うんですけども、一緒にその

課題に取り組むだったり、新しい事業に取り組むような考えを持っている方だったり、ア

ドバイスというと、また薄くなっちゃいますけど、一緒に伴走してくれるような人材を求

めていると思うんです。 

  なので、金額的な補助金的な支援のやり方だけではなくて、人的な支援であったり、あ

とは今国県の事業をもっても、町がいろいろと後ろ盾で、同じチームに入らなければ補助

金の制度を使えないというようなものもできてきている中で、町が人的支援だったり、あ

とはそのコーディネーター的な役割を果たすような動きというものもできないかなという

ふうに考えるんですが、その点いかがお考えですか。 

○議長  商工観光課長。 

○商工観光課長  お答えをいたします。 

  企業が新規事業を立ち上げたりする場合の伴走する人材に対する人的支援など考えられ

ないかということでありますけれども、一番最初の御質問に戻りますけれども、その人材

のマッチング事業、県でやっております。このほかに、その複業人材のマッチングのほか

に、また県や国で専門人材の新規事業展開、あるいは新規商品の開拓に対しての人材派遣
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事業、たくさんございます。 

  また、商工会のほうでもそういった関連する事業の人材のマッチング事業をマネジメン

トしておりますので、そういった制度を積極的にいただきたいなと。 

  ただ、町がその間に入ってコーディネーター、コーディネートしてはどうかというお話

でございますけれども、町職員ではなかなか難しいところございますので、町で創業支援

アドバイザー、専門家を委託してございます。その方にそういう人材支援の支援制度を活

用する場合は、そういった支援制度の紹介でありますとか、その支援制度の活用の仕方に

ついてもアドバイスをちょうだいし、また事業者へ的確な助言をしていくというような仕

組みを取っておりますので、御理解いただきたいと思います。 

○議長  １番、荒海正人君。 

○荒海正人  そうですね、やっぱりいろんな政策というか、制度もあるんだなというのも

質問して気づかされます。 

  先ほど課長の答弁の中で、町の企業のほうだったり、企業の皆さんのほうからも、今後

の展望としては、やはり継続的に事業をやっていくことに対して、様々考えていかなけれ

ばいけないということで、そういう認識で答弁いただいたように捉えているわけですけれ

ども、いろんな制度であったり対策がされているものの、正直町なかの企業の中でのマッ

チングであったり、そういった課題のある中でのマッチングというのが、何件か出始めて

きているのは認識していますが、よりどんどんマッチングしてもらえないかなと、マッチ

ングしてくるような環境にならないかなというふうに考えているわけですが、そういった

どんどんそういう制度を活用して、次の時代の経営だったり、次の時代の人材を獲得する

というような流れをつくっていくためには、課長自身どのようなことが今後考えられるか

なというふうにお考えですか。 

○議長  商工観光課長。 

○商工観光課長  お答えをさせていただきます。 

  町なかの企業という例を出されましたけれども、例えば町内の小規模事業者の方々で後

継者不足に困っているというような事例について申し上げますと、今年度町では継業や事

業承継に関する事業者の調査を行うこととしております。 

  それについての補助事業の財源措置を今次定例会の補正予算でも計上させていただきま

したが、そういった中で、需要を顕在化して、専門機関と連携しながら、助言、指導、あ

るいはその需要を顕在化させるためのそのセミナーの開催、そういったものを行ってまい

りたいなというふうに考えておりまして、その中で需要の顕在化、そして事業者、経営者

の皆さんの意識を高めていただいた上で、人材のマッチング、そういったものにつなげて

いければなというふうに考えているところでございます。 

○議長  １番、荒海正人君。 

○荒海正人  承知しました。ぜひ本当に先手先手を打っていただいて、やはり企業を経営

していくに当たっても、先が見えなければ新規事業も新商品も生み出すまで、やはり考え

は及ばないと思いますので、ぜひそういう先手先手を見ながら、そのマッチングであった

り、あるいは支援というものも考えていただきたいなというふうに思っています。 

  最後の３番目について再質問します、長期戦略について質問します。 
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  こちらに関して、町長からお考えをお聞きしたいなと思っているわけですが、前回も人

口減少問題について、質問させていただきました。そのときに、一番最後に町長から答弁

いただいた話が、我々世代にとっては、大きなある種の希望を持てるような話だったなと

いうふうに思っています。 

  何と言ったかというと、町の人口ビジョン、令和 22 年度まで目標人口を 3,800 人とす

るという人口ビジョンありますが、その 3,800 人の人口で人口減少を止めるということを

おっしゃっていただきました。またできれば４千人、５千人という数字で人口減少を止め

たいということをおっしゃっていただきました。令和 22 年度は、私たちの世代から言う

と、まだ 50 になっていないんですね、まだ 50 歳にも至っていなくて、まだまだ子育てし

ているし、仕事もしているし、人生 100 年と言われる時代のまだまだ折り返しにも差しか

かっていないという時代であります。 

  そのときに、まだまだ人口が減っていくんだよと言われるのと、もう既に人口減少を克

服したと、もっと頑張れば人口増加に転じるかもしれないと言われるのと、やはりそのと

きの地域に対しての取り組み方が大きく変わってくるんですね、変わってくるんです。 

  何が、ここで町長が言っていただいた目標は、今皆さんが総合計画で取り組んでいる目

標に比べると、結構高いです、かなり高い目標です。 

  だからと言って、総合計画で言っている目標と町長の言っている言葉が違うぞと言いた

いのではなくて、むしろ町長がそういう目標、お考えがあるのであれば、それを町長自ら

がリーダーシップを発揮していただいて、今発揮していないとは言わないですが、もっと

リーダーシップを発揮していただいて取り組んでいただきたいなというふうに考えている

んです。 

  そのリーダーシップの発揮の仕方なんですけど、先ほど答弁の中で、総合計画の中で検

討していくということでありました。ぜひ検討していただきたいと思いますし、データに

ついてもいろんなところで調査して検討するということで言っていただきました。ぜひそ

うしていただきたいわけですが、こと人口減少に対しての経済政策を考えていくに当たっ

ては、やはり町内の経済規模というものを考えていかなきゃいけないと。 

  それに応じた産業の在り方というものを示していかなければいけない。その産業を支え

ていくためには、どれだけの働き手が必要なのかというのも考えていかなきゃいけない。

またその産業を継続的に続けていくためには、どれだけの経済循環をつくっていかなきゃ

いけないというところも組み込んでいただくことが必要になってくるんですね。 

  そういったものを考えるに当たっては、やはり今年１年の後期計画の策定期間だけでは、

全て網羅して戦略に落とし込もうというのでは、やはり時間が足りない。かと言って次の

総合戦略の策定までに準備しておけばいいというのでは、これは遅過ぎるを考えます。 

  ですから、デジタル戦略をつくられたように、町長が自らリーダーシップを発揮してい

ただいて、長期的かつ各課横断的な戦略をつくっていただけないかというふうに思ってい

ます。 

  町長のリーダーシップの発揮の仕方は、こういったところにあると私は考えますが、町

長のリーダーシップの発揮の仕方についてお聞かせください。 

○議長  市長、薄友喜君。 
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○市長  ただいまリーダーシップのアドバイスをいただきました。 

  人口減少問題でありますけれども、これは西会津町にとってだけじゃなくて、ほかの自

治体皆同じだと思いますけども、特に私は西会津町はこの人口減少対策は、最重要で最大

の課題だということで、ずっとこのことについての対策をいろいろ検討してきましたし、

またいろんなことを実施してきました。 

  総合計画でいわゆる 2040 年に 3,800 人という数字を出しましたけれども、これはやっ

ぱり根拠のない数字は上げるわけにいかないので、だから平成 22 年の国調の数字を統計

にして、推計をして出た数字が 3,400 人ちょっとだったかね、そこにいわゆる人口減少対

策で今後見込まれる、見込む数字を加算して 3,800 人というふうにいたしました。 

  それは、私はこれあくまでも目標ですから、目標というのは、それ以上の高いところを

目指すのが目標であって、私は 3,800 人というのは最低の目標であって、私はやっぱりも

っともっと上を目指さないといけない。今いろんな対策をやっていますよね。 

  このいわゆる人口減少対策の三本柱として、ここ毎年実施計画の中で、人材の育成、そ

れから移住定住、そして健康長寿、さらにそればかりではありませんけど、農林業あるい

は商工業の振興とか、いろいろな形の対策をしてまいりましたけれども、いろんな対策を

発揮して、初めてこの 3,800 人を私は超さないといけない、超す努力はやっぱりしないと

いけない、そう思って今います。 

  そんな中で、そのための例えばの話ですけど、人材の育成の問題では、この町に生まれ

育った若い人たちがここにしっかり定住するような環境を整備しないといけない。そのた

めには仕事をつくらないといけない。あるいは子育て支援もしっかりしないといけないと

いうことで、今年から子育て支援の祝い金を増額したり、あるいは特に仕事の関係では、

やはり首都圏からの企業が西会津町に来てくれるようなそういう企業との関係、構築、し

っかりやらないといけないとか。あるいは、まず結婚の問題もあるし、いろんなことをや

らないといけないし。 

  だから、移住定住にしても、都会から西会津町に来てくれるような条件というか、環境

をしっかり整備しないといけない。今西会津町にデジタルＤＸの戦略を今実施をしていま

すよね。これはやっぱりさらに進めないといけませんし、あるいは町外から来ていただく

ためにも、やっぱり子育て支援とか教育とか、こういう複雑にみんな全て関連しているわ

けであります。 

  そういう意味で、この人口減少をこれからいろんな対策を講じながらも、これはやっぱ

り担当する、関係する課だけではできっこないです。今のＤＸの戦略の進め方と同じであ

って、これやっぱり全課が同じ共通認識を持ってこの西会津町の将来のまちづくり、持続

する町にするにはどうしたらいいかという、やっぱり認識を共通にして、そして全課を挙

げて、町を挙げてこの対策をやっぱりやらないといけないと思っています。 

  これも今年から検討入ります後期の計画ありますけれども、どれだけ期間をかければい

いかということではなく、今できること、それからこれからやらないと、すぐやらないと

いけないこと、ここをやっぱりしっかり見極めて、これをみんなでやっぱり取り組んでい

くといいますか、そういう考えのもとでやらないといけないなというふうに思っています。 

  町長の強力なリーダーシップというようなお話がありましたけれども、まさにやはりそ
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こは私自身が求められているところかなというふうに思いますけれども、今申し上げたよ

うにこの町の、西会津町の将来、いわゆる笑顔つながり、夢ふくらむまち～ずーっと西会

津町～が持続可能な町にするために、いろんな対策をしっかり全力で、これが私の使命だ

と思っていますので、ぜひこれは結果が 3,800 人を超える、もっともっと高いところの目

標に向けてこれからのいろんな対策を講じてまいりたいな、そんなふうに思っております。 

  いろいろアドバイスをいただきましたけれども、これもやはり私一人でできることでは

ありませんし、議会の皆さんの理解と協力も当然でありますし、また町民の皆さんの理解、

協力もいただかないとこれはできないわけでありますから、まさに町挙げての対策をしっ

かりこれからやっていきたいなと、そんなふうに思っています。 

○議長  １番、荒海正人君。 

○荒海正人  町を挙げての対策を切に望んでいます。総合計画でも策定する段階で町民の

皆さんからの調査の中で、将来どういう町にすべきかということで、全世代段トツで一位

が若者が働きがいを感じる企業がある町ということであるんです。企業ということであり

ますけれども、やはり町に仕事があると、そういう状況を町民の皆さんは求めているとい

うふうに感じています。 

  それに対して、やはり今できるもの、またそれを先んじて必要なものを取り入れていく

わけですけども、やはり長期的な戦略、できれば５年、10 年として、やはり長期的な戦略

のもとにそれぞれのところに落としていただきたい。そうなると、目先に見えてくる問題

だけじゃなくて、先ほど町長もおっしゃられましたけれども、複合的に、かつ様々な要素

を予測しながら検討していく必要があるんです。 

  やはり総合計画、これから後期計画の策定ありますけれども、やはり当時、この計画が

策定された当時と今の状況も大きく変わっているし、やはりそこに今の段階で使える人材

だったり、先ほど町長も言われましたけれども、企業の連携だったりも変わってきている

わけです。 

  やはり、そういったものもこれからの時代に組み込んでいただいて、本当に町全体を挙

げての取組をいただきたいなというふうに考えています。 

  先ほど町長の中で力強い言葉をいただきましたので、詳細については、今後総合計画の

策定の中で質疑であったり、一般質問させていただくかと思いますので、今後の町長のリ

ーダーシップに期待していきたいというふうに考えています。 

  これで一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長  ５番、猪俣常三君。 

○猪俣常三  皆さん、こんにちは。５番、猪俣常三です。 

  質問に入る前に、私は申し上げたいと思いますが、新型コロナウイルスの感染が３年目

を迎えております。収束する気配が見えない中、本県ではコロナ感染が減少傾向にあるこ

とを踏まえ、６月 12 日で子供の感染拡大防止重点対策を終了するものの、６月 13 日以降

は基本対策に切り替え、日常な感染対策を求めるとしております。 

  本町では、こゆりこども園において、６月６日一部のクラスを除き運営再開となり、保

育が始まったところであります。 

  本町において、新型コロナウイルスに感染された方々に心からお見舞いを申し上げ、回
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復されますことを心より御祈念申し上げたいと思います。 

  新型コロナウイルスに感染しないように、さらに今まで以上に適切な行動と対応が求め

られ、新型コロナウイルスのオミクロン株は、感染力が強い、重症化は少ないと言われて

いると伝えられてはおりますけれども、安心は禁物です。 

  町では第４回目のワクチン接種が実施されようとしており、町民の命が守られることは

言うまでもなく、幼い子供の感染が現実味を増してきている今日、大事に至らないことを

祈りながら今次の一般質問をしてまいりたいと思います。 

  それでは、新型コロナウイルス感染拡大防止対策についてでありますが、町内で新型コ

ロナウイルス感染者が確認されたことから伺います。 

  １点目は、町内のコロナ感染に対して、町の感染対策はどのように進めてきたのか。 

  ２点目は、町内では、コロナに感染する方が増加傾向にあり、コロナ感染に対してさら

に意識を高めるために、今後どのように対応しようとしているのかお伺いいたします。 

  次に、特別養護老人ホームの整備についてでありますが、団塊の世代や後期高齢者の増

加に伴い、施設の利用や入所の希望が増えることが予想されます。今後、施設の充実強化

を図っていくことが重要と考える観点から伺います。 

  町といたしまして、特別養護老人ホームの整備について構想があるのか見解をお伺いい

たします。 

  以上、私の一般質問といたします。 

○議長  健康増進課長、矢部喜代栄君。 

○健康増進課長  ５番、猪俣常三議員の新型コロナウイルス感染拡大防止対策についての

御質問にお答えいたします。 

  町では、新型コロナウイルス感染症が流行以来、町長を本部長とする新型コロナウイル

ス感染症対策本部を設置し、その対策に当たってまいりました。現在までの対策につきま

しては、町民の皆さんに適切に感染予防のための行動を行っていただくため、国や県から

発出される情報をケーブルテレビやチラシ、広報紙、ＳＮＳなど、様々な手段を使って遅

滞なくお伝えしてきたところであります。 

  また、全世帯へのマスクやハンドソープの配付、町内事業所の感染対策に要する経費へ

の助成、各公共施設における自動検温カメラや自動手指消毒器、アクリル板等の設置、さ

ゆり公園周辺施設などの利用制限等、様々な感染対策を講じてきたところであります。 

  さらに、新型コロナウイルスワクチン接種につきましても、町民の皆さんが円滑に接種

を受けられるよう集団接種及び個別接種を計画的に進めてきたところであります。 

  そのような中、町内では５月後半からこゆりこども園でクラスターが発生するなど、感

染者が確認されており、その状況及び対応につきましては、３番、小林雅弘議員に答弁し

たとおりであります。 

  今後も、町内への感染拡大を防止するには、町民の皆さんお一人お一人の感染しない、

感染させないための行動が大切であることから、引き続きケーブルテレビやチラシ、広報

紙などにより、感染予防のための情報を繰り返し周知し、町内への感染予防と感染の拡大

防止に取り組んでまいりますので御理解願います。 

○議長  福祉介護課長、渡部栄二君。 



 60

○福祉介護課長  ５番、猪俣常三議員の特別養護老人ホームの整備についての御質問にお

答えいたします。 

  議員おただしのとおり、団塊の世代が全て後期高齢者である 75 歳に到達する 2025 年に

は、高齢者人口の増加により、医療や介護など社会保障費の急増が全国的に懸念されてお

ります。 

  一方で、本町における人口推移を見てみますと、住民基本台帳の人口では、平成 31 年４

月時点で 65 歳以上が 2,859 人、高齢化率で 45.6％、75 歳以上で 1,769 人であったものが、

令和４年４月現在で 65 歳以上が 2,794 人、高齢化率で 48.1％、75 歳以上で 1,603 人と、

３年間で 65 歳以上が 65 人の減、75 歳以上が 166 人の減となっています。 

  今後も町総人口の減少に伴い、後期高齢者人口も減少傾向をたどり、また、介護等サー

ビス利用者数も同様に減少していくものと、第８期介護保険事業計画でも推計していると

ころでございます。 

  御質問の特別養護老人ホームの整備についてでありますが、第８期介護保険事業計画の

計画期間中において、老朽化が進む町内介護施設の整備に関する方向性の検討を行うこと

としており、本年度から整備にかかる医療・介護連携推進基本構想の策定を進めておりま

す。また、この基本構想策定の過程において、特別養護老人ホームのみならず、介護老人

保健施設や周辺施設、介護や医療、生活支援サービスなどソフト、ハード両面から将来に

わたる地域包括ケアの全体像の中で検討してまいりますので御理解願います。 

○議長  ５番、猪俣常三君。 

○猪俣常三  ただいま町の答弁をいただきました。再質問をさせていただきます。 

  答弁の中で、今までコロナ対策に対して、非常に町の努力が見えております。ただ、私

は皆さん方にお尋ねしたいのは、家庭でも賢明な努力をされていると思います。しかし、

現実に感染者が出ているということは事実であるわけであって、これらをどのように考え

ていったらいいのかをお尋ねしているわけですので、また再度お答えしていただきたいと

思います。 

  まずは、町が感染に関して、いろいろとケーブルテレビやあるいは広報紙、あるいはチ

ラシ等で、またＳＮＳを通じながらも、かなりお知らせされているということは承知して

おります。 

  なかなか一般の町民の皆さんも、スマホとかそういうのを持っておられて、いろんなデ

ータが入ってきて、分かりやすく理解はできると。ただ、実際やっているかどうかという

ふうになりましたときに、感染はされたくない、感染はしたくないというふうに町民の皆

さんは、そのように考えておられます。では、どうすればいいのか、そこのところをお尋

ねしてまいりたいと思います。 

  まず、関連してお尋ねいたしますけれども、感染拡大防止にワクチン接種というのは、

私は必要だろうと、こんなふうに考えておりまして、まさに町として今取り組んでおられ

ると思います。 

  ただ、３回目の接種も５か月で抗体がなくなるというようなことでありますので、この

ワクチンの薬剤面はどのような形で本町に入ってきて接種されるのか、そこのところから

お尋ねしたいと思います。 
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○議長  健康増進課長。 

○健康増進課長  ワクチン接種についての御質問にお答えいたします。 

  今までワクチン接種については、12 歳以上が１回目から３回目まで、集団接種または個

別接種で行っております。それから、５歳から 11 歳までのお子さんについては、２回目ま

でということで行ってきております。 

  ワクチンの種類でございますが、現在まで使ったワクチンがファイザー社製ワクチンと

武田モデルナ製ワクチンと２種類でございます。 

  先頃、ノババックスと言われるワクチンも承認されまして、アストラゼネカと含めまし

て４種類承認されているわけなんですが、現在まで町で使用したのはその２種類というこ

とでございます。 

  これについては、国の配分もございますが、一定程度町の要望によって配分される分も

ありますので、それはその都度接種を進める段階で町から要望しながら配分を受けている

状況でございます。 

○議長  ５番、猪俣常三君。 

○猪俣常三  ファイザーかモデルナ、どっちが来るかちょっと分からないということの解

釈でよろしいんでしょうか。 

○議長  健康増進課長。 

○健康増進課長  ワクチンの配分でございますが、人口割などで国で配分量を決めて配分

してくるということでございます。 

○議長  ５番、猪俣常三君。 

○猪俣常三  そこでモデルナが一番副作用が少ないというようなことの情報が聞くことが

あるわけですが、もしこのモデルナで町のほうに要望するということであったら、勝手に

はできるのかできないのか、また国のほうの配分に入って配分されるからということで、

非常に私もちょっと分かりにくく受けているわけですけども、モデルナは副作用が少ない

んだという話があって、しかもこんないいものだったら配分してくださいって言ったほう

がいいのではないかというふうにお尋ねしたいんです。 

○議長  健康増進課長。 

○健康増進課長  副作用についてお答えいたします。 

  ファイザー社製、それからモデルナ社製、それぞれ副作用については報告がございます。

それに対して、住民の方からどうしてもどちらかでといった場合には、対応できますし、

ある程度町の要望に応じた配分も受けることができますので、それはその辺、若干融通を

利かせる部分もございます。 

○議長  ５番、猪俣常三君。 

○猪俣常三  非常に失礼な質問をさせていただいているのかなと、こんなふうに思ってお

りますけれども、分かりました。 

  先ほど町の答弁の中で、実際これから行われるということなんでしょうけど、18 歳以上

から 59 歳までの基礎疾患の方、あるいは 60 歳以上の方々のワクチンが始まるということ

が示されてはおります。 

  ただ、18 歳以下からの５歳以上、これは保護者の同意が必要な方々なんですけれども、
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この接種というのは、終わったんでしょうか。 

○議長  健康増進課長。 

○健康増進課長  お答えいたします。 

  ５歳から 11 歳のお子さんについては、先ほど申し上げましたが、現在決められておる接

種回数は２回でございます。１回目の接種率が対象者に対しまして、これ６月１日現在の

数字ですが、対象者に対しまして 59.6％、それから２回目の接種が 57.4％ということで、

お子さんの接種については、副反応を心配される保護者の方もいらっしゃるということで、

まだそれほど高くない状況でございます。 

○議長  ５番、猪俣常三君。 

○猪俣常三  では、18 歳以下からの 12 歳以上、これは何回目が終わったんでしょうか。 

○議長  健康増進課長。 

○健康増進課長  お答えいたします。 

  12 歳から 17 歳までの方々の接種については、３回の接種が現在のところ認められてお

りまして、全体で対象者に対して 70％の方が接種されております。 

○議長  ５番、猪俣常三君。 

○猪俣常三  分かりました。一つは、今現在感染がいろいろと子供さんやあるいは大人の

方々いらっしゃるんだけど、内容は私ども分かりません。 

  ただ、このようにワクチンが接種されている、じゃあ感染されている方がワクチン接種

をされていて感染しているのか、ここのところをちょっとお尋ねします。 

○議長  健康増進課長。 

○健康増進課長  感染者の方の情報といいますのは、基本的に県からいただく情報は、三

属性と申しまして、居住地市町村名と、それから年代、性別、基本的にはこの三つでござ

います。ですので、感染者の個別の特定というのは、基本的にはできないということで、

それと接種を受けられた方の突き合わせというのが難しいため、そういったデータは町で

持ってないということでございます。 

○議長  ５番、猪俣常三君。 

○猪俣常三  そこでお尋ねしたいのが町長にお尋ねします。 

  まず、西会津町は 10 万人に対して感染率は少ないと挨拶された記憶がおありかと思い

ます。実際この町一人だって出てしまえば、大変なことになってしまうということがある

んだけども、それならば町長がどういう感覚を持って少ないと言われたのか、５月の 24 日

の時点での挨拶の中でお尋ねしておきたいと思うんですが、お答えいただけますか。 

○議長  猪俣議員、マスクずれていますから、もう一度、その５月 24 日について、どうい

う内容か、もう一度御質問願います。 

  ５番、猪俣常三君。 

○猪俣常三  町長にお尋ねしていますので、内容的には分かっておられるかとは思います

が、ただ、10 万単位の中での西会津は感染が低いというお話であったので、その考え方と

いましょうか、なぜ低いのかということです、この小さな町が。一人だって出たら大変だ

と、私はそう認識しているわけであって、そこら辺のところの町長、お尋ねしたいと思う

んです。 
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○議長  先ほど 24 日という数字出ましたね、それがそのときどういう発言をされたかと

いうことの、具体的に説明いただければ、質問を受けたほうとしては、その 24 日、ちょっ

とどうかなという部分があるようでありますので。 

  ５番、猪俣常三君。 

○猪俣常三  ５月 24 日、公民館の夜７時、そこで御挨拶された内容の中で、10 万単位の

中では、西会津町は感染率は少ないという意味のお話、挨拶をされました。それが少ない

というふうに捉えてしまったということに対して、少ない、多いというふうに感じられて

しまっては大変だということでお尋ねしているわけです。 

  次の質問を持っているものですから、そこのところをお尋ねしないと、次の質問に入れ

ないということです。 

○議長  町長、薄友喜君。 

○町長  質問の内容がいま一つ理解できませんけれども、この新型コロナウイルス感染症

が出てから、本当にいろんな対策を町民の皆さんにお願いをしてきました。ワクチン接種

もしてきました。 

  西会津町の感染者数、５月の初めの頃までは 45 名くらいんだったのかな、ほかの市町村

から見ると、西会津町の人口割合にしてみれば、私は少ない、これはいわゆる町民の皆さ

んがこのコロナに対し、本当に理解と御協力いただいた結果、あるいはワクチン接種 90％、

ワクチンの接種率があるわけですけれども、そういう町民の皆さんの御理解と協力があっ

て、そして感染者数を押さえてきたわけですね。 

  そんなことで、いわゆる今国でも 10 万人当たりの感染者数の割合を出しているんです。

10 万人当たりの感染者数がどれぐらいになっているか。それはただ感染者数が何人という

だけの市町村の比較じゃなくて、比較するために 10 万人当たりの感染者数の割合を出し

ている。 

  そんな統計の取り方で、西会津町は、非常に 10 万人当たりは大変少ない人数ですよ、そ

れは町民の皆さんのいわゆる理解と協力のおかげでこういう状況になっていますという意

味でお話したわけであって、少ないからどうのこうのという話じゃなくて、それだけ皆さ

んに協力をいただいたということであります。 

  このコロナですね。オミクロン株になってからどんどん感染者が出ました。これはいつ、

どこで誰がかかるか分からない。非常に感染率が強くて、そして前のコロナのときは感染

源をたどっていけば分かったんです、ある程度。ところが、このオミクロン株になってか

らは、その感染源は全く分からない、ですから、どこでかかるか分からない。 

  そういう状況の中で、私は西会津町の感染者数というのは、たまたま今回こども園でか

かって、子供さん、あるいは保育士さん、そして家庭内感染があって、そして感染者数が

昨日で 76 人かな、そういう数字で押さえられているということは、私はこれは本当に町民

の皆さんの協力のおかげだと思っているわけですよ。 

  これ以上やっぱり感染者数を出さないために、先ほど答弁申し上げたような対策をしっ

かり取ってきたわけでありますから、これからも少ないから何もしなくてもいいというこ

とじゃなくて、さらに一人一人が今まで以上に基本的な対策をしっかりやっていただくと

いうことが基本だと思っていますので、猪俣議員の御質問の内容がちょっと私理解できま
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せんけれども、町としてはそういう考えでおりますし、今後ともまた皆さんにいろいろ御

協力をいただかないといけない、そういう考えであります。 

○議長  ５番、猪俣常三君。 

○猪俣常三  町長、大変お答えをしていただきましたことに心の怒りがあるかもしれませ

ん、しかしながら、私としては、この町が一人でも増えてしまえば大変なことになんだよ

ということ、これをこの認識が違っちゃったら町民の皆さんだって大変な話なんですよ。 

  いや、これは大変なんだと、皆そう理解しているわけですから、そういうことだからこ

そ、少ない、10 万当たりが少ないという言葉に対しては、皆安心してしまうという恐れが

あるから、今おただしを申し上げたということです。ただ、その気持ちはよく分かりまし

た。 

  さらに、町長、お尋ねします。これからこの感染者を出さないということの目標値、こ

れが町長、どのようにお考えになっておられるか、お示しください。 

○議長  町長。 

○町長  感染者が一人出れば大変ですよ。今まで皆さん本当に大変な思いをして、いろん

なイベント、あるいは営業、あるいはいろんな町内において、いろんな影響があって、大

変な思いをこの２年間してきたわけですよ。それは感染拡大を防止するためにいろんな対

策を講じるのは当たり前であって、これ出さないというわけに、現実的に一人も出さない、

今日本の国で出ていないところなんてありませんよね。感染者が出ていないなんて自治体

あったら、私聞きたいと思っていますけど、それだけこのコロナというのは、全世界でこ

のコロナの感染拡大があったわけですよ。 

  それを町としては、できるだけ感染者を出したくないということで、対策本部会議を開

いて、そして皆さんに御協力いただいて、そしてその結果が当時 45 人、今 76 人になりま

したけれども、これ以上出さないために、さらに皆さんにお願いするしかないんです。お

願いするしかないんですよ。 

  だから、あと出るか出ないか、出したくありませんけれども、これは町民の皆さんと町

とこれは一緒になってね、一緒になってやっぱり感染者を出さないような努力とか対策を

しっかりやらないといけないと思います。その結果、出たらこれはやっぱり出た後の対策

だけはしっかりやらなきゃいけないというふうに私は思いますけど、今の質問でね、ちょ

っと私は、それはなかなか答えられない部分ですよね。 

  とにかく出さないように努力はしたい、そのことしかお答えできないというふうに思い

ます。 

○議長  ５番、猪俣常三君。 

○猪俣常三  町長の考えておられるその気持ちは、十分理解はできますが、ゼロに近くす

るのか、感染者を出さないという対策でいくのかということになってはしまったんですけ

ども、目標値が、これがゼロに押さえられれば最高だと私は思います。 

  しかしながら、現実は５月 24 日、少ないなと言った挙げ句に 32 人くらいに一挙に増え

てしまったということは、非常に私どもも含めて大変な時期を迎えているんだなと、こん

なふうに感じた次第であります。 

  そこで、今後この感染を出さないということであれば、私はもう一つ考えていかなくち
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ゃならないのは、一つの家の中で、１軒の家で感染者が出たんだけれども、両親の方が常

に家の中をアルコールで手の届くところを消毒をして拭いたりしてやっていた結果、その

結果は陰性であったと、お父さん、お母さんは。そこまで徹底しないと、このオミクロン

株といいましょうか、このコロナウイルスというのは防げないのかなというところまで教

えられた１例であります。 

  実際感染しなかったというのが驚いている状況です。このことを考えたときに、町はど

のようにお考えでしょうか。 

○議長  町長。 

○町長  猪俣議員は何を言いたいのかよく分かりませんけれども、感染した家庭の中でも

ね、いわゆる部屋を別にする、食事も別にする、消毒もする、ほとんど家庭内感染された

家庭は、みんなそうしているんですよ。それは、やっぱり感染したくないから。自分の家

庭だけじゃなくて、それが今度またほかの人に移してはならない、そういう気持ちで皆さ

ん、いわゆる感染防止対策の基本となる部分をやっていただいているわけですから、そこ

は特定な人だけじゃなくて、町民の皆さんがほとんど私はそういうことで協力していただ

いたから、その結果であってね。 

  その人口 10 万人当たりの増えた人数がどうのこうのと言っていますけど、何遍も言う

ようですけど、じゃあ私はどうすればいいのか、逆に猪俣議員に聞きたい、これ以上増や

さない、ゼロにするにはどうしたらいいか、それを目標に町はやってきているんですよ。

これ以上もう出したくない、出せば、その感染力は本当に、子供に感染出れば、本当にど

んどん広がっていく。 

  こども園の園児一人出たことによって子供が増える、子供の感染が増える、保育士さん

にも増える、それが家庭に入れば家庭内感染だと。そういう状況に今、コロナのいわゆる

オミクロン株というのは、特に感染緑が強いからということで皆さんにお願いをして協力

をいただいているわけだから、だから、もうこれ以上どうすればいいのか、ちょっと私、

猪俣議員の御質問にはちょっと分かりませんけれど、答えられませんけれど、逆に教えて

いただきたいなと思います。 

○議長  ただいま、町長のほうから、反問というか、行使ということで認めて、猪俣議員

に町長からの質問にお答えをいただきたいと思います。 

  ５、猪俣常三君。 

○猪俣常三  私は、家庭の中でやっていないという話を言っているわけじゃありません。

皆さんは必至の思いでやっておられると思います。ただ、感染をしない、したくない、こ

の意識改革が必要だろうと。意識改革って、いろいろと疑問点が、意識を持つことなんで

すけども、かからないための意識を持つ、それによって行動力が変わってくる。行動力も

変わる、それが大事なことなんだろうというふうに思っています。 

  ですから、今町民の皆さんは、いろんな飲食関係だって、みんな我慢してやっています。

もうやれないということを分かっておられますので。 

  しかしながら、いや、大丈夫だろうという方も中にはおられる、しかしながら、それを

理解している町民の皆さんも結構いらっしゃるよということを申し上げておきたいと思い

ます。だから、そこをこれ以上言っちゃうと、ちょっと問題が出てくるものですから、控
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えさせていただきますが、家庭の中では賢明に我慢をされて、買い物しません、飲酒もし

ません、一生懸命努力している、それは認めてあげる必要があると思います。 

  ただ、我々は見られている立場なものですから、それに対して厳しくもしていかなくち

ゃならない。それが意識というのが、かからないためのモチベーションじゃないかなと、

こんなふうに私は思います。 

  以上です。 

○議長  町長、よろしいですか。 

  では、質問を次、続けます。５番、猪俣常三君。 

○猪俣常三  話題を、テーマを替えます。 

  特別養護老人ホームの整備について伺ってまいりたいと思います。 

  私も聞いた中でのことでお話申し上げますが、この現在の特別養護老人ホームのなれ初

めは、ベッド数 50 床で平成４年に建築されたものだというふうに伺っております。当初予

定は 100 床で計画されたということでありまして、その後は変更されて進められたという

ような話でありました。 

  そこで、現在利用者は満床になっているのか、ここからお尋ねをいたします。 

○議長  福祉介護課長。 

○福祉介護課長  それでは、猪俣議員の御質問にお答えいたします。 

  特別養護老人ホームの今の利用状況でございますが、特別養護老人ホームや各種介護サ

ービスの事務所と毎月、サービスについての調整を行っている会議がございまして、その

中で、毎月施設から情報をいただいている中では、50 床の施設については、全て満床とい

う現状が続いているところでございます。 

○議長  ５番、猪俣常三君。 

○猪俣常三  満床であると。そでは、利用したい待機者はいるのかどうか、いるとなれば

どのぐらいいるのかお尋ねします。 

○議長  福祉介護課長。 

○福祉介護課長  それでは、待機者についての御質問にお答えいたします。 

  最新の町で情報を持っております情報からいきますと、５月１日現在の特別養護老人ホ

ームさゆりの園の入所の中での待機者の数でありますが、町内で 60 名の方、町外から８名

の方、計 68 人の方が待機者の名簿に掲載されているというところでございます。 

○議長  ５番、猪俣常三君。 

○猪俣常三  答弁の中では医療・介護連携推進基本構想の策定を進めているということで

すので、いろんな整備の内容を考えておられるんだろうという中身で、ちょっと私は受け

止めましたが、これを聞くのは、ちょっと失礼なのかどうか、大体規模的な構想なんてい

うのは、分かったら教えてください。 

○議長  福祉介護課長。 

○福祉介護課長  それでは、今年度策定作業を進めております医療・介護連携推進基本構

想の中で、今回の一般質問の初めの答弁で申し上げましたとおり、特別養護老人ホームや

その周辺施設にかかります整備について、検討を重ねていくということとしております。 

  その中で、特別養護老人ホームの規模につきましては、新築やまた増築、さらにはその
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他、特別養護老人ホームのみならず、ほかの老人福祉施設などといったメニューもござい

ますので、そういった全体的な町のこれからの介護を支えるためのメニューとしてどうい

った形が最善なのかといったところまで、今後その基本構想の中で検討してまいりますの

で、今現在数値として持ち合わせているものはございませんので、御理解いただきたいと

思います。 

○議長  ５番、猪俣常三君。 

○猪俣常三  数値としては持っていないということでありますので、私の考えているなり

におただしをしていきたいなと、こんなふうに思います。間違っていたらお許しいただき

たいと思います。 

  今現在ある大きな建物というのは、大体 3,153 平方メートルぐらいだとあります、３反

くらいの大きな面積を持っているように感じております。そういったところで、今後この

町の福祉施策としてはですよ、すごく前の町長さんの頃からだったろうと思うんですけど

も、100 歳に挑戦だというお話を承って、西会津町はすごいことをやっているんですねと

いう話は聞かされたことがありました。 

  今、この 60 名、あるいは８名いて 68 名の方がいらっしゃるということになりますと、

どんな形でその整備を進められていくのかということが、ちょっと私には分かりませんが、

できるのであれば、一町歩の敷地が平屋で動きやすい、あるいは個室なのか、多床部屋な

のか、そこら辺のくらいの話はされてもいいのではないかと思いますのでお尋ねします。 

○議長  福祉介護課長。 

○福祉介護課長  それでは、御質問にお答えいたします。 

  議員おただしの施設規模ですとか、あとは施設の個室やまた多床室といった施設の内容

ですね、そういった部分についても、まだ検討中でございますので、それはあくまでもこ

れからの町の介護を支えるに必要な施設、在宅のソフトなども含めた全体的なイメージの

中で、施設が果たすべき役割に必要な規模で、これから施設規模を十分に検討していきた

いということでございますので、今現在その施設規模ですとか、あとは施設内での内容に

ついて、お答えできるものはございませんので、御理解いただきたいと思います。 

○議長  ５番、猪俣常三君。 

○猪俣常三  以前、議会で視察をしてきた経緯もありました。そのときにちょっと感じた

ことは、質問がそろっていなかったのでできませんでしたけれども、いろんな施設の中で、

ただ修繕費なんていうのは、どれぐらいかかっているのかなというのは、お聞きしたかっ

たものですから、お答えできる範囲内でお聞きします。 

○議長  福祉介護課長。 

○福祉介護課長  お答えいたします。 

  町内にあります特別養護老人ホームにつきましては、社会福祉法人が運営している施設

でございます。その運営の内容については、理事会などで提出されている資料などに掲載

ございますけれども、町のほうではそちらについては、今手元にございませんので、御理

解いただきたいと思います。 

○議長  ５番、猪俣常三君。 

○猪俣常三  いずれにしても、この町で財源をもって、そして介護施設という言葉が正し
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いのかどうか分かりませんけれども、そういう施設を備えて、恐らく事業委託をするよう

な構想に行くのかどうか、そこら辺のところもあるのでしょうが、町が建てて管理委託を

するという構想になるのかなというふうには、私はそう感じるところなんですけれども、

町がやるんだとすると、そのくらいのｶﾞﾜの市町村がほれぼれするような建物をまず考え

ていかなくちゃならないのではないかと、こんなふうに思うわけであります。 

  ですから、今現在この町は、今どれこれというものがなかなかないとすれば、今こそ西

会津町のこの姿をいい方向づけをするチャンスではないのかな、こんなふうに思ってお尋

ねします。 

○議長  福祉介護課長。 

○福祉介護課長  それでは、御質問にお答えいたします。 

  特別養護老人ホームの整備につきましては、会津圏域管内で施設整備に関する調整が毎

回されるところです。これは介護保険の事業計画を策定するときに、各市町村間で情報を

共有いたしまして、その会津管内で整備がどの程度利用者に対して、施設整備がなされて

いくのかというのを県で確認しながら、県が音頭を取って調整をまずしていくところでご

ざいます。 

  特別養護老人ホームの設置については、市町村や社会福祉法人が設置可能となっており

ます。ただ、今現在町内にあります特別養護老人ホームは社会福祉法人が設置した施設で

ございますので、今現在の施設との検討は重ねながら、これから町で基本構想を策定する

ときに、どういう建設の仕方が適当なのかといったところの道筋を定めていきたいという

ふうに考えておりますので、御理解いただきたいと思います。 

○議長  ５番、猪俣常三君。 

○猪俣常三  では、最後として町長にお尋ねします。 

  昨年でしたかね、町長選挙があって、そのときも再び特別養護老人施設の増床と考えて

おられたものがあったと思います。それらを踏まえた質問になりますけど、増床、今現在

事業計画の中には入っていない、ではどういうふうにしてこれを実現するのかということ

をお尋ねするわけですけれども、そこの一端をお聞かせいただきたいと思います。 

○議長  町長、薄友喜君。 

○町長  特別養護老人ホームの増床についてでありますけれども、第７期の介護保険事業

計画の中に、文言としてね、文言としていわゆる特別養護老人ホームの増床を検討してい

る、調査検討するということの文言が入っています、８期です、第８期でした。 

  具体的に計画については、これから中期の計画の中にどういう構想を立てるかというか、

それは今ようやく検討が始まったばかりでありますけれども、私はやっぱり将来的には特

別養護老人ホームの増床はしないといけないと思っています。 

  というのは、さっき待機者の話も出ました。これからどんどん高齢化時代を迎えて、介

護を必要とする方たちが増えてくることが予想されるわけですよね。 

  できるだけ町は健康で長生きするまちづくりを今、鎌田先生の指導で今やっていますけ

れども、でもやはり介護を受けないといけないというときが必ずくるわけです。そのとき

に、介護を受けられないようなことには、介護を受けられるような、安心して介護を受け

られるようなそういう施設の整備はしないといけない。 
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  だから、今ある特別養護老人ホームのあそこの敷地の中に、増床ですよね、新しく建て

るとなると、それなりの場所が必要ですし、今あそこの場所にはそんな場所ありませんよ

ね。ですから、増床で考えないといけないかなというふうに思っていました。 

  今の特別養護老人ホームを建てるときは、全て平屋だったんです、平屋、それは移動の

関係だとか、あるいは作業の関係とかいろんなことがあって平屋建て。今は、もうエレベ

ーターがある、そういう時代ですから、少ない場所で、いわゆる増床をすることができる

というか。 

  だから、新たに平屋の増床じゃなくて、やはり私は２階、３階あったっていいじゃない

かと、そこに安心して皆さんが入れるような施設を整備するようなことを考えないといけ

ないなというふうに思っております。 

  だから、この９期の介護保険事業計画、その前に、医療・介護推進連携基本構想という

策定がありますけれども、この中でもしっかり皆さんの意見を聞きながら、そして将来の

いわゆる高齢者の推移、あるいは財源の問題だとか、いろいろ考えないといけないことが

ありますし、この特別養護老人ホームは、これは社会福祉法人が整備することになるわけ

で、前はね、いわゆるそれが町ができなくて、社会福祉法人を設立して、あそこの施設を

つくったという経緯があるものだから。 

  私は、頭の中にはそれしかないんですけど、今は何か町でもつくれるというような状況

でありますけれども、あそこは社会福祉法人、西会津福祉会の施設になっていますので、

これから福祉会との協議を当然必要になってきますから、そんなことをいろいろ検討しな

がら第９期、取りあえずその前の基本構想の中で、それから第９期の介護保険事業計画の

中にしっかりどういう形で事業計画するか、これから皆さんの意見を聞きながら研究して

まいりたいと、こんなふうに思っています。 

○議長  ５番、猪俣常三君。 

○猪俣常三  町外で料金というのがかなり普通の料金では入れそうもないような金額に伺

っていますが、西会津町は今特別養護老人ホームのところにおいて、ほかの半分くらいで

入っていることができる。これはすごい西会津町の努力が実っているんじゃないですかっ

て、話は聞いているんです。 

  では、今町長が言ったように、エレベーターはつけるわ、あれはつけるわ、これはつけ

るわ、じゃあ料金はどうなるのっていった場合に、どのようにお考えになっていますか、

その構想をお示しください。 

○議長  町長、薄友喜君。 

○町長  まだこれ計画が固まったわけではないのでね、だから、新しい施設が入る人がよ、

今入っている人よりも料金高いなんてわけ、いかないでしょう、同じ料金にしないといけ

ない。なぜ西会津福祉会の特別養護老人ホームは、いわゆる低料金で入れるか、あれはあ

そこの土地も町の土地、それから建てた土地もそれは福祉会、いわゆる社会福祉法人を設

立して、社会福祉法人がお金を借り、あるいは補助金をもらって建てました。 

  でも、その負担は全部町が債務負担で支払ったんです。だから、福祉会の負担というの

は一銭もなかったんです。だから安いの、それが民間ですとね、土地代とか、建物の整備

費とか、全部それは料金に跳ね返るわけ、ところがあそこの施設は全て町が全て、何とい
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いますか、事業主体は社会福祉法人ではありますけども、ちゃんと町が負担を、全て町が

負担したために、今安い料金であそこに入所できるという状況になっているわけです。 

  だから、これから新しく施設が整備されてもですよ、それと今入っている人たちと全く

料金別な形でいただくというわけには私はいかないと思いますし、そこら辺も含めて第９

期のこの介護保険事業計画の中で、介護保険事業計画というのは、介護保険料まで全て算

定されるわけですから、そういうところまでを含めてこれから検討してまいりたいと思い

ます。 

○議長  ５番、猪俣常三君。 

○猪俣常三  老人の皆さんが安心して老後が本当に暮らせる場所ということ、御自分の住

所を移して、そして生涯暮らしていけたらという願いが伝わってきております。それに応

えていただけるように町の努力を期待しておりますから、この特別養護老人ホームの整備

について、町民が安心できるような場所を提供していただきますことを御期待申し上げて、

私の一般質問を終わります。どうもありがとうございました。 

○議長  暫時休議にします。（１４時５２分） 

○議長  再開します。（１５時１０分） 

  ７番、小柴敬君。 

○小柴敬  議員の皆さん、こんにちは。７番、小柴敬であります。 

  通告に従いまして、今回１点通告をいたしておりますので、随時読み上げます。 

  なお、同僚議員が２名、質問をされて答弁を行っておりますので、その分に関しまして

は、割愛をさせていただきます。 

  それでは始めます。 

  新型コロナウイルス感染症についてであります。 

  福島県内の感染者が減少傾向にある中、西会津町ではこども園でのクラスター発生など、

感染者が増加をしております。感染拡大による町民の不安が寄せられており、どのように

返答したらいいか疑問点があるため、以下の点についてお伺いをいたします。 

  １点目は、感染の疑い、自覚症状などについてであります。 

  （１）としまして、風邪のような症状、発熱、強いだるさ、息苦しさ、これらが自覚症

状と言われておりますが、最近のオミクロン株では、若い人を中心に自覚症状がない場合

があると言われております。どのように対応すればいいのかお伺いします。 

  また、ＰＣＲの無料検査が可能と言われておりますが、場所についてもお伺いをいたし

ます。 

  （２）としまして、感染が確認をされた人の自覚症状など、分かりやすく公表できない

か、これは感染した場合の判断材料になると思いますので、お伺いをいたします。 

  ３点目、発熱やだるさを感じ、受診・相談センターに電話をした場合、どのような対応

をしてもらえるか、対応の事例などはないのか、また車の手配など医療機関に移動する際

の不安等もお聞きしますので、それに対してお伺いをいたします。 

  ４点目、発症が確認された場合、全て保健所からの指示に従って行動するようになって

おりますが、町の診療所での発症確認後についてはどうでしょうか。 

  ５点目、感染症と診断された場合の自宅療養期間と、職場への復帰の判断は個人差があ
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ると思いますが、無症状の場合、どのように判断をするのでしょうか。また、最終ＰＣＲ

検査の有無についてもお伺いします。 

  ６点目ですが、感染して医療機関に入院した場合、入院費は支払う必要がないと聞いて

おります。その期間は、仕事先の休業補償など、どのような方法があるのかお伺いをいた

します。 

  大きな２点目です。これは濃厚接触についてお伺いをいたします。 

  （１）濃厚接触とは感染者、すなわち陽性者がマスクなしで、手が触れる距離１メート

ル以内で 15 分以上接触した場合、会話とかカラオケ等と、そういう場合とありますが、不

織布マスクを正しく着用した場合には、濃厚接触者には該当しないとあります。感染者か

ら連絡があった場合、これは自己判断でいいのかお尋ねをいたします。 

  （２）同居親族が感染した場合、どのような行動をすればいいのか。特に子供が感染し

た場合、家族全員が濃厚接触者になることが多いと思いますが、それらの対応についてお

伺いをいたします。 

  （３）感染し、自宅療養については、食料などの支給があるが、濃厚接触者に対しての

助成などはどのようになっているのでしょうか。食料支援、あるいは休業支援金などです。 

  大きな３点目です。新型コロナウイルスワクチン接種についてお伺いをいたします。 

  現時点までの町内ワクチンの接種状況についてお伺いをいたします。特に、対象年齢別

接種完了状況等について再度詳細にお知らせください。 

  また、幼児・児童・生徒、５歳以上 17 歳以下のワクチン接種進捗状況についてもお伺い

をいたします。 

  次の（３）、（４）については、割愛をさせていただきます。 

  大きな４点目、マスクの着用についてであります。 

  ５月 20 日の厚労省の報告では、幼児のマスク着用や屋外での状況に応じた着脱が提示

をされました。町でも分かりやすいマスク着用基準などを公表すべきと考えますが、それ

についてお伺いをいたします。 

  大きな５点目です。町民の不安解消に向けてであります。 

  感染しないよう十分注意していました県知事までもが感染し、町内でも感染防止に向け

た情報発信がケーブルテレビなどを通じて放送されております。身近に感染者や濃厚接触

者が増加傾向にあり、町民の不安を少しでも取り除くため、様々な状況に応じた対応につ

いて、分かりやすい説明が必要と思いますが、いかがでしょうか。 

  以上、大きく５点お伺いをいたします。よろしくお願いします。 

○議長  健康増進課長、矢部喜代栄君。 

○健康増進課長  ７番、小柴敬議員の新型コロナウイルス感染症についての御質問にお答

えいたします。 

  １点目の感染の疑い、自覚症状などについての御質問でありますが、まず自覚症状がな

い方で感染に不安を感じている方への対応につきましては、県が実施している無料検査を

受けることができます。 

  検査場所につきましては、調剤薬局やドラッグストアの薬局を中心に、県内 186 か所で

実施しており、会津では 27 か所設けられております。なお、無料検査の期間は、現在のと
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ころ６月 30 日までとなっております。 

  次に、感染した場合の自覚症状につきましては、人によって異なりますが、最もよくあ

る症状といたしましては、発熱・せき・倦怠感・味覚または嗅覚の消失といわれています。

今後もこのような症状がある場合は、早めにかかりつけ医などを受診していただくよう周

知してまいります。 

  次に、受診・相談センターの対応についてでありますが、県に設置されている受診・相

談センターは、かかりつけ医を持たない場合や相談先が分からない場合の相談先であり、

受診・相談センターに御相談いただければ、最寄りの診療・検査医療機関を案内されるこ

とになります。 

  移動の際の不安など、一般的な相談は、県の一般相談のコールセンターが設置されてい

ますので、そちらへ問合せをすることができます。なお、町健康増進課にお問い合わせい

ただければ、内容に応じた相談先を御紹介することもできます。 

  次に、町の診療所で陽性が確認された場合についてでありますが、診療所より感染者本

人に検査結果を連絡するとともに、管轄の保健所に感染者の発生届を提出することになり

ます。その後は、保健所の指示により療養することになりますが、国が定める基準を満た

す場合は、自宅療養者に対し診療所の医師が新型コロナウイルス経口薬を処方することが

できます。 

  次に、陽性と確認された場合の自宅や宿泊療養施設における療養期間と職場復帰の時期

につきましては、症状がある場合には、症状が出た日の翌日から 10 日間以上、症状がない

場合には検査の翌日から７日間の療養期間が定められております。 

  ただし、特に症状がある場合には症状の程度により変わり、それぞれのケースに応じて

保健所の判断と指示に従い療養することになります。なお、療養期間が終了し職場等へ復

帰する際のＰＣＲ検査等の確認は要しません。 

  次に、感染し入院した場合の医療費の負担と休業補償についてでありますが、新型コロ

ナウイルス感染症の治療費については、指定感染症に指定されたため自己負担分が全額公

費で賄われることになり、本人負担はありません。 

  休業補償ということでは、御自身が加入している国民健康保険などの公的医療保険によ

り、傷病手当金が支給されます。支給内容につきましては、御加入の保険により異なりま

すが、町の国民健康保険の場合は、一定の要件を満たせば通常の収入額の３分の２程度の

支給が受けられます。なお、傷病手当金の申請は、国民健康保険であれば町の窓口、その

他の医療保険であれば、それぞれの事業所か健康保険組合に申請することになります。 

  ２点目の濃厚接触についての御質問でありますが、濃厚接触者の定義につきましては、

議員おただしのとおり、感染者がマスクなしで手が触れる距離１メートル以内と言われて

いますが、手が触れる距離で 15 分以上接触した場合となります。同居の家族以外の濃厚接

触者には感染者本人から連絡することになっており、保健所の指示により対応していただ

くことになります。 

  次に、同居親族が陽性者となった場合の対応についてでありますが、御家庭内で注意し

ていただきたい点としては、食事や寝る部屋を分け、極力部屋から出ないようにすること、

感染者の看護や世話はできるだけ限られた人で行うこと、家の中ではマスクを着用するこ
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と、小まめに手を洗うこと、定期的に換気をすること、手で触れる共用部分を消毒するこ

と、衣服を洗濯する際は手袋とマスクをすること、ごみは密閉して捨てること、などがあ

ります。 

  次に、濃厚接触者に対しての食料支援や休業支援につきましては、感染者の場合と違い、

現在のところ支援や助成の制度はありません。濃厚接触者には食料調達など、生活に必要

な最小限の外出は認められております。 

  ３点目の新型コロナウイルスワクチン接種についての御質問にお答えいたします。 

  新型コロナウイルスワクチンの町内の接種状況についてでありますが、３回目接種を受

けられた方の割合、接種率については、６月１日現在で 65 歳以上の高齢者が 93.1％、18

歳から 64 歳までの方が 86％、12 歳から 17 歳までの方が 70％となっております。 

  ５歳から 11 歳の小児については、厚生労働省の厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科

会において、発症予防効果や重症化予防効果に対する根拠が十分ではないことから、現在

２回目の接種までしか認められておりません。現時点においては、接種の努力義務はなく、

また保護者の中には副反応などへの不安から接種を見合わせている方も多いため、現在の

ところ５歳から 11 歳までの小児は 57.4％という接種率となっております。 

  次に、４点目のマスクの着用についてでありますが、新型コロナウイルスは、多くの場

合、せきやくしゃみ、会話の際に排出される飛沫を吸い込むことにより感染すると考えら

れており、マスクの着用は感染者が飛沫を拡散すること、相手からの飛沫を吸引しないこ

と、双方に効果があると言われています。新型コロナウイルスの感染拡大とともにマスク

の着用が定着していますが、先頃、国より今後のマスク着用の考え方が示されたところで

あります。 

  町といたしましては、国の示しているマスク着用の考え方を基本としながらも、必要な

場面では適切にマスクを使用し、しっかりと感染防止対策をしていただくことが重要であ

る旨、引き続き周知を図っていくことにしておりますので御理解願います。 

  次に町民に対する分かりやすい説明についてでありますが、町では新型コロナウイルス

感染症が流行して以来、感染防止対策のお願いや感染した場合、また濃厚接触者になった

場合への対応について、チラシやケーブルテレビ、町ホームページ、ＳＮＳなどの手段を

活用して、町民の皆さんに情報を提供してまいりました。しかしながら、いざ現実に感染

したり、濃厚接触者になった場合、どのように対応してよいか分からないという町民の方

が町担当課に問い合わせされるケースもあり、その都度保健師等が助言するなどの対応を

しております。 

  町といたしましては、さらに感染防止対策や感染した場合の対応などについて、様々な

手段を使って情報提供するとともに、身近な相談窓口として町民の皆さんの不安を少しで

も解消できるよう保健師等による相談体制の充実に努めてまいりますので御理解願います。 

○議長  ７番、小柴敬君。 

○小柴敬  それでは、随時それぞれ質問の順序に従って再質問をさせていただきます。 

  １点目の会津地区において 27 か所の無料検査場、これは私もホームページ、ネットで検

索をさせていただきました。私のときには 26 か所というデータが手元でありますけれど

も、これいずれもＰＣＲと、それから抗原定性検査、これ等ができるという場所、それか
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ら時間、それらが掲載をされております。 

  残念ながら、我が西会津町にはありません。坂下にもありません。万が一感染したとい

うような自覚症状があった場合、心配な方が行くとすれば、若松地区、あるいは喜多方に

行くほかありませんが、行ってこれはすぐにこの時間帯に行けば検査を受けられるという

ようなものでしょうか。それについて一点をお伺いをいたします。 

○議長  健康増進課長。 

○健康増進課長  全ての会場同じかどうか、ちょっと把握しておりませんが、一部の会場

では、前日までに予約、それもインターネットを通じた予約のみを受け付けるといったと

ころもありますので、それぞれの会場に事前に連絡してからお出かけいただければという

ふうに思います。 

○議長  ７番、小柴敬君。 

○小柴敬  これらは、いずれも私パソコンを使ってそのホームページ等を検索して得た情

報であります。町ではこういった情報について、ケーブルテレビ、あるいは紙面等を通じ

て公表はされておりませんけれども、もし不安のある方いるようであれば、やはりそうい

った情報提供をする必要があると思いますが、町としてどのような対策を今後取っていか

れるかお聞かせください。 

○議長  健康増進課長。 

○健康増進課長  お答えいたします。 

  自覚症状ない方の無料検査場につきましては、ホームページ上で御案内はしていますが、

チラシ等では、確かに目に触れやすいものではやってございません。そういったいろいろ

な手段を使った公表というのも今後考えていきたいと思います。 

○議長  ７番、小柴敬君。 

○小柴敬  町のホームページ、あるいはケーブルテレビ、これは結構毎日御覧になってい

る方がいらっしゃると思います。そういったところの媒体を活用しながら、町民の安心安

全のために情報発信、ぜひお願いをいたしたいと思います。 

  それから、濃厚接触者についての質問をさせていただきます。濃厚接触でありますけれ

ども、それぞれ療養期間につきましては、無症状の場合は、療養期間、あるいはこれは濃

厚接触者じゃなくて、感染者ですね、感染者の場合は 10 日、あるいは濃厚接触者の場合は

７日、そして濃厚接触で症状がない場合、それを早めに職場復帰したいときには、４日目、

５日目に抗原定性検査を２回やって異常がなければ職場復帰できるようにありますけれど

も、これらの報告義務的なものは、ないんでしょうか、職場に対してですね。お伺いいた

します。 

○議長  健康増進課長。 

○健康増進課長  お答えいたします。 

  濃厚接触者の職場復帰などについてでありますが、今議員おっしゃられたとおり、検査

を短縮することもできます。この検査の結果については、特に報告する義務というのは定

められておりませんが、それぞれの事業所において、それぞれコロナ感染、もしくは濃厚

接触者になった場合の対応については示されている場合がありますので、そちらにそれぞ

れ従っていただくということかなというふうに考えております。 



 75

○議長  ７番、小柴敬君。 

○小柴敬  では、食料の支給という観点からお伺いをいたします。 

  感染して、例えば独身であって、アパートに住んでいると、食料もないといった場合に

おいては、保健所あるいはその他、町の機関、健康増進課あたりにもあると伺っておりま

すが、食料の提供ということで持っていくということでありますけれども、それに関して、

まさか防護服を着ていくとか、そんなことで特定されるようなことはあってはいけないと

思うんですが、その辺の対応についてお伺いをいたします。 

○議長  健康増進課長。 

○健康増進課長  感染された方への物資の支援ということでありますが、これは県の事業

でやっておりまして、その配達については、町に事業が委託されております。 

  町が感染者のために届ける際には、連絡いたしまして、あまり接触しないように玄関先

に置いて、再度連絡を入れるですとか、そういったことで、防護服までは着用せず、静か

にといいますか、置いてきて、また連絡をするというようなことで対応しています。 

○議長  ７番、小柴敬君。 

○小柴敬  それでは、３点目のワクチン接種について質問を替えます。 

  アレルギー反応とかそういったもので接種をしていない方、最近６月初旬のほうからノ

ババックス社製の予防接種ということで、重篤なアレルギー反応が極力押さえられるとい

うような予防接種が可能となってまいりました。 

  これに対して、町では今現在その約 5,427 名の今人口の中で、おおむね 4,835 人、これ

が３回目の接種を終わっておるという町長の提案理由の報告のときの数値であります。 

  それに 12 歳以下の人数も加えればかなりの接種した方がいらっしゃいますけれども、

こういったアレルギー反応等があって接種ができていないという方々の人数とか、そうい

ったものは把握していらっしゃいますでしょうか。 

○議長  健康増進課長。 

○健康増進課長  ワクチン接種を受けられていない方につきましては、その理由について

は、町で把握はしておりません。 

  この受けられていない方の中に、今議員おっしゃられたアレルギーによって、心配で受

けられないといった方もいらっしゃるかもしれません。そういった方には、このノババッ

クスによる接種、県のほうで実施して、現在のところおりますので、そういう問合せがあ

れば、県のほうの接種会場のほうに行っていただくように説明はしたいと思います。 

○議長  ７番、小柴敬君。 

○小柴敬  新聞発表によりますと、６月下旬から県内４会場ということで、接種可能にな

るということでありましたので、もしその４会場が発表になった際には、町のホームペー

ジ、あるいはいろいろな情報手段を通じて、そういった方々に広く周知できるような体制

を取っていただきたいんですが、その点はいかがでしょうか。 

○議長  健康増進課長。 

○健康増進課長  お答えいたします。 

  既にノババックスによる接種、先週から始まっておりまして、福島市のほうでございま

すが、始まっておりまして、今後も随時県からそういった情報が来た際には、町民の皆さ
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んに広く周知してまいりたいと考えております。 

○議長  ７番、小柴敬君。 

○小柴敬  ４点目のマスクの着用についてということでお伺いをいたします。 

  実は、町内においてこのマスク着用云々に対して、例えば広い郊外だったら要らないよ

というようなことが発表されているにもかかわらず、農作業をしながらマスクをしてやっ

ていらっしゃる、本当に心配性な方というか、なかなかマスクを外せない方が結構お見受

けします。 

  また、町内ほとんど誰も歩いていないのに、マスクをして歩いていらっしゃる、そうい

った方に対して、やはりマスクを外してもいいんだよと、条件が整えばということがあり

ますので、５月 25 日に事務局から提出されておりますアドバイザーリポートということ

があって、距離の確保が可能、あるいは推進基準というようなものがはっきりと提示され

ておりますので、町でもこういったものは、早めに皆さんに提示されて、特にこれから熱

中症が起こりやすいときでもあります。ですから、外で農作業の方は要らないというよう

なことをはっきりとお伝えする必要があると思うんですが、その点いかがですか。 

○議長  健康増進課長。 

○健康増進課長  お答えいたします。 

  マスクの着用につきましては、先ほど国のほうからその考え方について示されたところ

でございます。例えば、屋外であれば一定程度、２メートルという数字が出ておりますが、

一定程度距離があればマスクを着用する必要はないというような考え方も出ております。 

  このようなことですとか、それから熱中症予防にかかる考え方もあります。着用するこ

とによるリスクというものございます。この辺は、国の考え方も合わせて周知してまいり

たいというふうに考えますし、ただ、必要な場合にはしっかりと感染対策としてマスクの

有効性も合わせて周知してまいりたいと考えますので、御理解いただきたいと思います。 

○議長  ７番、小柴敬君。 

○小柴敬  マスクに関しましては、不織紙マスクが一番いいということで政府のほうも通

達をされているように思います。布製のマスクとかは、飛沫感染防止等には、くしゃみを

したとき等でも随分と飛沫が拡散されます。ですから、できれば不織紙マスク、こういっ

たものを使って予防できるということでありますので、こういったこともぜひ公表して周

知徹底を図っていただきたいと思います。 

  それでは最後でありますが、町民の不安解消に向けてということで、もし感染した場合

においては、全て電話なり、診療所において結果が出た場合、それから検査結果場から、

保健所から連絡があった場合、全て保健所からの指示、あるいは町の診療所からの指示、

全てそういったことに従って行動するということもあります。 

  なおかつ、自宅療法の際は、パルソオキシメーターで数値を図り、95％以下になったと

きには、速やかに連絡をして、重篤化しないように自分で対応するというようなこともな

っております。 

  かつてデルタ株のときには、一人で生活をしていて亡くなってしまったというようなこ

とがあり、今オミクロンになってから、重篤化するという例は非常に少なくはなってきま

したけれども、やはり情報発信という面では、しっかりと町がサポートし、町民が安心で
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きるように、そういった情報をしっかり発信していただきたいと思います。 

  私ごとで失礼ですが、６月８日以降の感染者数に関して、町のホームページを見たとこ

ろ、まだそれから増加した部分に関しましては、ホームページに掲載されておりませんの

で、できれば毎日更新をしていただいて、速やかにホームページ上で感染者、そういった

ものを皆さんにお知らせしていただく、そういったことをしっかりと対応していただきた

いと思いますが、いかがですか。 

○議長  健康増進課長。 

○健康増進課長  この新型コロナウイルス感染症に関しましては、町としても国県の対策、

これを速やかに町民の皆さんにお知らせすると。それから、やはりお知らせしていても、

答弁でも申し上げましたが、いざ感染したとなると、やはり非常に不安になるということ

ですので、ぜひ相談先が分からない、不安だという方は、ぜひ町の健康増進課のほうに御

相談いただければというふうに考えます。 

  それから、感染者の情報につきましても、速やかにホームページにアップするようには

努めておりますが、今後もそのように対応したいと思います。 

○議長  ７番、小柴敬君。 

○小柴敬  都会のほうではワクチン接種が進み、なおかつ田舎のほうでもワクチン接種が

進んでおります。そのワクチンの接種をすることによって、感染拡大をある程度その地域、

あるいはワクチンを打っていない方にもそんなに広がらないような、そういった状況が最

近見受けられていますけれども、やはりますますその感染力が強いという点では、このオ

ミクロン、非常に私どもも商売している関係で心配な点もありますので、しっかりとそう

いった情報発信を町にお願いをいたします。 

  私の一般質問はこれで終わります。 

○議長  お諮りします。 

  本日の一般質問はこの程度にとどめ、延会したいと思います。 

  これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  異議なしと認めます。 

  したがって、本日はこれで延会することに決定しました。 

  本日はこれで延会します。お疲れさまでした。（１５時５０分） 
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○議長  おはようございます。 

  令和４年第４回西会津町議会定例会を再開します。（１０時００分） 

  これから本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付したとおりであります。 

  日程第１、一般質問を行います。 

  昨日に引き続き、順番に発言を許します。質問者は、順次質問席に着き、発言を求めて

ください。 

  ６番、三留正義君。 

〇三留正義  おはようございます。議席番号６番、三留正義です。 

  私は、今定例会に一般質問の通告をしておりますので、質問をさせていただきます。 

  質問の事項としては、１点、西会津町の財政についてということで提出しております。

その中、内容として、伺いたい内容について通告してある分については、一つは、今年度

予算で、下水道事業会計において一般財源の負担を軽減するため、資本費平準化債を借り

入れるとの説明であったが、過去の取組経緯と今後の見通しはどのようになるのかを伺い

ます。 

  二つ目、町債の償還元利金について、現在までの推移と、今後の償還元利金の推移、ま

た逓減していく時期の見通しについて伺います。 

〇議長  総務課長、伊藤善文君。 

○総務課長  ６番、三留正義議員の町の財政についての御質問にお答えいたします。 

  まず、資本費平準化債借入れについてでありますが、去る３月議会定例会の当初予算質

疑の中でも御説明申し上げましたが、下水道事業会計においては、令和３年度から令和６

年度までの４年間を計画期間として、資本費平準化債の借入れを予定しているところであ

ります。 

  この資本費平準化債につきましては、下水道施設の処理場や管路の耐用年数が 50 年で

あるのに対し、下水道事業債の償還年数が 30 年と短いことから、地方債償還の平準化と世

代間の負担平準化を目的とした据置３年・償還 20 年の地方債であります。 

  下水道事業債などの償還は、一般会計から公営企業会計への繰出金の額に連動しており、

水道事業を含めた公営企業会計への繰出金のピークは令和３年度から令和６年度で、毎年

度３億５千万円程度となっております。また、一般会計の公債費償還のピークも令和元年

度から令和７年度までとなっていることから、財政負担の平準化を図るため、令和３年度

から令和６年度まで資本費平準化債を借入れすることとしました。 

  なお、令和３年度は、7,700 万円を借入れし、令和４年度は、公共下水道事業と農業集

落排水処理事業で合計 8,600 万円の借入れを予定しております。 

  次に、町債の元利償還金についての御質問でありますが、主に一般会計の状況について

お答えいたします。 

  町債の元利償還金につきましては、平成 30 年度以前は、７億円台の償還金でありました

が、令和元年度以降は小学校や認定こども園整備など大規模事業に係る償還が始まったこ

とから、８億円台に増え、令和２年度に実施した繰上償還分を除くと令和４年度の８億

5,922 万２千円が直近でのピークとなっております。一般会計の元利償還金については、
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令和７年度まで８億円を超える額で推移する見込みで、令和８年度には 7 億５千万円に減

少し、令和 11 年度以降は７億円を下回る見込みであります。 

  今後も、地方債元利償還金をはじめ、特別会計、企業会計を含めた総合的な財政規律の

確保と中長期的な視点に立った財政運営に努め、安定した持続可能な町政運営に取り組ん

でまいりますので、御理解願います。 

〇議長  ６番、三留正義君。 

〇三留正義  それでは、私も３月の定例会で説明を受けて分かった気でいたんですけれど

も、やはり細かいことを考えていくと分からない、不明な点が多いので、今般の定例会で

皆さんと一緒に勉強させていただきたいと思うので、ひとつよろしくお願いします。 

  まず、資本費平準化資金の性質について、まずお伺いします。今ほど答弁の中で説明い

ただいた耐用年数の 50 年の中で、借入れができる最長期間が 30 年、残った分の 20 年以

内で平準化資金が使える、償還が残っている元金について平準化資金が使えるという説明

だったのか、一応再度確認します。 

〇議長  建設水道課長、石川藤一郎君。 

○建設水道課長  資本費平準化債の性質、制度的な部分でお答えしたいと思います。 

  資本費平準化債でありますけれども、総務課長の説明の中でも一部あって重複しますが、

汚水処理施設の資本整備に係る世代間負担の公平を図るということがまず目的となってご

ざいます。 

  その制度の内容でありますけれども、供用開始後の施設に係る地方債の元金、元金の償

還金から減価償却費相当を差し引いた額に対して発行が認められている地方債でございま

す。元金の償還据置きが３年の 20 年償還ということでございます。 

  制度的なところはそのような感じでございます。 

〇議長  ６番、三留正義君。 

〇三留正義  平準化債については、一応 30 年の元金、減価償却を除いた分を再度借入れと

して起こすことができるということですね。 

  あと、もう一つですね、通常の環境費っていうんですか、水道のほう。水道のほうの企

業債の最長借入れ期間っていうんですか、耐用年数が 50 年なので 50 年なのか、同じよう

に 30 年なのかちょっと分からないので、そちらのほうも合わせてお願いします。 

〇議長  ６番、三留正義君。 

〇三留正義  失礼しました。下水道からということで通告もしてあることから、今の部分

については取り消します。 

  それでは、平準化債に戻りまして、これを昨年から起債していくということで全体の財

政の中で、先ほど町債の償還額のピークの話をしていただきましたけれど、ちょっとイメ

ージ的には据置期間もありますよね、平準化資金って。だから、横にスライドして償還ラ

インが下がってくる速度、カーブがさらに緩やかにはなるのかな、がくがくと下がんない

で、さらにゆったり下がってくるようになって、ちょっと遅くなる、当時のイメージより

は償還額の減少が、軽減してくる速度が遅くなるのかなとイメージしていたんですが、実

態としてどのようなカーブを描くのか御説明してください。 

〇議長  建設水道課長。 
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○建設水道課長  それでは、企業債償還の推移といいますか、減少するラインの説明を申

し上げたいと思います。 

  償還金につきましては、今年度以降、この平準化債借入れ以降ですけれども、償還金自

体はほんとに少しずつ緩やかに右肩下がりになる見込みでございます。それで、残高につ

きましては、さらに緩やかにではありますけども、ピーク、令和４年度以降、目に見える

形で緩やかに右肩下がりで、残高も減少していくというシミュレーションを組んでござい

ます。 

〇議長  ６番、三留正義君。 

〇三留正義  シミュレーション上はゆったり下がってくる。で、一般財源の負担を軽減し

ていくということで、今回は 8,600 万円かな、平準化資金にもっていく。そうすると、一

般財源から 8,600 万円は水道に繰り出さなくてもいいんだという考え方になるんだと思う

んですけれど、一般財源から下水道に繰出金が相当額繰り出されていますが、今年度の予

算、１億４千万円くらいだっけかな、その繰り出されるお金、下水道に限っては一般財源

から繰り出されるものは何らかの国からの措置、交付税措置だとかそういったものが背後

にあるのかないのか、その辺の説明をお願いします。 

〇議長  建設水道課長。 

○建設水道課長  お答えいたします。 

  この資本費平準化債、借入れすることによりまして交付税措置が２分の１、逆にあれで

すね、２分の１、その借入れに対しては減額というような形であります。 

〇議長  ６番、三留正義君。 

〇三留正義  平準化資金を利用した部分については、算定を２分の１減ずる。それで、今、

聞いたのは一般財源のほうからの繰出金、下水道の１億幾らか繰り出して入れる、その金

額に対して 70％だかの交付税措置とかそういうものがあるのかないのかを、今伺ったんで

すが。 

〇議長  総務課長。 

○総務課長  お答えいたします。 

  公債費に対しての交付税措置という部分でございますが、下水道に係る分につきまして

は 50％の交付税の算入率ということになっております。 

〇議長  ６番、三留正義君。 

〇三留正義  交付税措置がある部分もあるということは分かりました。 

  交付税措置があるにしても、２月の決算で、間もなく来る２年度と３年度の決算、迎え

るわけですけれど、今までもそれはもう見込まれてきているという形で町が運営されてい

るわけでしょうけれども、改めて入ってくるのはそういうことではないということで、大

きな財政のほうに話をまた戻していきますけれども、今、町債、そして、水道もそうです

けど企業債、実質公債費比率という形で夕べも改めて読ませてもらったら、これ非常に重

要なポイントだなと思って見てきたんですけれど、企業債も当然その中に入ってくる、町

債も入る。 

  そういった中で、知事の許可が要るラインが 18％ということで、私、表の 25 と 35％し

か見てなかったんですが、改めてちょっと説明を見たら、18％が危険なライン、赤信号だ
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よということで、うちの町が 12.5％ぐらいですか。今まで出ているものが令和２年 12.8

という数字ですけれども、町の標準財政規模、その他いろいろ要素を勘案すると、うちの

町の償還元利金が少し重くなってくるっていうのが、やはり 13％ちょっと超えてくると、

償還元利金がやや重い、財政の中でちょっと圧迫してくるっていうような感じなんだなっ

ていう、18％までいったら相当なものになってしまう。そしたら、今後もこの実質公債費

比率はやっぱり十分注視していかなくちゃいけない部分だなと思って見ていましたけれど

も。 

  ピークの話で、令和７年から下がり始まるというようなお話だったかと思うですけど、

これもちょっと私も単純には理解しにくくて、僅かな金額でも繰越明許だとかちょっと送

られていく、翌年度にスライドしていく部分もあるので、必ずしもどんぴしゃでこう７年

かっていうと、その間にまた何か過疎債なりね、何か介護の施設で、昨日もお話があった

ようですけれど、何かどうしても必要なものがあって事業をやるなんていうと、必ずしも

こういかなくなってくるのかな。そしたら、起債できないとかそういうことではないんで

すけれども、やはり何か今の段階では７年で逓減してくる、はっきり分かるようになるっ

ていうことだと思うんですけれども。 

  今現在、町で実施計画、今年は実施計画というか総合計画上の事業はできる。だから、

お金がないわけではない。歳出の積上げで歳入が賄っていける、だから、うちの町は別段

何ら問題はない。それは、私も承知していますけれども、ただ伸び代分、要は起債につい

て新規に起こすと、償還元利金で押されてくる。だから、そこら辺のバランスなんですけ

れども、今後の推移として特定事業などは、今、私は知り得ないんですけれども、今後の

考え方としての進め方、どういうふうな警戒というか注意点を、今、お持ちなのか、考え

方としてお示しいただきたいと思います。 

〇議長  総務課長。 

○総務課長  お答えいたします。 

  今現在、町でシミュレーションについて先ほど申し上げましたが、令和７年度以降緩や

かに減少していく、７億円台を下回るのが 11 年度という部分の、今、シミュレーションを

組んでおるところでございます。 

  こちらのほうにつきましては、まず実施計画上では、令和６年度までの事業費を見込ん

だ上で、７年度以降につきましては、ある程度の事業規模を予想して町債をどれだけ足り

るかという部分、ある程度の数字を見込んだ上でシミュレーションを組んでいるという形

でしております。 

  先ほど、大規模事業これから総合計画の策定があるという部分につきましても、まだ具

体的にどういう事業規模で、どういう形で実施するのかという部分は不透明な中ではござ

いますが、先ほど申し上げましたように、今後緩やかに減少、起債の償還額のピークも減

っていくということの中で、もし大規模事業実施するとなれば、それを踏まえた上でのス

ケジュール感でやっていきまして、その逓減分の中で新たな部分の財政事業的な部分は飲

み込めるんではないかという形で、今、シミュレーションを組んでるということでござい

ます。 

〇議長  ６番、三留正義君。 
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〇三留正義  収入、資金不足では事業、当然できなくなってしまうので、見合った形でや

っていくということですね。ただ、その中でも急遽必要な構造物なり、そういった施設が

要求されるなんていうことも、また災害ですかね、そういったこともなきにしもあらず。 

  そういったことで、今、うちの町で一番弾力構造の中で働きを持っている、支出上も活

躍しているのが財政調整基金だと思います。財政調整基金の補正前、今お手持ちで分かる

残高と財政調整基金の計算して出てるか出てないか分かりませんが、年間平均残高、一定

の基準日で毎月 12 個を足して 12 で割る。そうすると、平均残高っていうのが出てくるか

と思うんですけど、もしその数字があれば併せてお願いしたいと思います。 

〇議長  総務課長。 

○総務課長  お答えいたします。 

  財政調整基金の推移ということでございますが、一応手持ちの資料の中で平成 30 年度

末での残高ということでお答え申しますと、平成 30 年度末におきましては８億 500 万円

程度、令和元年度につきましては７億 1,300 万円、令和２年度では７億 5,100 万円という

形になりますので、それを平均しますと大体やはり８億円弱ぐらいの予算、直近３か年の

分では財調残高となっております。 

  あと、一応これから議案の中で申し上げますが、令和３年度末では申し上げますと、約

９億 8,500 万円程度の財調の残高の見込みとなる予定でございます。 

〇議長  ６番、三留正義君。 

〇三留正義  先行して数字を出してもらった部分もあって、大変申し訳ありません。 

  この財政調整基金そのものが年度末残高で追っていくと、ちょっと動きというか年間の

平均ベースが分かりにくいなと思ったんですが、それは後で直接伺いに行きますので、年

間のベースは後で伺いますからそれはいいです。 

  その財調の在り方というのは、私は今の状態でまあまあいい線行ってるのかな、多から

ず少なからず、常時７億円あるわけではないのでそれも承知してます。ですから、瞬間的

にぼんっと入れれば、年度末とかになればそういうふうに残高が上がるということだと思

います。 

  そういった中で、やっぱりこの財調もきりきりに、なかなか使うということは考えにく

いのかな。そしたら、適正運用、安全な財政運用の中で財調の有用性っていうのかな、そ

ういったものについてより高まってきたのかと思うんですが、財政のほうでの認識、緊張

感というのはどういうような考え方を持っているのか、ちょっとお聞きしたいと思います。 

〇議長  総務課長。 

○総務課長  お答え申し上げます。 

  財政調整基金という分につきましては、財政の調整の部分もございますが、やはり今現

在の財政状況の中で、この残高がある程度見込みでいきませんと、ある程度持続可能な調

整運営という部分はできないのかなと考えております。 

  したがいまして、今後も様々な部分で行財政改革なりを進めまして、ある程度の経費の

削減も含めまして、これだけの財調残高を目指して財政運営をしていきたいというような

形で考えております。 

  ですので、やはり緊張感を持ちながら、今後も財政運営は進めていきたいというような
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考えで思っております。 

〇議長  ６番、三留正義君。 

〇三留正義  今まで、ちょっともやもやしていたところがかなり鮮明になってきました。

毎年毎年一定の額を上下水道に一般財源からお金を繰り出して運用してもらっている。資

金不足分、減価償却費相当というようなうたいでしたかね。ですから、公営企業法では、

赤字じゃなくて一般財源からお金を入れて健全な状態になるというような仕組みに何か読

んだところそのようなことでしたから、うちの町のどの事業をとっても非常にすばらしく、

よくできているんだなと、私も改めて認識したところです。 

  ただ、緩みというか、ちょっとその弾力性が少しずつ失われているというか、硬直して

きてるなっていうのも間違いないのかな。それは、数字上私も感じてはいます。ただ、い

ろいろプラス要因、ふるさと納税だとか、今後もいろいろな要素が歳入側で期待できると

ころもあると思いますので、今後も今この瞬間の状態だけじゃなくて好転していく要素も

あるだろうと思っています。 

  それで、最後になんですけど、なかなか容易じゃない財政の中で、ちょっと時期が遅く

なりましたけれども、町なかの道路について一般質問でいろいろ訴えた町民の方の声など

を届けた補修、そういったものが南浦線だとか、ああいったところも町がやっと手当がで

きてよかったなと感じているので、時期が遅くなりましたけれど、町当局の方には一定の

評価をしたいと思いますので、この場を借りて言葉にさせてもらいました。 

  これで、私の一般質問は終わりたいと思います。 

〇議長  ９番、多賀剛君。 

〇多賀剛  皆さん、おはようございます。９番、多賀剛でございます。 

  今定例会に２件の一般質問の通告をしておりますので、通告に従いまして順次質問をさ

せていただきます。 

  まず初めに、西会津町歴史文化基本構想についてお尋ねをいたします。 

  西会津町歴史文化基本構想は、数多くの町民の皆さんが策定に関わり、３年間の策定期

間を経て、後世に残すべき歴史、文化、風土記をまとめ、今後の歴史文化行政の指針とな

るものであります。 

  早いもので、今基本構想が策定されてから４年が経過しようとしております。その間、

地域の人々が企画、立案、実施する各種の歴史・文化・探求のツアーや、町観光交流協会

との共催によるまちのお宝を再確認する、あるいは再発見する取組が盛んに行われてきた

ようであります。残念ながら、ここ２年間ほどはコロナ禍にあって多くの人を集めての開

催ができない状況でありましたが、今年度からはウイズコロナ、感染状況を見ながら再度

実施に向けて取り組んでいただきたいところであります。 

  本構想の目的は、文化財をその周辺環境まで含めて総合的に保存・活用し、地域おこし・

町おこし・ひいては観光に活かすことを目的にするものであります。本構想への取組の現

状と今後の展望、課題について何点かお伺いをいたします。 

  １点目に、本構想の具現化に向けた取組はどのようになっているのか、お伺いをいたし

ます。 

  ２点目に、まちの宝はまちの魅力でありまちの財産であります。本町の有形無形文化財



 88

等のさらなる周知が必要と思いますがいかがでしょうか。 

  ３点目に、これ私の個人的な懸案でもありました本町の上小島遺跡、芝草・小屋田遺跡

から出土された縄文土器群が、昨年県重要文化財に指定されました。この機会に、以前よ

り提案しておりました縄文で町おこし、４年前に開催した縄文シンポジウム、あるいは企

画展、縄文土器展のようなことができないのか、今後の展望についてお伺いをいたします。 

  ２件目の質問といたしまして、中学校の部活動体制についてお尋ねをいたします。 

  去る６月１日付の新聞報道によりますと、スポーツ庁の有識者会議は、中学校の休日部

活動指導は 2025 年度までに、地域移行を目指すとの報道がされました。以前より地域のス

ポーツ団体との融合・調整、あるいは指導体制の課題が指摘されてきたところではありま

すが、この報道を素直に捉えるならば、今後はより具体的な対策が求められようとしてお

ります。 

  教職員の働き方改革が叫ばれる中、自然な流れなのか、あるいはやむを得ない流れなの

かは分かりませんが、教育現場での混乱が危惧されるところであります。 

  我々の時代は、必ずその競技やスポーツに精通した先生がいて、部活の顧問あるいは指

導はその先生が担当し、部活も教育の一環だと当たり前のように見てきた世代としては、

これからどうなるのか多少戸惑いを感じるところであります。 

  本町のような山間部の学校に関しては特例もあるようではありますが、生徒数減、教職

員数減ともなればいつかは学校だけでは対応できない時期が必ずやってきます。本町の今

後の取組はどのようになるのか、また、この部活の地域移行に関してはどのようなお考え

なのかお伺いをいたします。 

  以上、私の一般質問といたします。 

○議長  生涯学習課長、齋藤正利君。 

○生涯学習課長  ９番、多賀剛議員の町歴史文化基本構想についての御質問にお答えいた

します。 

  町歴史文化基本構想は、町内に存在する文化財を指定・未指定、有形・無形にかかわら

ず幅広く捉えて的確に把握し、総合的に保存・活用して、歴史と文化を生かしたまちづく

りを推進するため、学習院大学教授で元福島県立博物館館長の赤坂憲雄先生を策定委員長

とし、町内の有識者に調査等の御協力をいただき、平成 29 年度に策定いたしました。 

  これまでの間、歴史文化基本構想推進の一環として、33 年ぶりに、国・県・町の指定文

化財の概要をまとめた西会津町の指定文化財を昨年度改訂いたしました。また、途絶えて

しまった屋敷人形芝居の再興に向けた取組も開始したところであります。そのほか、町観

光ガイドの会とにしあいづ観光交流協会では、車峠や束松峠のトレッキングを開催するな

ど、関係団体でも歴史文化基本構想を推進する活動を行ってまいりました。 

  さらに、今年度、歴史文化基本構想の具現化を強力に推進するため、公民館内に歴史文

化基本構想推進室を設置いたしました。 

  この４月には、町内の歴史・文化、観光、地域おこし等に係る有識者を構成員とする歴

史文化基本構想等推進委員会を開催いたしました。今後は、推進室を拠点に活動してまい

ります。 

  次に、文化財のさらなる周知については、毎月町広報紙の最終ページに、各地域で大切
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に守られてきた地域の歴史遺産について紹介した「にしあいづ物語 100 選」を連載してお

り、現在、62 選目まで進んでおります。今後も町広報紙を通して周知してまいります。 

  そのほか町ホームページなどを活用し、町内外に対して文化財に関する情報発信を行っ

ております。今後とも様々な媒体を使って情報を発信し、まちの宝である文化財をより多

くの方々に知ってもらうよう努めてまいります。 

  なお、先ほども申し上げました、改訂版西会津町の指定文化財を町ホームページやケー

ブルテレビ、回覧で販売を周知したところ、町内はもとより、町外在住者からも問合せや

購入をいただいているところであります。 

  最後に、縄文で町おこしについては、平成 29 年 12 月議会定例会において、出土した縄

文土器の常設展示場への設置と縄文土器を活用した町おこしについて、議員から御提案や

御質問をいただきました。そのうち、出土した縄文土器の常設展示場への設置については、

現在、スポット的に小・中学校や道の駅にしあいづ、ふるさと自慢館、町役場町長室、町

公民館に展示しているところであります。 

  常設展示場の整備は、町歴史文化基本構想でも歴史文化の館として計画しているところ

であり、縄文土器を活用した町おこしの中核となる施設であります。歴史文化基本構想等

推進委員会において、町おこしについて十分検討いただき、常設展示場の整備については、

町の事業計画や優先度、財政面等も考慮しながら検討を進めてまいりたいと考えておりま

す。 

○議長  学校教育課長、佐藤実君。 

○学校教育課長  ９番、多賀剛議員の御質問のうち、中学校の部活動体制についてお答え

します。 

  議員御質問のとおり、公立中学校の運動部活動改革を検討するスポーツ庁の有識者会議

は、５月 31 日、中山間地域等を除き、令和７年度末を目標に、休日の部活動指導を地域の

スポーツクラブや民間事業者などに委ねる地域移行を実現すべきとする提言を了承したこ

と、さらに６月６日に、本提言をスポーツ庁長官へ提出したとの報道がありました。 

  この提言においては、学校単位での部活動の運営は困難になると判断し、少子化の中で

も将来にわたり子供たちがスポーツに継続して親しむことができる機会を確保すること。

また、教員の長時間労働の解消が喫緊の課題で、教員の働き方改革等を推進すること。さ

らに、地域の持続可能で多様なスポーツ環境を一体的に整備し、子供たちの多様な体験機

会を確保することなどを目指すとされております。 

  この提言に関しては、５月上旬、福島県町村教育長協議会から、短期間での意見集約が

あり、本町からは、「中山間地域で人口減少の中、地域総合型クラブチームを新たにつくる

ことや指導者不足等の課題が山積している。また、会費の問題や休日の練習等での生徒の

体力負担も心配である。トップダウン、またスケジュールありきではなく、地域の実情・

実態を把握し、地域の実情ありきで時間をかけて多様な選択肢のある移行検討が必要であ

る」との意見を提出したところであります。 

  なお、文部科学省や県教育委員会からの正式な通達等が、現在、町教育委員会へは示さ

れていないことや、中学校長会においても、十分な情報共有はなされていないことから、

具体的な検討には至っていない状況であります。 
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  今後、中学校部活動の在り方について、本来の部活動の趣旨、少子化対策に向けたスポ

ーツ競技の持続可能な取組方や、文科系部活動への対応等を総合的に考え、学校関係者、

スポーツ団体、近隣町村等と連携を図りながら、本町の実態や実情を踏まえ、十分検討し

ていく必要があると考えております。 

〇議長  ９番、多賀剛君。 

〇多賀剛  それでは、順番に再質問をさせていただきますけども、まず、歴史文化基本構

想についてでございます。 

  御答弁いただいた内容は、十分理解したところでありますが、いわゆるこの具現化に向

けた進捗状況等のお尋ねしたのは、質問してて言うのはあれなんですけど、この２年間は

確かにコロナ禍にあってなかなか人を集めて計画をつくったり、集めて実施したりってい

うのは厳しかったということは十分、聞いておいて承知してるんですが、要は町のいろん

な計画がありますけども、基本構想があれば、その次は基本計画があって、日付、予算等

が張りついた実施計画という中で、より具体的な計画移行に進む段取りがあるわけなんで

すが、今の御答弁だと、これから歴史文化基本構想推進委員会でそれを決めてくというこ

となんですか、まずそれをお尋ねします。 

○議長  生涯学習課長。 

○生涯学習課長  再質問にお答えいたします。 

  歴史文化基本構想推進委員会の中で、その辺について検討をしていく。今のところはざ

っくばらんなところで、意見をいろいろ出していただいて、今後の方向性をその中で決め

ていきたいというようなことで考えております。 

〇議長  ９番、多賀剛君。 

〇多賀剛  分かりました。要は、今、歴史文化基本構想ができてから４年経過したという

話しましたけど、その歴史文化基本構想をつくる上で、構想策定委員会というのは 27 年か

ら３年間かけてやってきたわけですね。だから、策定に着手したとこから見れば、８年も

うたとうとしているということであります。一般的に、十年一昔ということを言われます

けども、最近はもう 10 年なんていうスパーンじゃなくて、５年、６年で相当時代背景が変

わって、状況が変わってきてるということでありますので、よりこれからは歴史文化基本

構想推進委員会ですか、より具体的な、先ほどの実施計画になるような、いつまでに、ど

のようなことを、どれだけのお金をかけてやらなきゃいけないっていうことをｷｲﾓﾝでっつ

うか、コロナもウイズコロナということで、今年度あたりは少し穏やかになりつつあるよ

うでありますから、積極的に強力に進めるという話になりますけど、その辺をもう一度御

答弁ください。 

○議長  生涯学習課長。 

○生涯学習課長  先ほども御答弁させていただきましたが、今年度初め、４月に歴史文化

基本構想推進委員会第１回目を開催いたしました。今後も、この後すぐにその委員会を開

催しまして年度内に何回か開催いたしまして、歴史文化基本構想推進計画の推進に向けて

取り組んでまいりたいと考えております。 

〇議長  ９番、多賀剛君。 

〇多賀剛  この歴史文化基本構想って、私としては大変大切な構想であり、計画であると
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私は認識してるんですが、どうしても今の時代、せちがらい世の中っていうかね、もう喫

緊に切羽詰まった生活に直結するような対策、施策を重要視されがちであります。生涯学

習課長もどうしても我々の仕事は、例えば文化財指定されたとか何かいっても、あまり町

民生活に直結しないんで自嘲的な話をされますけども、だからこそ私はあえて、こういう

時期だからこそ、日の当たるようなことが必要なのかなという思いがあります。 

  先ほど、少し急いでね、あんまり悠長に構えていられないよっていうことは７年、８年

計画考えたときから進んでいれば、実際に集落の年中行事だったり、お祭りだったり、例

えば念仏だったり、継承できない、もうできなくなってきてるという現状がもう身近に相

当数あるという話があります。そういう意味でも、あんまり生活に、明日の飯には直結し

ないけども、喫緊の課題として取り組んでいただきたいという思いでお話をしました。今

の積極的に強力に進めるということでありますから分かりました。 

  あと、周知の方法でありますが、西会津町の指定文化財、これ 33 年ぶりに平成元年から

改訂されて今回出したということで、私も拝見しました。大変中身の濃いいいものになっ

ております。こういうのできたんだから、もっと広く配ればいいかななんて言ったらば、

先を越されて我々には配っていただきましたので、それはそれでよしとして、お尋ねした

らば一部千円でしたっけ、それで注文を募ったところ、今現在 50 部、60 部程度の予約申

込みがあったということであります。私はこんなことではなくて、もっと多くの方に、こ

んないいものできたんだから買っていただいてっていうか、手に取って見ていただけるよ

うにしていただきたい。 

  そのために、周知の方法として、これいろいろジャンルごとに分けて、これを基にいろ

いろ何とか塾とか何とか勉強会とか何かというのを積極的に今年度あたりは、これを教科

書、テキストにしてやっていけば、もっと町の文化財に対しての興味、喚起というかね、

周知の方法になるのかなと思いますが、それもみんなこの推進委員会で決めることなのか

もしれませんけどね。心配なのが、せっかくこんないいものを作っても、町史みたいに公

民館の倉庫で山積みになるようなことのないように考えていただきたいと思いますが、こ

の周知の方法、これの活用方法というの何か具体的に考えてますか。 

○議長  生涯学習課長。 

○生涯学習課長  御質問にお答えしたいと思います。 

  今ほど、議員からも御説明あったとおり、平成元年に作りました西会津町の指定文化財

を 33 年ぶりに改訂いたしました。今現在の最新の状況になったものを作らせていただい

たということであります。こちらの指定文化財の本につきましては、指定文化財を皆様に

周知していただく基本となるものとして大変重要な書物、本だなと認識しております。 

  その辺の活用の方法につきましては、推進委員会等の御意見等も頂きながら、町内部で

も公民館講座で活用するですとか、その辺の検討を今後鋭意進めてまいりたいと考えてお

ります。 

〇議長  ９番、多賀剛君。 

〇多賀剛  ぜひ、そうしていただきたい。せっかくね、これだけのものができたんですか

ら、ぜひ多くの方に、一人でも多くの町民の方、町民ばっかりではなくて多くの方に見て

いただければなという思いでおります。 



 92

  次に、縄文文化というか縄文遺跡に関してお尋ねしますけども、私はこれこだわってい

るわけではありませんけども、私は、以前も言いましたけどもいろんな視察で、いろんな

自治体に行くと必ず出土した土器群、土器だとか土偶だとか拝見しますが、本町の土器よ

りも立派なやつは見たことがない、極端な話しですけども。十日町の国宝になってる火焔

土器なんか見ましたけども大したこと、大したことないっていうと語弊ありますけども、

うちのに比べたならば、何かうちのん、もっと立派なやり方、やつでねえかなという思い

がありますしね。聞いたらば、いろんな仕掛け方によって国宝にもなるし、国の重要文化

財にも県の重文にもいろいろ振り分けられるというような話もありますので、私、県の重

要文化財で満足するもんでないなという思いであります。 

  それで、縄文というの、私、実は高校時代の恩師が本町の遺跡発掘なんかでもお世話に

なってる山﨑四朗先生、恩師なんですが、その方が高校のとき、私、言われたことあるん

です、「何でここに遺跡があるんだ」と。そのとき、どんな答え言ったかよく覚えてません

が、いわゆる遺跡があるというのはそこに住む価値がある、いいところだから住んだんだ

っていうことなんですよね、古代人から。何千年、１万年以上の歴史の中ではその土地が

地殻変動だったり、川の流れが変わったりいろんな状況の変化はあったでしょうけども、

旧石器時代、獲物を追いかけてきた古代人が、あるところに定住するようになるんですよ

ね。縄文初期、縄文中期というのは、何でかっていったらばやっぱりそこ住みやすいから

なんですよね。近くには木の実があったり、獲物となる食料が獲れたり、水場があってね、

そこでは魚も獲れたかもしんない。縄文後期、弥生につながる時代には耕作が始まって、

稲作が始まる時代になればそこに肥沃な大地があったかもしれない。 

  そういうのを突き詰めていくと、この町は古代人から住んでた、ほんとにいい土地なん

だ、いいところなんだっていうところは、温故知新という言葉ありますけども、本当に再

認識されるべきもんだなと思います。今、移住、定住だとか企業誘致だとか、いろいろ町

の施策として取り組んでますけども、ほんと古代人が住んでたっていうことはいろんな生

活する上でいいところだった。もしかしたら、自然災害が少ない場所だったかもしんない。 

  そんなところで、やっぱり縄文を生かして、縄文人が暮らしていた土地だから、今もい

いところなんだよというＰＲの仕方もあると思いますので、私の４年前に国学院大学の小

林先生の話を聞いたり、あの後芸術村で縄文土器展なんかを見たりしたときに、これはも

っと、そういう意味を込めてアピールしなきゃいけないなと感じたもんですから、毎回言

うわけではありませんが、縄文にもう少し光を当てることができないかなという思いでお

尋ねしました。いかがでしょうか。 

〇議長  多賀議員、表現の仕方に御注意願います。 

  教育長、江添信城君。 

○教育長  私も、西会津に来て、最初に話したのが不易と流行ということで、ほんとにこ

の西会津を知れば知るほどこの歴史文化の深さを感じました。この不易をしっかりと、私

たちは後世に伝えていくという大事な使命があるのかなと思います。 

  そういう意味で、この歴史文化基本構想、この中に基本方針ということは四つございま

す。その中に、歴史文化を生かしたまちづくりのための人づくりをすると。あともう２点

目に、地域の歴史文化を保存、継承する。３点目にまちの宝の歴史文化を地域活性化に生
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かす。それとあとは文化財の管理運営マニュアルを確立する。そういう意味では、人づく

りという部分では、生涯学習課もいろんな講座をやっていたりとか、また学校ともリンク

しながら人づくり、また西会津観光交流協会では、先ほど答弁したようなガイドをやった

りとか、そういう意味で人づくりについてもう動きはしております。また、歴史文化の保

存継承という部分では、今年度、有形ですと、なかなか時間がたつたびになくなってしま

う部分がありますので、今年度それをデジタル化しようということで、今、町のいろんな

古文書をデジタル化をする動きも出ております。そういう意味では保存、継承の動きを出

してます。 

  次に、今あった生かすという部分で、この歴史文化を、今議員おっしゃったように、縄

文からのすばらしい文化がありますので、その文化を生かすようなそういう動きを、先ほ

ど言った歴史文化基本構想の委員を中心に、どのように生かしていけばいいか、その辺を

具体的にやりながら、今後、今議員がおっしゃったように、有形、無形にかかわらずいろ

んな文化を発信して、町の魅力を地域内外に発信できるようなそんなものを今話した歴史

文化基本構想室を中心にしながら、今年度取組を開始してまいりたいと思いますので、御

理解いただきたいと思います。 

〇議長  ９番、多賀剛君。 

〇多賀剛  分かりました。先ほどの繰り返しになりますが、歴史文化でそんな昔とか語っ

たって、今日明日の飯の種にはなんねえべという見方されるかもしれないんですが、私は

大切なことでありますので、ぜひそんなふうに取り組んでいただきたいと思います。 

  質問を変えます。 

  中学校の部活動について、御答弁、学校教育課長からいただきました。いろんなね、学

校教育課長の話も聞いたし、いろんな報道等々を精査すると、今回はスポーツ庁の勇み足

っていうかね、フライングぎみな報道なのかなっていう感覚で、私は捉えました。何でか

っていうと、先ほど御答弁ありましたけども、文科省でも特別な指示がないし、文化部も

あるわけですよね、文化庁も何も特別なこと言ってないということで、スポーツ庁がこれ

からのスポーツの部活に対して、独自の考えを述べたのかなっていう感じで、私は確認し

たところであります。 

  ただ、そんな中で、したら、現状、本町の学校なんか見てると、やっぱり毎年出生する

子供の数が 30 人前後っていうのが続いております。ということは、そのまま上がってくれ

ば、生徒数だとか、生徒数が減ってくれば当然教職員の数も減ってくるというようなこと

は分かるわけです。昨日だか、町長の答弁で、いわゆる人口ビジョンを見ればこういう推

計されるんだということがありましたけども、生徒数だって同じでございます。 

  そんなときに、やっぱり何らかのこれから我々の育った時代、我々が子育てした時代と

は違う対策がこれからは必要になってくるのかないう思いでありましたので、具体的なこ

とはこれからということでありますが、教育長、今後のね、そういう中学校の部活に関し

ての基本的な考えだけ伺わせてください。 

○議長  教育長、江添信城君。 

○教育長  今後の部活動の在り方について、町としてのというか、私個人として現在まだ

教育委員会からも特にないですので、まず、少子化対策で、今言ったように、生徒数が減
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少してくることは事実であります。また、先生方の働き方改革という点も考慮していかな

きゃいけない点もあります。 

  しかし、今回スポーツ庁の話の、先ほど勇み足というふうに話がありましたが、まず、

生徒たちの実態が生徒の意見が全く反映されてきてない。それと、学校での先生たちの話

合いがここに加わってないという部分が、私も議員おっしゃるような勇み足的な考えがあ

るかな。地域移行ありきということで文化庁は進めていますが、その地域移行の可能性も

ありますが、やはり本町のような中山間地域、地域でそれだけの部活動なりの要素を担え

るかというと、かなり厳しい部分があります。 

  そういう意味で、やはり都市型中心的な地域移行という形のものをイメージしていたの

かなとは思いますが、そういう意味では全国的に見たときには、やはり過疎化の地域が非

常に多い分がありますので、その辺を十分考慮していきながら一番いい形を、やはり生徒

主体、生徒ありき、また学校ありきを検討しながら、十分話をしていきながら、中には地

域移行できる部活動もあるかもしれませんが、その辺やはりよく協議していかないと、せ

っかく子供たち中心に進めてきた運動系の部活動、また合唱系等のいろんな文化部のクラ

ブ活動は、ここで何か変なようになってしまっては大変ですので、よく生徒、また学校、

また地域と連携しながら、一番いい形を本町としても見つけていきたいと考えております

のでよろしくお願いいたします。 

〇議長  ９番、多賀剛君。 

〇多賀剛  分かりました。初めに、私も確認しとかなきゃいけなかったんですが、私の認

識だと、教育長も同じだと思いますけども、中学校の部活動っていうのは教育の一貫なん

ですよね、それだけちょっと確認させてください。 

○議長  教育長。 

○教育長  教育課程の中には位置づいてというか、ないんですけども、やはり、中学校の

本来部活動があったという部分では、やはり中学校の思春期の成長、また体のアンバラン

スという部分で、部活動を通しながら心のそういう育成をしていくという大変重要な活動

が部活動にあるかと思います。 

  そういう意味では、その辺を今までの中学校が担ってきたという部分がありますので、

私はそこをしっかりと見据えていかないといけないのかなとは思ってます。教育課程の中

には位置づいていませんが、やはり教育活動という部分でしっかりと支援していかなきゃ

いけないのかなと思ってます。 

〇議長  ９番、多賀剛君。 

〇多賀剛  私も教育長と同じ認識でございます。そうであれば、このスポーツ庁の発表を

見たときに、休日の部活動を地域移行する、それがうまくいけば平日まで地域の方々に移

行していきたいというような話ですから、そうなったら学校から全く離れちゃうんじゃな

いのという、私は危惧したものですから、今のようなお考えであればそれは私は安心しま

した。 

  ただし、先ほど来言いましたように、生徒数減、教職員数減が続けば、学校だけでは対

応、対処できない時期っていうのは、遅かれ早かれ、私は来ると思っとります。そんな中

で、全くね、スポーツ庁の提言したようなこと、有識者会議が言ったようなことにはなっ
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ては、私はいけないと思うんですが、そうなったときに、やっぱり地域のスポーツクラブ

の方々の力のお借りしなんなんような時期が来る。 

  そんなときは、やっぱりあくまでも教育の一貫、教育のあれではないけども、教育の一

環とするならば、主導権争いじゃないけど、何ていうのかな、やっぱり学校はしっかりと

そのスタンスを維持しながら、あくまでも地域の方にはお手伝いしてもらうというような

そういうコミュニケーションだとか、いわゆる調整ですね、そういうことをしっかりこれ

からやっていかなきゃいけない、あるいは、他地域とのスポーツ団体との融合というかね、

調整なんかも必要となってくると思いますが、その辺はいかがでしょう。 

○議長  教育長。 

○教育長  本町には、地域学校共同本部活動があります。また、学校運営協議会でコミュ

ニティースクールということで、そういう意味では本町は地域との連携という部分で大変

学校教育は進んでおります。そういう意味では、やはり地域とよく連携をしながら、どう

いう形がいいのかという、先ほどもありましたように、地域で担える運動もあるかと思い

ます。その辺をどうこれからやっていくかということを、その共同本部、また学校運営協

議会の中で、地域の方を交えながら、話をしながら進めていきたいと考えております。 

〇議長  ９番、多賀剛君。 

〇多賀剛  目指すところは、我々町長もよくおっしゃいます。本町の子供たちっていうの

は町の宝でありますから、ぜひ生徒たちには有意義な中学校生活を送っていただいて、将

来の町の宝としてこれから活躍できる人材に育ってほしいという思いでお尋ねいたしまし

た。 

  今回は、大変有意義な御答弁をいただきましてありがとうございました。 

  以上で、私の一般質問を終わります。 

○議長  青木議員、続けて行いますので。 

  青木議員に申し上げます。読み原稿の質問だけしていただいて、答弁は午後にしたいと

思いますので、よろしくお願いします。 

  10 番、青木照夫君。 

〇青木照夫  10 番、青木照夫でございます。 

  今次の一般質問は、健康と医療費削減についてと、空き家の危険家屋についての２項目

を提出しております。 

  順次、質問させていただきます。 

  初めの、１項目の健康と医療費削減についてお尋ねいたします。 

  今や人生 100 歳時代といわれ、健康を推進する自治体が増えています。半世紀前の言葉

に人生 50 年と言われた時代がありました。今では、高齢者の中にあっても、現役で農業に

従事されている方や定年を迎えられても継続して元気に勤められている方など、普通社会

となりました。同時に、高齢化とともに、体の不安を抱え、介護生活を送られている方も

現状におられます。 

  そこで、お尋ねします。 

  高齢化社会の中にあって、医療費など増加傾向にあると思われますが、後期高齢者の医

療費の推移など、現在の状況などお伺いいたします。 
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  次に、鎌田實先生はじめ、諸先生などが各地区で健康教室を開かれておりますが、その

取組は医療費の削減がつながることが予測され、期待されます。今後、健康増進計画の内

容や目標を町民に分かりやすく周知してはいかがですか、お尋ねいたします。 

  次に、当町での男女の平均寿命と男女の健康寿命の年齢は何歳ですか。また全国の健康

寿命と当町の健康寿命の差などをお伺いいたします。 

  次に、町民を健康を推進するために、健康寿命の年齢目標を設定すべきと思いますがい

かがですか。 

  次に、高齢者でも、医師にかからず元気に過ごされている方などがおられます。70 歳を

ベースに、３年、５年、10 年と医師にかからない方などに恩典を与えるとことによって、

健康を維持する目標を持たせてはいかがですか。 

  次の質問であります。 

  空き家の危険家屋対策についてお尋ねいたします。 

  いまや、少子高齢化に伴い、年々空き家が増加し、全国的な社会問題となってます。当

町も空き家と危険家屋が増え続け、衛生や防犯、または景観にふさわしくない空き家など

が目立ち始めていることから、お尋ねいたします。 

  一つ、当町では、危険家屋や、雪害などで倒壊し撤去が進まない家屋が増え始めていま

す。空き家及び危険家屋の件数など、西会津町全体の現状をどう把握されているのかをお

尋ねします。 

  次に、危険家屋や景観にふさわしくない家屋の解決策は、条例などが必須とされますが、

今後も少子高齢化に伴い、後継者不足から生じる空き家などが確実に増えることから対策

が急務であります。当町の対応策はどのように捉えておりますか、その考えをお伺いいた

します。 

  次に、倒壊家屋や危険家屋などが国道や県道沿いに目につく家屋があります。いまだ撤

去や処理などが進まないようですが、今までの取組や対応できない原因はどこにあるのか

をお尋ねします。 

  最後に、今まで町が支出した空き家など適正管理解体補助金の件数と補助金などは幾ら

になっておりますか、お伺いいたします。 

  以上の２点が私の質問であります。よろしくお願いいたします 

○議長  暫時休議します。（１１時２０分） 

○議長  再開します。（１３時００分） 

  午前中に、10 番、青木議員よりの質問は終了しておりますので、これより町より答弁を

求めます。 

  健康増進課長、矢部喜代栄君。 

〇健康増進課長  10 番、青木照夫議員の御質問のうち、健康と医療費削減についての御質

問にお答えいたします。 

  初めに、後期高齢者の医療費の推移についてでありますが、町に住所のある 75 歳以上及

び一定の障がいのある 65 歳以上 74 歳以下の方で認定を受けた方が加入する後期高齢者医

療制度の加入者は、４月１日現在で 1,618 人となっており、町全体の 27.9％を占めており

ます。被保険者の減少と新型コロナウイルス感染症関連の受診控え等もあり、全体の医療
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費は減少傾向となっております。 

  次に、健康増進計画の周知についてのおただしですが、令和２年度から８年度の西会津

町健康増進計画（第２期）は、幸せになる健康づくり「百歳への挑戦のその先へ」をキャ

ッチフレーズに、からだの健康、こころの健康、つながりの健康の３つの健康目標を柱と

した健康づくりにより健康寿命の延伸に取り組んでいるところであります。健康増進計画

につきましては、策定後に全戸に概要版を配布したほか、本編につきましては町ホームペ

ージに掲載しております。 

  また、令和元年度から鎌田實先生をアドバイザーに迎え、新たな健康づくりに取り組み、

保健師等の専門職の育成と地域に出向く健康講座を開催し、住民が主体となった健康づく

りを行っております。 

  この４月には３年間の集大成として、健康づくり特別講演会を開催し、前半、健康増進

計画の策定検討委員の方と専門職が連携して実践してきた取組を「さすけねぇ輪の健康づ

くり」と題し、活動報告を行い、後半に鎌田先生から３年間の総括を含め「しあわせが拡

がる健康づくり」と題し講演をしていただいたところであります。講演会の模様は、５月

に２週間にわたり町ケーブルテレビで放映したほか、広報紙においても特集記事を組み、

町民の皆さんにお知らせしたところです。 

  このように健康増進計画に基づく取組については、広く周知を図っておりますが、今後

も町民の方へ分かりやすい発信に取り組んでまいります。 

  次に、平均寿命と健康寿命についてですが、まず、平均寿命とはその年の出生児が、死

亡状況などが今後変化しないと仮定したときに、平均してあと何年生きられるかを算出し

たものであります。本町の平均寿命は、平成 27 年の調査で男性が 80.1 歳、全国では 80.8

歳で、マイナス 0.7 歳差となっており、女性は町が 86.6 歳、全国では 87 歳で、マイナス

0.4 歳差となっております。 

  次に、健康寿命についてでありますが、健康寿命とは、健康上の問題で日常生活が制限

されることなく生活できる期間であり、福島県ではこの健康寿命の考え方を基本に、要介

護者数のデータを加味して算出した健康寿命を、お達者度として公表しております。本町

の令和元年度の 65 歳時におけるお達者度は、男性が 16.77 年、年齢にして 81.77 歳、全国

では 18.21 年、年齢にして 83.21 歳、マイナス 1.44 歳の差となっております。そして、女

性が、町が 21.82 年、年齢にして 86.82 歳、全国では 21.21 年、年齢にして 86.21 歳、こ

ちらはプラス 0.61 歳の差となっております。しかし、お達者度の算定に当たっては人口規

模が１万２千人未満の市町村では、わずかな死亡数の違いで数値が大きく変動する可能性

があるため、あくまで参考値として公表されておりますので、御理解願います。 

  次に、健康寿命の年齢目標を設定すべきではないかとのおただしにつきましては、第２

期の健康増進計画の中で、計画の最終年度の令和８年度に国の平均を目指すこととし、男

性は 82.1 歳から 82.92 歳へ、女性は 84.55 歳から 85.94 歳へと年齢目標を設定しており

ます。 

  次に、医師にかからない方へ恩典を与え、健康を維持する目標についてでありますが、

町では、早期発見・早期治療を目指し、がん検診等を無料とするなど各種健診事業に力を

入れています。必要な際は適切に受診し、重症化することなく生活できることが大切であ
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り、一人一人が自分の健康に関心を持ち、自ら目標をもって健康管理が実践できるよう、

家庭自動電子血圧計購入費補助事業や健康ポイント手帳事業などを行っております。 

  このような補助事業を通し、高齢者全体を支援していきたいと考えておりますので、御

理解願います。 

〇議長  町民税務課長、渡部峰明君。 

〇町民税務課長  10 番、青木照夫議員の御質問のうち、空き家の危険家屋対策についての

御質問にお答えいたします。 

  １点目の空き家及び危険家屋の現状についての御質問にお答えいたします。 

  令和４年４月１日現在の空家は 713 棟で、内訳は住宅で 382 棟、付属屋などその他が 331

棟であり、その内、危険家屋は７棟であります。 

  次に、空き家に対する町の対応策についての御質問でありますが、平成 26 年６月に西会

津町空き家等の適正管理に関する条例を制定し、条例に基づき、空き家の所有者に対する

適正管理の推進や指導等を行ってきたところであります。 

  また、令和２年 12 月に、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく西会津町空家等

対策協議会の設置及び西会津町空家等対策計画を策定したところであり、計画書の基本方

針として、空家化の抑制・予防、空家等の利活用促進、管理不全状態にある空家等の抑制・

解消の３本柱を定め、本計画に基づき空家等対策を進めているところであります。 

  具体的な対策といたしましては、令和３年度に空家解消のための利活用及び解体に係る

補助事業の見直しや、空家等の相談窓口を一本化し、空家等所有者への利便性向上と、空

家等情報の一元管理を進め、情報共有に努めてきたところであります。また、固定資産税

の納税通知書に空家等の利活用及び解体に関する補助事業のチラシを同封するなど、空家

等対策に係る啓蒙活動を行っております。 

  さらに、今年度中に、空家等の所有者に対し意向調査を実施する予定としており、空家

等の実態やニーズ等を把握し、空家等対策を推進してまいる考えでありますので、御理解

願います。 

  次に、倒壊家屋や危険家屋などの処理や、撤去が進まない原因についての御質問であり

ますが、主な要因は、解体に係る費用が 200 万円から 300 万円と高額で、費用負担が困難

なため、解体ができないことが考えられます。 

  しかし、解体に係る補助金を 50 万円から 100 万円に見直しを行ったことで、徐々に解

体に向けた相談件数が増加傾向にあり、本年度の当初予算に空家解体補助金として 500 万

円を計上し、危険空家等の所有者に補助事業の活用による解体を勧めているところであり

ます。 

  次に、町が支出した空き家等適正管理解体補助金の件数と金額についての御質問であり

ますが、これまで、３件で 300 万円の補助実績となっております。 

  町といたしましては、空家等の管理は所有者の責任で行っていただくことが原則ではあ

りますが、空家等に係る相談への対応や、利活用及び解体に係る補助制度のＰＲに努める

など、空家等対策を継続して推進し、町民の安全・安心の確保に努めてまいりますので、

御理解願います。 

〇議長  10 番、青木照夫君。 
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〇青木照夫  順次、再質問させていただきます。 

  まずは、健康と医療に関することでございます。後期高齢者の医療の推移はコロナの関

係もあり減少しているということは理解しました。 

  ２番目の鎌田實先生の健康教室、それは医療費削減につながると、町民に分かりやすく

周知してはという題でございますが、ここに今、答弁もいただきました。これから、集大

成で３年間のことを報告ということの答弁がありますが、その前に分かりやすくシンプル

なっていうことの、私は捉え方でお話ししたいと思います。 

  当時、20 数年前、山口町長が国民健康保険税の上昇を抑制するという高齢化に伴う予防

医療に、トータルケアのまちづくりっていう 100 歳への挑戦を掲げ、老後も安心して住め

るまちづくりを展開して、全国に注目され、町民にはシンプルで取り組みやすいテーマで

あったと思います。現在、確かに今最善の取り組まれをされて、全国で有名な鎌田先生を

お迎えして、また各地区では、何名かで懇談会、または説明会などお話合いをされている

ことを私も２回ほど参加させていただいて理解しております。 

  ただ、その中で、今、３年間で集大成ということの中で、私はせっかく鎌田實先生のそ

の内容、私は心に響いてるのは、やっぱり健康体操、三つのテーマをいただいているわけ

ですが、皆さんも御存じのようにスクワット、おでこ体操、それから、かかと落とし、こ

れを本当に隅々まで実践しているのか、私はそれがどうなのかと心配していることからの

質問であります。 

  やはり、健康寿命を促進させるためには、せっかくのそういうアイデア、三つ、私なり

に今、やらせてもらっているのは、四拍子で音楽を取り入れて、それで５回、約６分か８

分これを毎日やらせてもらってます。今の状態では、皆さんの講演の中で、年に数回その

体操をやっていらっしゃるということでありますので、そうではなくて、町全体が今後や

はりケーブルテレビもありますし、朝１回、夜１回、10 分以内ならみんな町民が挑戦でき

るんじゃないかなと、私はそういうふうに日頃から思っています。 

  そういうことですので、健康寿命を促進するためには、私なりにそういうことで自分な

りに実行させていただいておりますが、それは今後町の執行部の皆さんに判断していただ

いて、そして、成果ある選択をしていただきたいと思います。 

  次に、男女の平均寿命と健康寿命の数字のお正しをいただきました。そこで、全国的な

平均寿命、今、西会津町残念ながらマイナスの数字のお話を聞かせてもらいました。それ

で、健康寿命、これはお達者度ということで、ここの数字の中で、私ちょっと疑問を感じ

た数字があります。それは、普通健康寿命っていうのは、先日の厚労省の発表の中で男性

が全国の平均ですと、男性が 72.14、女性が 74.79、この発表がありました。 

  ところが、今御答弁いただいたのは、これ私の見方が間違っているならあれですけども、

男性は 82.10 歳、それから女性は 84.55 歳、これ間違いありませんか。 

〇議長  健康増進課長。 

〇健康増進課長  お答えいたします。 

  先ほど答弁いたしました数値については、県が発表しておりますお達者度ということで

ございまして、この数字については最新のものは、最新といいますか国と比較できるもの

が 2016 年の数字ということで、そういった数字を使っているために、今ほどおっしゃられ
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た数字はどこからの数字かというのは、こちら把握しておりませんが、私ども、今答弁し

ましたのは、県で発表した数字ということで御理解いただきたいと思います。 

〇議長  10 番、青木照夫君。 

〇青木照夫  県で発表されたということでありますが、平均寿命は男性は、このお達者度

クラブよりも短いわけですよね。本当は、健康で、介護もお世話にならない、自分なりに

健康で生活してますよ、できますよっていう数字は、私は、先ほど私が申し上げた、これ

は４、５日前の新聞報道の数字です、お達者度っていうのか健康寿命です。元気でいられ

る、それが男性が 72.14 歳、それで女性が 74.79 歳、それで、平均寿命が男性は 80 点何が

しでしょ、やっぱり女性は 86 点何がしでしょ。その中で、男性が健康寿命が 82.10 歳って

いうのは納得できませんが、これ間違いないですか。82 点ですよ。平均寿命よりいってま

すよ。 

〇議長  健康増進課長。 

〇健康増進課長  お答えいたします。 

  町で健康増進計画に載せております健康寿命の目標でございますが、これにつきまして

2018 年 12 月ですから平成 30 年 12 月に、県が市町村別のお達者度、健康な期間の平均の

算定結果ということで、65 歳時のりの平均余命ということで、西会津町については 65 歳

から 18.95 歳、これは男性の数字でございます。女性については 65 歳から 22.82 歳とい

うことで平均余命が算出されております。 

  議員、先ほどおっしゃられた数字とは算定の根拠が恐らく違うんだろうと思います。そ

の辺については、確認させていただきたいと思います。 

〇議長  10 番、青木照夫君。 

〇青木照夫  その数字に対しては、じゃあ確認していただきたいと存じます。 

  次に、町の健康寿命、今言ったことなんですが、私は自分で買物に行きます、歩けます、

用足しできます。その健康の目標、私はその目標を設定すべきではないかと。先ほど申し

上げた山口町長は 100 歳挑戦、当時びっくりした一人でありますが、私は今の数字、健康

でお世話になんないで頑張れる数字を、私はここで掲げてもらいたいということの質問だ

ったんですが、これは今の課長との数字が合わないということですが、私なりに先ほど言

った全国の平均が男 72.14、女性 74.79 であれば、健康寿命 80 歳という、私なりの解釈で、

健康寿命 80 挑戦というシンプルな言葉を掲げたらどうだということでございます。 

  それは、今言った数字の合わないということでありますので、私の一方的な提案で終わ

らせていただきます。 

  それで、５番目の高齢者が医師にかからない、元気に過ごしている人に恩典を与えたら

いかがですかということに対して、確かに町でもいろんな面でポイント、健康ポイント、

血圧計購入、いろんなそういう手当をやってらっしゃいます。ただ、私はそれは自己申告

でないとできない。 

  私の申し上げてるのは、年に１回、その人の医療にかかったあれが毎年来るわけですよ

ね。それで、今年ある 90 歳を超えられた方が亡くなりました。それで、そのお話を聞かせ

ていただいたら、今まで医者にかかったことがない。それで、亡くなる半年前にお医者さ

んにお世話になったと。あと、もう一人の方は 80 歳を出ていらっしゃる方が「私はまだ薬
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も飲んでない」、そんなびっくりしたお話も聞かさせていただいたことから、私はここで申

し上げてる医療費削減ということであれば、私は今言った 80 歳健康寿命達したならば、お

金でいう 10 万円とか、それを差し上げますっていうような私なりの考えで話をさせてい

ただいておりますが、前は 100 歳でいろんな手当をやった、私はそういう 80 歳まで何でも

健康でそういうお世話になってないという人であれば、その削減費が私はそこに充てても

いいんじゃないかということで、ここで申し上げました。その点はいかがですか。 

〇議長  健康増進課長に申し上げます。先ほどの健康寿命ね、あれ国のｹｲﾁｮｳ目指すという

ことで、設定してるっていうことで答弁していますよね、答弁のあれ見ると。男性は 82.10

から 82.9 にしたい、それから女性は 84.55 歳から 85.14 歳と年齢も設定してると。でも、

青木議員は設定してないっていうことで、そういうふうに受け止めてるんですよね。だか

ら、それを併せて、今の答弁と二つになりますけど、それと併せて答弁してください。設

定してるから、その辺の勘違いのないように。 

  健康増進課長。 

〇健康増進課長  御質問にお答えいたします。 

  １回目の答弁でも申し上げましたが、健康寿命による年齢目標の設定ということで、町

では男性が令和８年度には 82.92 歳へ、女性は 85.94 歳へと目標年齢を設定してございま

す。 

  それから、健康な方への恩典というお話でしたが、町で現在も 100 歳到達時には特別敬

老祝い金ということで、祝い金の支給を行っております。それから、高齢になっても病院

にかからないというのは非常にいいことかなと思いますが、例えば、恩典を与えることに

よって受診控え等そういった方向に行くのも逆効果かなと考えておりますので、今町がや

っております、答弁で申し上げましたが、健康ポイント手帳事業、それから、自ら血圧を

図っていただくですとか、そういった積極的な健康習慣に向けての取組に助成するといっ

た方向で広く支援するということで、取り組んでまいりたいと考えております。 

〇議長  10 番、青木照夫君。 

〇青木照夫  今はそういうお答えをいただけましたが、次に、質問を変えさせていただき

ます。 

  危険家屋の空き家対策についてでありますが、先ほどの１番目の数字を見させていただ

きました。この 713 世帯の中に、危険家屋が７家屋。今は、町の世帯数は何世帯になって

いらっしゃいますか、全体の町の世帯数。 

〇議長  町民税務課長。 

〇町民税務課長  町の世帯数の御質問でございますが、本年６月１日現在で 2,540 世帯と

なっとります。 

〇議長  10 番、青木照夫君。 

〇青木照夫  ということは、数字の計算ちょっとありませんが、４世帯に１軒ぐらいは空

き家になってる計算になりませんか。今、状態、この数字から見ると。ということは、今

は昨年度の質問のやり取りの中で、今、人口減少が第一課題であると、町長もおっしゃっ

ていらっしゃいました。当然そうです。人口減少は空き家イコールなんです。ですから、

私はこれを取り上げさせていただいたんです。 
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  これから、どんどん後継ぎの方がいらっしゃらない、若い人が戻ってこないということ

になれば、どんどんどんどん空き家が増えるばっかりです。ですから、私はこの人口減少

と空き家対策は絶対に取り組んでいただきたいと思います。答弁の中にも、いろんな施策

で、これから空き家のないような取組をやりますということを聞かせていただきました。

それは当然であります。町民税務課も本当にいろんなことで、壊れたり、空き家になった

り、いろんなそういう目配りが大変かと思います。 

  その中で、全国では空き家対策課という自治体が設けてあるところがございます。それ

だけ、法律的なこと、いろんなこと、大変なことを取り組まなくてはいけないということ

で、そういう課がございます。これから、繰り返しますがますます増えていきます。今、

我が町の野沢町内だけの話ですけど、今約 110 軒、私の調べたところは 110 軒空き家にな

っております。そういう中ですので、これは真剣に町長筆頭に町民税務課、あとは皆さん、

やっぱり真剣に取り組んでいただきたいと思います。 

  それで、目立つところの空き家があるということで、取組がなかなか進まないんじゃな

いかなという私の指摘でありますが、大きな原因としては何がございますか。 

〇議長  町民税務課長。 

〇町民税務課長  お答えをいたします。 

  空き家の解消がなかなか進まないというような御質問でございますが、まず、撤去につ

きましては、撤去費がかなり高額であるというようなことでなかなか解体費用を捻出でき

ないというのが考えられます。 

  あと、生活の場が町外にありまして、そういった方については地元、町内にある生まれ

た家が、それの思いがだんだん薄れてきてて管理が行き届いていないというようなことで、

だんだんだんだん特定空き家が増えていくのかなという具合に考えてございます。 

〇議長  10 番、青木照夫君。 

〇青木照夫  まあ、そういうふうな取組も大変かと思います。実際、公費で壊すとなれば、

大変な金額になると思います。それで、取り組めないということも理解できます。であれ

ば、その意味で壊せないという意味の中に、意図的にここを壊すと、更地にすると固定資

産税が６倍になると。だから、そのまま置くんだなんていう、中にはいらっしゃるんです。

だから、そういう方もいらっしゃいます。いろんな面で、土地の所有者、家屋の所有者、

まちまちで、それはいろんな問題があって取り組めない。また、経済的な理由でそこは自

分たちでやれない。補助 100 万円ぐらいあってもやれないという方もいらっしゃると思い

ます。 

  その中で、この答弁の中にもいろんな角度でこれから取り組んでいきますということで

あれば、私は今現在そうなってるにはもう仕方がないということの受け取り方ですが、今

後、もしこの家が来れなくなった家とか、危なくなった家とか、その以前に取り組んで、

事前に話合いをするとか、そういうことなどはいかがでしょうか、取組の姿勢伺います。 

〇議長  町民税務課長。 

〇町民税務課長  お答えをいたします。 

  現在、今、議員がおっしゃったような方につきましても、町では家屋の状態が変化した

ときには必ず通知を差し上げてございます。近所からの苦情等もあった場合も、その所有
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者にお伝えしているというようなことで、適正管理を進めていただくようにお話をしてご

ざいます。 

  さらに、それをやらなかったことによって、例えば第三者に危害があった場合は、損害

賠償も求められるというような法律上、民法上のお話も、また所有者は適正管理をしてい

かなくちゃいけないということで、建築基準法または空き家の特措法によって所有者の責

任ということでお話をして、できる限り解体なり適正な管理をしていただくということを

させていただいております。 

  そういった啓蒙活動も含めまして、これまで計画に沿って進めてきたわけですけども、

だんだん自己資金によります解体の件数であるとか、そういったのも増えてきておりまし

て、全く進んでないということではなく、一歩ずつ前に進んでいるということで町は認識

してございます。 

〇議長  10 番、青木照夫君。 

〇青木照夫  補助金は、約 500 万円の計上をされたというでございますが、それは 100 万

円としたら５軒ぐらいあったのかなと受け取らせてもらいます。 

  その中で、一つの方法としては、先ほど言った固定資産税が更地になると６倍上がると。

それが決まってるわけです。であれば、その前に取り壊しても我が町はその２分の１でい

いですから、壊してくださいよというような方法もある自治体は取り組んでいらっしゃる

ということもあります。それは、今やってくださいというわけではありませんので、なる

べくそういうふうに更地にして、危ないところはそういう固定資産税は半分でいいですよ

と。そういう取組をしている自治体もありましたので、今、話をさせていただきました。

それ、やってくださいというわけでありませんので、また皆さんで検討していただければ

と思います。その点に対してはいかがですか。 

〇議長  町民税務課長。 

〇町民税務課長  ただいま議員のおっしゃいましたことは、特例措置ということで家屋が

その土地に建っている場合ですと、６分の１に軽減されると。土地の評価額が６分の１に

なって税金も安くなるということでございます。ただ、家屋がなくなると、当然土地の評

価額が元に戻るということで上がるわけですけども、ただ、家屋を撤去したから税金が今

まで以上に高くなるかというと、一概にはそうはいえないところもございます。 

  例えば、宅地が広かったりすれば家屋の固定資産税、土地の固定資産税、合わせて 10 万

円であったものが家屋を取り壊して土地だけで 10 万円を超えるかというと、その土地の

面積とか、あとは評価額によって変わってきます。宅地が小さければ、６倍になったとし

ても、これまで家屋が建っていた固定資産税よりは安くなるということも、土地が狭けれ

ばなるほどそういったことも起きますので、必ずしも６倍になる、高くなる。土地だけを

見ればそうなんですが、家屋も含めて計算しますと安くなる場合もありますし、逆に広い

宅地であれば高くなってくると、評価額も高ければ高くなるというような現象も起きてく

ると思います。 

  ただ、その土地に関して、減免するという規定は現在のところございません。で、町の

貴重な財源でもございますので、議員のおっしゃいました御意見につきましては、慎重に

検討していきたいなと思いますけども、御理解いただきたいと思います。 
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〇議長  10 番、青木照夫君。 

〇青木照夫  最後に、もし空き家にして固定資産税が払われなかったら、何年になったら

それが倍になるとか、そういうことっていうのはありますか。それ、分からないもの、あ

るですか。固定資産税が３年、５年出ていっちゃって払わない。その家はずっと同じ固定

資産であれなんですか。それとも、価格が上がるんですか、その点一回教えてください。 

〇議長  町民税務課長。 

〇町民税務課長  家屋の固定資産税についてお答えをいたします。 

  固定資産税につきましては、毎年評価替えがなければ、毎年同じ額ということで、３年

経過、５年経過で高くなるというようなことは、評価額が上がれば高くはなりますけども、

下がれば評価額が下がって税金も安くなるということであります。 

  ただ、今のところ評価額も変動がございませんので、毎年同じ額と思っていただければ

よろしいかと思います。 

〇議長  10 番、青木照夫君。 

〇青木照夫  価格は変動しないということなんですが、私が言ったのは払わなかった場合

の話なんですが、固定資産税が私、もうほったらかして何年も払わない、そんな話。 

〇議長  町民税務課長。 

〇町民税務課長  固定資産税を払わなかったらという御質問でございますが、払っていた

だけないという場合については滞納、延滞金がつきますし、だんだん高くはなります。そ

の分は加算されていきます。 

  ただ、こちらとしてもできる限り町外の人についても、居住する近くにある銀行の預金

調査であるとか、あと居住している自治体にその情報、税金の納入の状況なども調査をさ

せていただいたり、できる限り納めていただくように連絡をして、納付いただくように事

務を進めているところでございます。 

〇議長  10 番、青木照夫君。 

〇青木照夫  これで、一般質問を終わらせていただきます。 

○議長  以上をもちまして、一般質問を終結いたします。 

  日程第２、議案第１号、西会津町税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認につい

てを議題とします。 

  本案についての説明を求めます。 

  町民税務課長、渡部峰明君。 

〇町民税務課長  議案第１号、西会津町税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認に

ついて御説明申し上げます。 

  本案につきましては、町長が提案理由で御説明申し上げましたように、地方税法の一部

を改正する法律が本年３月 31 日に公布され、４月１日から施行されたことに伴い、議会を

招集する時間的な余裕がありませんでしたことから、地方自治法第 179 条第１項の規定に

より、改正法令の公布日と同じ、本年３月 31 日付で専決処分により調製いたしましたの

で、議会の承認をお願いするものであります。 

  本条例の主な改正内容といたしましては、法人町民税の申告納付につきまして、地方税

法等の改正に伴う項ずれの修正、固定資産課税台帳の閲覧について、ＤＶ被害者等の保護



 105

のための制度の追加、貯留機能保全区域の指定を受けた土地に係る課税標準を定め、その

特例措置についてわがまち特例の割合を定める規定の新設、熱損失防止改修工事等いわゆ

る省エネ改修工事等を行った住宅に係る特例の拡充に伴う改正、商業地等に係る令和４年

度分の固定資産税の特例の追加などであります。 

  それでは、議案書に基づき、改正内容につきまして、御説明申し上げますが、併せて条

例改正案新旧対照表１ページを御覧ください。 

  西会津町税条例の一部を次のとおり改正する。 

  第 48 条は法人の町民税の申告納付についての規定でありますが、法改正による項ずれ

を修正するものであります。 

  第 73 条の２は、固定資産課税台帳の閲覧の手数料、第 73 条の３は、固定資産課税台帳

に記載されている事項の証明書の交付手数料についての規定でありますが、それぞれＤＶ

（家庭内暴力）被害者等の保護のための制度を追加する改正であります。 

  続きまして、附則の改正であります。 

  附則第 10 条の２は、法附則第 15 条第２項第１号等の条例で定める割合についての規定

でありますが、第３号から第 23 号までは地方税法等の改正に伴う項ずれの修正、第 24 号

は特定都市河川浸水被害対策法第 53 条第１項の規定により指定された貯留機能保全区域

内にある土地の固定資産税または都市計画税の課税標準について定めたものであります。 

  附則第 10 条の３は、新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようと

する者がすべき申告についての規定でありますが、熱損失防止改修工事等いわゆる省エネ

改修工事を行った住宅に係る特例の拡充に伴う改正であります。 

  附則第 12 条は、宅地等に対して課する令和３年度から令和５年度までの各年度分の固

定資産税の特例についての規定でありますが、商業地等に係る令和４年度分の固定資産税

についての特例を追加する改正であります。 

  次に、附則について申し上げます。 

  第１条は、施行期日についての規定であり、この条例は、令和４年４月１日から施行す

るものであります。 

  第２条は、固定資産税に関する経過措置を定めるものであります。 

  以上で、説明を終了させていただきますが、よろしく御審議をいただきまして、原案の

とおり御承認いただきますようお願い申し上げます。 

〇議長  これから、質疑を行います。 

  ９番、多賀剛君。 

○多賀剛  今回のやつは、第 179 条の１項の専決処分の承認ということでありますが、内

容は分かりました。 

  文言というか、言葉、具体的なことで聞きたいことがあるんですが、いわゆる固定資産

税台帳の閲覧についてＤＶ被害者等の保護のための制度をつくるっていうことなんですが、

具体的にはどのような宣言をつけるなのか、どのような制度になるのかということと、あ

と今ほど説明のあった貯留機能保全区域の指定というのがありましたけども、本町におい

ては貯留機能区域というのは存在するのかどうなのか。その２点をお尋ねします。 

〇議長  町民税務課長。 
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〇町民税務課長  多賀議員の御質問にお答えをいたします。 

  ＤＶ被害者等の保護のための今回の追加でございますが、台帳の閲覧の際、住所等が載

ってますと、それが情報が洩れてしまうということでそれを削除する文言の追加でござい

ます。要は、被害に遭われている方の住所が分からないようにするということでございま

す。 

  あと、貯留に関する本町での対象地でございますが、本町においては対象地はございま

せん。ただ、法改正によって条例も改正するということでございますので御理解いただき

たいと思います。 

〇議長  ９番、多賀剛君。 

○多賀剛  じゃあ、確認なんですが、ＤＶ被害者等の保護ということであれば、墨消しの

ような状態で住所を確認できないようにして閲覧をさせるということになるんですか。閲

覧はできるけども、住所とか何かは確認できない状況にしてやるっていうことでよろしい

ですね、それだけの確認です。 

〇議長  町民税務課長。 

〇町民税務課長  お答えをいたします。 

  閲覧はできますが、そういう情報は全て消して閲覧が可能ということになります。 

○議長  ほかに。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長  これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

（「討論なし」の声あり） 

〇議長  討論なしと認めます。 

  これから、議案第１号、西会津町税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認につい

てを採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  異議なしと認めます。 

  したがって、議案第１号、西会津町税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認につ

いては原案のとおり承認することに決定しました。 

  日程第３、議案第２号、令和３年度西会津町一般会計補正予算（第 10 次）の専決処分の

承認についてを議題とします。 

  本案についての説明を求めます。 

  総務課長、伊藤善文君。 

○総務課長  議案第２号、令和３年度西会津町一般会計補正予算（第 10 次）の専決処分の

承認について御説明いたします。 

  今次の補正の主な内容でありますが、さきの３月議会定例会終了後に、特別交付税や地

方譲与税等の額が決定したことに伴う補正などであります。 

  特別交付税等の額の決定が年度末となり、議会を招集する時間的余裕がなかったことか
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ら、地方自治法第 179 条第１項の規定により、本年３月 31 日付で専決処分により調製いた

しましたので、同法同条第３項の規定により、議会の承認をお願いするものであります。 

  それでは予算書を御覧ください。 

  令和３年度西会津町の一般会計補正予算（第 10 次）は、次に定めるところによる。 

  歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３億 1,841 万５

千円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 71 億 4,179 万３千円とする。 

  第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。 

  補正の内容でありますが、事項別明細書で御説明いたします。 

  ６ページを御覧ください。 

  まず、歳入でありますが、２款、地方譲与税、１項１目、地方揮発油譲与税 750 万４千

円の増、２項１目、自動車重量譲与税 2,034 万３千円の増、５款、株式等譲渡所得割交付

金、１項１目、株式等譲渡所得割交付金 125 万８千円の増、６款、法人事業税交付金、１

項１目、法人事業税交付金 422 万７千円の増。７ページに移りまして、７款、地方消費税

交付金、１項１目、地方消費税交付金 904 万８千円の増、９款、地方特例交付金、１項１

目、地方特例交付金 316 万８千円の増は、それぞれ額の確定によるものであります。 

  10 款、地方交付税、１項１目、地方交付税２億 5,389 万１千円の増は、特別交付税の額

の確定によるものであります。主な増額の要因は、除排雪経費の増額などによるものであ

ります。 

  14 款、国庫支出金、２項４目、土木費国庫補助金 1,897 万６千円の増は、除雪経費に係

る社会資本整備総合交付金、臨時道路除雪事業費補助金の追加計上であります。 

  次に、８ページを御覧ください。 

  歳出であります。 

  ２款、総務費、１項５目、財産管理費３億 1,841 万５千円の増は、今次補正の剰余金を

財政調整基金に積み立てるものであります。なお、令和３年度末の財政調整基金の残高見

込みは９億 8,534 万８千円となり、前年度末残高と比較して２億 3,406 万４千円の増額と

なりました。財政調整基金が増額となった主な要因は、普通交付税の追加交付分及び特別

交付税の増額などによるものであります。 

  ８款、土木費、１項２目、道路維持費につきましては、補正額はありませんが、除雪経

費に係る交付金、補助金の追加交付に伴い、財源の内訳が変更になるものであります。 

  以上で説明を終了させていただきますが、よろしく御審議をいただきまして、原案のと

おり御承認賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長  これから質疑を行います。 

  ９番、多賀剛君。 

○多賀剛  １点だけ確認の意味を含めてお尋ねしますけども、今回特別交付税が２億 5，

300 万円交付されて、総額で５億円を超えたということであります。過去に５億円を超え

る特交というのは私は余り経験がないんですが、今ほどの説明では除雪経費の増が主な要

因だというようなことでありますが、雪降ったのは本町ばっかりでなくて、全国的に雪が

降っているような状況があります。ただ、除雪回数が例年より多かったというの、私、承
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知しておりますが、果たして除雪だけで、全国的に今年も本島も雪が多かったわけです。

こんなに交付されたのかなという思いがあります。 

  それで、国だってこのコロナ対策でそんなに裕福な財政でない中で、この特交２億５千

万円追加になって５億円もの総額になったっていうのは、どのようにお考えになっており

ますか。 

○議長  総務課長。 

○総務課長  ９番、多賀議員の御質問にお答えいたします。 

  まず、特別交付税が増額になった要因ということで申し上げましたが、先ほども申し上

げましたとおり、やはり除雪経費でございます。昨年度が除雪経費としまして 9,505 万円

ほど見込んでおりましたが、交付されたものが今年度につきましては 1 億 2,343 万８千円

ということで約 2,838 万８千円ほど増額になったということでございます。これにつきま

しては、先ほど議員も申されましたように、除雪回数、出動回数が多かったという部分で

認識しているところでございます。 

  また、それに伴いまして、高齢者の雪下ろしの支援という部分も特別に加算されている

という部分でございまして、こちらのほうで約 380 万円ほどの増額、また、そのほかとい

たしまして、定住自立圏で喜多方市と北塩原村と定住自立圏を構成しておりますが、その

措置額の上限変更によりまして 300 万円の増額、また、国のデジタル化推進に伴いまして、

ＣＩＯ補佐官等の外部人材の登用という部分につきまして、町としては大体 250 万円ほど

増額になっているということでございます。その辺が含まれまして、今回増額の要因とな

ったということでございます。 

  ただ、こちらのほう、先ほど申し上げました増額の要因で除雪経費ということでござい

ますが、それを見込んだとしても満額入っているという部分でございまして、その年によ

りましてやはり措置されなかったという分もございますので、こちらのほうにつきまして

は、必ず措置されるというものではないということで認識をしておりましたが、今回は措

置されたということで認識しておるということでございますので、御理解いただきたいと

思います。 

〇議長  ９番、多賀剛君。 

○多賀剛  私も、この特別交付税に関しましては全て内容がつまびらかにされてないって

いうような話も聞いてますから、なかなか算定しづらいところありますが、要は当初２億

５千万円を組んでたから、それは余計になったからこれよかったばいと、毎年のことです

けどもね。少なめに当初予算で組んでて、恐らくこれは通るだろうと、結果として３年度

は５億円を超えたということで、５億円入ってきたらいいばいってそれだけで、私、済ま

んないなと思います。毎年聞いてるのは、例えば、今総務課長がお話ししたいわゆる予定

した特別交付税、地域おこし協力隊の経費だとか、今おっしゃったようなのはしっかり入

ってきてるのかどうなのかというのは、当然検証してると思います。 

  そんな中で、やっぱりね、今日の一般質問でありましたけど、町の財政計画考える上で

は、やっぱり低く設定してて余計入ってきたからいいわいだけでなくて、やっぱりある程

度、５億円も入ってくるんであれば、私はもう当初予算で３億円とか３億５千万円組んで、

しっかりと予算計画、財政計画をつくってもいいのかなっていう思いがあります、相当開
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きがあるものですから。 

  結果として、最近は４億円、４億５千万円というようなことで入ってきてますから、結

果としてはいいんですけども、長い目で財政計画を考えたときに、やっぱり特別交付とい

う中身、この際しっかりと精査することも必要なんではないかなという思いでありますの

で、その点お尋ねします。 

○議長  総務課長。 

○総務課長  お答えいたします。 

  特別交付税をほぼ満額近く、例年平均ベースで見たらよろしいんじゃないかというよう

な御質問でございますが、一応町といたしましては、用途も申し上げますが、当初予算編

成時にやはり４億円近くのお金を取り崩して町費にしているという部分もございます。そ

の辺も踏まえまして、財政計画上適正な固い見積りをいたしまして、それに伴いまして、

それが多くなった分、当初予算に投入された財調の部分を積み戻すというような形の考え

で財政運営をしております。 

  したがいまして、今まで入ってきたからそれを見たらいいんではないかという分でござ

いますが、もしそれが穴が空いてしまった場合という部分を考慮いたしますと、そういう

不安定見込みで予算の編成はできないということから、そういう固めの見積りで毎年度予

算編成をし、しっかりとした財政計画を立ててるということでございますので、御理解い

ただきたいと思います。 

○議長  ほかに。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長  これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

（「討論なし」の声あり） 

〇議長  討論なしと認めます。 

  これから、議案第２号、令和３年度西会津町一般会計補正予算（第 10 次）の専決処分の

承認についてを採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  異議なしと認めます。 

  したがって、議案第２号、令和３年度西会津町一般会計補正予算（第 10 次）の専決処分

の承認については原案のとおり承認することに決定しました。 

  日程第４、議案第３号、西会津町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を議題とし

ます。 

  本案についての説明を求めます。 

  町民税務課長、渡部峰明君。 

〇町民税務課長  議案第３号、西会津町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につい

て御説明申し上げます。 

  本条例の改正内容は、町長が提案理由の中で御説明申し上げましたように、地方税法施
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行令の一部改正に伴う改正、及び令和４年度分の国保税に係る税率の改正であります。 

  初めに、地方税法施行令の改正に伴う改正について御説明いたします。 

  関係資料としてお配りしておりますＡ３判の議案第３号関係資料、令和４年度西会津町

国民健康保険税の税率改正（案）資料を御覧願います。 

  初めに、１ページを御覧ください。 

  まず、国民健康保険税の課税限度額の見直しについてであります。課税限度額が見直し

され、基礎課税額の限度額が 63 万円から 65 万円、また後期高齢者支援金等課税額の限度

額が 19 万円から 20 万円にそれぞれ引き上げられ、本条例を改正するものであります。 

  続きまして、令和４年度の税率（案）について御説明申し上げます。 

  国保税は、一年間に必要な額から国・県の支出金などを差し引いた額を、被保険者の所

得や加入者数をもとに、世帯ごとに算定し課税されることから、毎年税率の改定が必要と

なります。 

  初めに、税率改正の基礎となります前年度の国民健康保険特別会計（事業勘定）の決算

見込みと、医療費の動向などの所要見込額の考え方について御説明いたします。 

  ２ページを御覧願います。 

  これは、令和３年度国民健康保険特別会計（事業勘定）の決算見込額と令和２年度との

比較表であります。 

  令和３年度の決算見込みにおける歳入合計は７億 9,053 万 2,181 円、歳出合計は７億

7,644 万 974 円であり、歳入歳出差引額は 1,409 万 1,207 円の黒字となります。 

  次に、右の表は、運営基金の状況でありますが、令和３年度末の基金残高は 3,842 万 200

円となります。 

  次に、３ページ下の表を御覧ください。 

  国保税算定の基本となる保険給付費でありますが、県から示された今年度の保険給付費

内示額は５億 2,906 万５千円であり、内示額左の表は、本町における過去の実績等であり

ます。 

  次に、４ページの医療分税率改正に係る資料を御覧ください。 

  まず、下段の歳出でありますが、保険給付費は、県から示された額５億 2,906 万５千円

を計上し、昨年度の本算定時より 2,382 万２千円の増となりました。 

  また、国民健康保険事業費納付金も県から示された額１億 1,221 万 5,139 円を計上し、

昨年度より 848 万 1,431 円の減と、給付費は減となったところであります。 

  国保運営基金積立金は、２ページで御説明いたしました令和３年度の決算見込額の歳入

歳出差引額 1,355 万 3,287 円を計上しました。 

  そのほか、総務費、特定検診等事業費、診療施設勘定繰出金など必要な額を計上し、歳

出総額は７億 832 万 6,426 円となりました。 

  次に、上段の歳入です。 

  国庫支出金、県支出金、一般会計繰入金、保険基盤安定繰入金、国保運営基金繰入金、

その他繰越金等の見込額を計上し、歳出総額から、これらの歳入見込額を差し引きし、不

足する額が、表の１行目、国民健康保険税現年課税分 7,202 万 7,327 円が納めていただく

額となり、昨年度より 506 万 4,237 円の減となったところであります。 
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  次に、５ページの後期高齢者支援分税率改正に係る資料を御覧ください。 

  この後期高齢者支援分は、75 歳以上の方が加入する後期高齢者医療への財政支援として

負担しているもので、県から示された納付金は 4,086 万 2,042 円であり、この額から保険

基盤安定負担金等を差し引きし、不足額である 3,149 万 7,911 円を国保税として納めてい

ただくこととなります。 

  次に、６ページの介護分税率改正に係る資料を御覧ください。 

  この介護分は、65 歳以上の高齢者に係る介護保険制度を運営するために納める介護納付

金の財源として、40 歳から 64 歳までの第２号被保険者から納めていただくもので、後期

高齢者支援分と同じく県から示された納付金は 1,315 万 9,313 円であり、この額から保険

基盤安定負担金を差し引きし、不足額である 1,026 万 7,363 円を国保税として納めていた

だくこととなります。 

  次に、７ページからは令和４年度の税率改正（案）の概要であります。 

  まず、７ページの医療分でありますが、１の税率改正の基本方針として、①の今年度の

国保税として必要な額は 7,202 万 7,327 円であり、収納率は令和３年度実績見込みを勘案

し 96％を見込んだところであります。 

  ②の国保税算定の基礎数値でありますが、本年４月１日現在の世帯数、被保険者数、基

準総所得金額を適正に把握するための基準日として、５月 10 日を設定したところであり

ます。 

  ③の応能・応益の賦課割合につきましては、おおむね 49：51 となるよう調整いたしまし

た。 

  ④の低所得者に対する軽減措置でありますが、引き続き７割、５割、２割の税負担を軽

減することとし、また、後期高齢者医療制度創設に伴う激変緩和措置による軽減につきま

しても引き続き行うこととなります。 

  以上のことを勘案して、税率を計算した結果が２の医療分に係る税率、賦課割合、軽減

額であります。 

  税率でありますが、所得割が 6.66％、均等割が２万 400 円、平等割が１万 5,200 円とな

ります。 

  賦課割合は、応能割が 48.69、応益割が 51.31 となります。 

  次に、低所得者層への軽減額でありますが、均等割額２万 400 円、平等割額１万 5,200

円に対して、それぞれ７割、５割、２割を掛けた金額であります。 

  軽減対象者数は、令和４年度の該当人数は 838 人で、被保険者全体の 54.52％、軽減該

当世帯は 562 世帯で、世帯全体の 60.95％が該当することになります。なお、この軽減さ

れる額の２分の１は国が、４分の１は県、残り４分の 1 は町が負担することになっており

ます。 

  次に、８ページを御覧ください。 

  医療分に係る算定基礎表であります。 

  まず、左側の大きな表の区分１、所得割課税標準額を御覧ください。 

  これは、課税の基本となります所得金額であります。前年度と比較しまして約１億 735

万 7,409 円の減額となったところであり、この要因は、被保険者数 56 人の減と、被保険者
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全体の所得の減、主なものとしては営業所得や農業所得の減であります。 

  次に、右上の表を御覧ください。 

  減税財源として 600 万円を充当し、税率改正の基本方針により積算した結果、一人当た

りの税負担額は昨年度より 1,621 円減額の４万 8,848 円となり、一世帯当たりの税負担額

は昨年度より 1,621 円減額の４万 8,848 円となり、一世帯当たりの税額も 3,903 円減額の

７万 3,106 円となります。 

  次に、９ページを御覧ください。 

  支援分でありますが、①の税として必要な額は 3,149 万 7,911 円で、収納率の 96％か

ら、④の軽減措置の適用については、医療分と同様であります。この結果、支援分に係る

税率は、所得割が 2.97％、均等割が 9,200 円、平等割が 6,200 円となりました。賦課割合

の応能割が 49.19、応益割が 50.81 となります。 

  軽減額でありますが、均等割額 9,200 円、平等割額 6,200 円に対して、それぞれ７割、

５割、２割を掛けた金額であります。 

  軽減該当人数は 838 人で、被保険者全体の 54.52％、軽減該当世帯は 562 世帯で、世帯

全体の 60.95％が該当することになります。 

  次に、10 ページの右上の表を御覧ください。 

  税率改正の基本方針により積算した結果、一人当たりの税負担額は昨年度より 356 円減

額の２万1,383円となり、一世帯当たりの税額も1,169円減額の３万2,002円となります。 

  次に、11 ページを御覧ください。 

  介護分でありますが、①の税として必要な額は 1,026 万 7,363 円で、収納率は 95％を見

込み、以下、②の算定の基礎数値から④の軽減措置の適用については、医療分と同様であ

ります。 

  この結果、介護分に係る税率は、所得割が 2.65％、均等割が１万 600 円、平等割が 5,200

円となります。応能・応益の賦課割合はおおむね 49 対 51 となります。 

  軽減額でありますが、均等割額１万 600 円、平等割額 5,200 円に対して、それぞれ７割、

５割、２割を掛けた金額であります。 

  軽減該当人数は 232 人で、被保険者全体の 52.6％、軽減該当世帯は 207 世帯で、世帯全

体の 53.91％が該当することになります。 

  次に、12 ページの右上の表を御覧ください。 

  税率改正の基本方針により積算した結果、一人当たりの税負担額は昨年度より 8,113 円

減額の２万 4,511 円、一世帯当たりの税額も 9,463 円減額の２万 8,150 円となります。 

  次に、13 ページを御覧ください。 

  この表は、前年度との国保税率及び税額の比較を示したものであります。 

  左の表が令和３年度の税率で、右の表が減税財源として基金から 600 万円を充当した上

で、応能と応益の割合をおおむね 49 対 51 で積算した令和４年度の税率案であります。 

  これにより、令和３年度と比較しますと、医療、支援、介護の合計額は、一人当たり１

万 90 円減額の９万 4,742 円、一世帯当たりで１万 4,535 円減額の 13 万 3,258 円となった

ところであります。 

  それでは、議案書に基づきまして、改正内容について御説明申し上げますが、併せて条



 113

例改正案新旧対照表８ページから御覧ください。 

  西会津町国民健康保険税条例の一部を次のように改正する。 

  第２条第２項は、基礎課税額に係る課税限度額を 63 万円から 65 万円に、同条第３項は

後期高齢者支援金等課税額に係る限度額を 19 万円から 20 万円に改めるものであります。 

  第３条から第５条の２までは、医療分に係る税率等の改正です。第３条は所得割の率を

100 分の 6.66 に改め、第５条は均等割額を２万 400 円に、第５条の２第１号は一般世帯の

平等割額を１万 5,200 円に、同条第２号は特定世帯の世帯割額を 7,600 円に、同条第３号

は特定継続世帯の世帯割額を１万 1,400 円に改めるものであります。 

  第６条から第７条の３までは、支援分に係る税率等の改正です。第６条は所得割の率を

100 分の 2.97 に、第７条の２は均等割額を 9,200 円に、第３条の３第１号は一般世帯の平

等割額を 6,200 円に、同条第２号は特定世帯の世帯割額を 3,100 円に、同条第３号は特定

継続世帯の世帯割額を 4,650 円に改めるものであります。 

  第８条から第９条の３までは、介護分に係る税率の改正です。第８条は所得割の率を 100

分の 2.65 に、第９条の２は均等割額を１万 600 円に、第９条の３は平等割額を 5,200 円

に改めるものであります。 

  第 23 条は、国民健康保険税の軽減額についての改正です。第１項中は、先ほど第２条で

御説明申し上げましたが、課税限度額の改正であります。第１号は７割軽減、第２号は５

割軽減、第３号は２割軽減の軽減額を定めたものであり、均等割額と平等割額の改正に伴

い、軽減額をそれぞれ記載の金額に改正するものであります。 

  同条第２項は、未就学児に係る均等割額の減額措置であり、第１号は医療分に係る均等

割額の減額措置、第２号は後期高齢者支援分に係る均等割額の減額措置として、第１項の

規定による所得によって適用を受ける７割、５割、２割の減額適用後の均等割額について

それぞれ２分の１を減額するものであります。 

  次に、附則第２項は、公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例であり

ますが、地方税法改正に伴い、同条中を同項中に改めるものであります。 

  次に、附則でありますが、第１項は施行期日、第２項は適用区分を定めるものでありま

す。 

  以上で説明を終了させていただきますが、本改正案につきましては、５月 24 日開催の西

会津町国民健康保険運営協議会において、適当と認めるとの答申を頂いております。 

  よろしく御審議をいただきまして、原案のとおり御議決賜りますようお願い申し上げま

す。 

○議長  町民税務課長。 

〇町民税務課長  先ほどの議案書の御説明の中で、第７条と申し上げるところを第３条と、

第３条の３ということで説明をしてしまいました。正式には、第 7 条の３でありますので、

訂正をお願いいたします。 

〇議長  これから質疑を行います。 

  ９番、多賀剛君。 

○多賀剛  今、御説明で内容は分かったわけですが、私の個人的な認識の差が、差という

か考え方もちょっとあるんでお尋ねしますけども、この国民健康保険というのは平成 30 年
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から広域に移行しましたよね。 

  それで、今回の改正によって、税金が下がったということで私はこれはいいことだなと

思いますけども、私は広域化になるということは、さきの一般質問でもありましたけども、

本町はいわゆる 100 歳に挑戦等々で健康なまちづくりを進めて、医療費削減に努めてきた

成果があって、ほかの市町村よりは医療費安くて、国保税も安かったという経緯は承知し

ておりますけども、これからは広域化になった中で、何年かは基金の取崩し等々で多少は

独自性を出せるのかなと思いましたけども、今回は減税財源も昨年は 900 万円入れてたの

が今年は 600 万円ですよね。それで、なおかつ税金も安くなってるということで、これは

たまたま県の広域連合から示された数字あるいは算定基準にのっとって計算したらこうな

ったということなんでしょうけども、たまたまこれは安くなったのか、私は個人的にはだ

んだん広域化するっていうことは、国保税は以前に比べれば少しずつ上がってくるのでは

ないかなという思いでおりましたので、これは何で今回はこんな安くなったんでしょうか。

それ、示された数字だといえばそれまでなんですが、その辺お分かりになればお示しくだ

さい。 

○議長  健康増進課長。 

〇町民税務課長  今回の国保税率の見直しで税率が落ちたと、この要因についてでありま

すが、議員おっしゃるとおりでありまして、平成 30 年度から国民健康保険の財政運営の責

任主体が県になったということで、町で支出します保険給付費、医療費については全額県

のほうで措置されるということでございます。この税率に影響を与えますのは、保険事業

費負担金、県から示されます保険事業費負担金、これが落ちたために税率が低くなったと

いうのが結論でございますが、町の医療費に比べまして、この保険事業の負担金でありま

すが、県全体の医療費の傾向、それから町の所得水準、それから被保険者数、こういうの

を勘案して示されてございます。 

  町のそういった状況を踏まえて設定されたものですので、この要因としては、所得、そ

れから県全体の医療費の状況、そういったことが影響してこの額になったということでご

ざいますので御理解いただきたいと思います。 

〇議長  ９番、多賀剛君。 

○多賀剛  そういうことなんだろうと、私は思っておりましたけども、私は先ほど繰り返

しになりますけども、これからは今までの国保税よりも高くなっていくのかなという認識

でおりましたのでね、まあ、安くなるといえばやっぱり人口減少の中で、被保険者数が少

なくなる等々ありますけども、以前からくれば高額医療なんかも結構かかる人が増えてき

てるようなイメージもありましたので、県全体で医療給付金が下がったのでこういう金額

になったということで了解するしかありませんが、こういう状況がずっと続けばいいんで

すが、あるときはどかんと高くなるようなことを危惧するわけなんです。 

  そんなことはないと思いますけども、御答弁できれば。 

○議長  健康増進課長。 

〇町民税務課長  県統一の国保税になるのが、現時点で予定されてますのが令和 11 年度

ということでございます。将来的なことでございますが、この国保の運営基金については、

それ以降も町の運用ができるという、現時点ではそういう情報を得ておりますので、柔軟
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にその辺は対応できるかなと考えております。 

  先ほど、ちょっと申し忘れましたが、現在医療費が落ちてますのは、コロナにより受診

控えというのが大きく影響しておりますので、申し添えます。 

○議長  ほかに。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長  これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

（「討論なし」の声あり） 

〇議長  討論なしと認めます。 

  これから、議案第３号、西会津町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を採決しま

す。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  異議なしと認めます。 

  したがって、議案第３号、西会津町国民健康保険税条例の一部を改正する条例は原案の

とおり可決されました。 

  日程第５、議案第４号、令和４年度西会津町一般会計補正予算（第１次）を議題としま

す。 

  本案についての説明を求めます。 

  総務課長、伊藤善文君。 

○総務課長  議案第４号、令和４年度西会津町一般会計補正予算（第１次）の調整につい

て御説明申し上げます。 

  今次の補正の主な内容でありますが、国の補助事業である先導的官民連携支援事業の採

択による関係事業費を追加計上したほか、非課税世帯臨時特別給付金の給付、新型コロナ

ウイルスワクチンの４回目追加接種に係る経費などを新たに計上したものであります。 

  それでは、予算書を御覧ください。 

  令和４年度西会津町の一般会計補正予算（第１次）は、次に定めるところによる。 

  歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 8,464 万７千

円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 63 億 464 万７千円とする。 

  第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。 

  繰越明許費、第２条、地方自治法第 213 条第 1 項の規定により翌年度に繰り越して使用

することができる経費は、第２表繰越明許費による。 

  補正の主な内容でありますが、事項別明細書で御説明いたします。 

  ７ページを御覧ください。 

  まず、歳入でありますが、14 款、国庫支出金、１項２目、衛生費国庫負担金 1,400 万円

の増は、新型コロナウイルスワクチン４回目追加接種に係る負担金の新規計上であります。 

  ２項１目、総務費国庫補助金 1,296 万円の増は、補助事業に採択されたことに伴う先導
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的官民連携支援事業補助金 1,296 万円の新規計上であります。 

  ２項２目、民生費国庫補助金 2,954 万６千円の増は、保育士等処遇改善臨時特例交付金

276 万８千円、子育て世代生活支援特別給付金事業補助金 450 万円、非課税世帯臨時特別

給付金事業補助金 2,227 万８千円の新規計上であります。 

  ２項３目、衛生費国庫補助金 1,715 万円の増は、新型コロナウイルスワクチン４回目追

加接種の体制確保事業補助金の新規計上であります。 

  ８ページを御覧ください。 

  ３項３目、教育費委託金 178 万１千円の増は、国のモデル事業採択に伴う幼保小の架け

橋プログラム調査研究事業委託金の新規計上であります。 

  15 款、県支出金、２項４目、農林水産業費県補助金 57 万２千円の増は、農地等の出し

手・受け手の意向等を効率的に把握するためのタブレット端末導入に係る交付金・補助金

の追加計上などであります。 

  18 款、繰入金、２項１目、財政調整基金繰入金 60 万１千円の増は、今次補正において

不足する財源を繰り入れるものであります。 

  20 款、諸収入、５項４目、雑入 803 万７千円の増は、自治区集会所のエアコン等の設置

に係るコミュニティ助成事業補助金 630 万円、事業採択に伴う地方創生に向けて“がんば

る地域”応援事業助成金 150 万円の新規計上などであります。 

  10 ページを御覧ください。 

  歳出であります。 

  ２款、総務費、１項６目、企画費 1,328 万８千円は、先導的官民連携支援事業に係る調

査研究委託料の新規計上であります。 

  １項８目、自治振興費 633 万７千円の増は、一般財団法人自治総合センターのコミュニ

ティ助成事業補助金を財源とした自治区集会所に設置するエアコン購入費 252 万６千円及

び防災備品購入などに係るコミュニティ育成事業補助金 380 万円などであります。 

  １項 10 目、ふるさと振興費 95 万３千円の増は、活力ある地域づくり支援事業補助金 91

万８千円の追加計上などであります。 

  ３款、民生費、１項３目、老人福祉費 122 万２千円の増は、老人憩の家のボイラー及び

浴槽の修繕に係る経費の新規計上であります。 

  １項５目、非課税世帯臨時特別給付金給付事業費 2,227 万８千円の新規計上は、新型コ

ロナウイルス感染症の影響が長期化する中で生活に困っている方々への支援強化として、

住民税非課税世帯に対し臨時特別給付金の給付に係るシステム改修委託料 192 万１千円、

11 ページに移りまして、臨時特別給付金２千万円などであります。 

  ２項１目、児童福祉総務費 56 万６千円の増は、喜多方地方定住自立圏共生ビジョン事業

により４月にオープンいたしました喜多方市のひとづくり・交流拠点複合施設屋内子ども

遊び場に係る負担金の新規計上であります。 

  ２項２目、児童措置費 450 万円の増は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する

中で、食費等の物価高騰に直面する低所得の子育て世帯を支援するための特別給付金の支

給に係る電算処理業務委託料 180 万円、特別給付金 250 万円などの新規計上であります。 

  12 ページを御覧ください。 
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  ４款、１項２目、予防費 3,115 万円の増は、新型コロナウイルスワクチンの４回目追加

接種等に係る人件費や需用費、記載の各種委託料などの新規計上であります。 

  13 ページを御覧ください。 

  ６款、１項１目、農業委員会費 74 万７千円の増額は、農地等の情報収集の効率化を図る

ためのタブレット端末の購入費 49 万６千円などであります。 

  ２項１目、林業総務費 80 万円の増は、電気柵設置に係る有害鳥獣防除事業補助金の追加

計上であります。 

  ７款、商工費、１項２目、商工振興費は、補正額はありませんが、地方創生アドバイザ

ー事業助成金の採択に伴い、財源内訳が変更になるものであります。 

  １項３目、観光費 154 万円の増は、出ケ原和紙のイベント開催等に係る需用費 51 万９

千円、14 ページに移りまして、講習会・イベント等の開催に係る委託料 56 万１千円など

であります。 

  10 款、１項２目、事務局費 126 万６千円の増は、認定こども園から小学校への円滑な接

続を図るためのカリキュラム開発に係る講師及び委員の報償費 40 万６千円、事業実施に

係る需用費 74 万円などの追加計上であります。 

  ４ページにお戻りください。 

  第２表の繰越明許費であります。 

  繰越明許費とは、事業の実施に当たり、年度内に事業の完了が見込めないことから、翌

年度に事業を繰り越しして実施するため、設定するものであります。 

  今回、設定いたしますのは、８款、土木費、１項、道路橋りょう費で除雪機械更新事業

7,940 万円であります。その内容といたしましては、本年度購入を予定しております除雪

ドーザ 14 トン級２台及び除雪ロータリー１台につきまして、新型コロナウイルス感染症

などの影響により、年度内の納入が見込めない状況であることから、繰越明許費を設定し、

必要な期間を確保した上で、入札等の購入手続を進めるためのものであります。 

  以上で、説明を終了させていただきますが、よろしく御審議いただきまして、原案のと

おり御議決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長  暫時休議にします。（１４時５９分） 

○議長  再開します。（１５時２０分） 

  これから、質疑を行います。 

  １番、荒海正人君。 

○荒海正人  １点だけお尋ねします。 

  歳入の部分で、保育士等処遇改善臨時特例交付金、この交付金でどのような保育士の処

遇が改善されるのか、その内容と、あと、臨時特例交付金なんで期限が限られているもの

だと思うわけですけども、今後期限切れた後の対応についても何らか情報があればお示し

いただきたいと思います。 

○議長  福祉介護課長。 

○福祉介護課長  それでは、１番、荒海議員の御質問にお答えいたします。 

  歳入の国庫支出金、民生費国庫補助金のうち、児童福祉費補助金で保育士等処遇改善臨

時特例交付金 276 万８千円ほど新規計上いたしました。この内容といたしましては、保育
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士の現場での働く方々の賃金を引き上げるための国の政策でございまして、令和４年２月

の給料分から適用されているものでございます。内容といたしましては、給与の３％程度

を引き上げるための補助ということで、本町ではこども園の職員、保育士を含めた事務職

員などの職員、また放課後児童クラブの支援員、そういった対象者に対しまして月額給与

に対して処遇手当としての加算金を設けているところでございます。 

  この制度につきましては、議員がおっしゃられますように、臨時特例交付金という名目

でございますので、本年９月分の給与までは町のほうで予算化をして、それに対して特例

交付金として町に歳入が入ってくるものでございます。以降は、３分の２が交付金として

町に入って、３分の１については交付税措置がされるということでその後手当されるとい

うふうな制度設計となっておりますので、御理解いただきたいと思います。 

〇議長  １番、荒海正人君。 

○荒海正人  そしたら、確認なんですけども、対象者としては保育士のみならず関係の職

員の方たちも手当されるというその点確認と、あと９月以降も同じような、そこで切れて

賃金の引上げの措置がなくなるのではなくて、その後も継続的に措置がされるということ

で、確認でよろしかったですか。 

○議長  福祉介護課長。 

○福祉介護課長  御質問にお答えいたします。 

  まず、この臨時特例交付金によって処遇改善がされる対象者でございますが、正規の保

育士職員のほかにパートや臨時といった職員も含まれますし、こども園で働く事務員など

も対象となっております。また、放課後児童クラブの支援員もこの対象となっているとこ

ろでございます。 

  また、９月までの今回の対象となっております期間の先の 10 月からの処遇改善につき

ましても、引き続き処遇改善を行って、それに対して、先ほど申し上げましたその後の交

付金３分の２とあと３分の１の交付税での措置といった制度で、継続して行われるという

ことで御理解いただきたいと思います。 

〇議長  ほかに。 

  ７番、小柴敬君。 

○小柴敬  歳出で何点かお聞きいたします。 

  まず、10 ページになります。企画費の官民連携まちなか再生調査委託の委託料、これの

金額ですけども、まだ予算化されていませんけども、これ県の昨年度のサポート事業であ

りましたデザイン会議との関連ということだと思うんですけども、委託先についてはそこ

と重複するのか、それで、サポート事業に関しては３年間と聞いていますが、今年一年は

この国からのお金で賄ってサポート事業の経過はどういうふうになるのか、お伺いいたし

ます。 

  その次が、自治振興費のエアコン購入のエアコン設置の場所、自治区、それからコミュ

ニティー育成事業ですが、この何に充てられるのかをお聞かせください。 

  それから、13 ページになりますが、13 ページの観光費、観光費のパンフレットのデザイ

ン料の下の翻訳手数料ということは 22 万円計上されてありますけども、この翻訳という

のは何をどういうふうにやるのかをお知らせください。 
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  それから、その次のページの委託料、頑張る地域応援の委託事業ですけども、この委託

先、あと目的について、以上、お願いします。 

○議長  企画情報課長、玉木周司君。 

○企画情報課長  ７番、小柴議員の御質問にお答えいたします。 

  まず、企画費の官民連携まちなか再生調査研究委託料の件でございます。まず、この事

業で、議員お正しのデザイン会議との関連であったり、あとは去年のサポート事業との関

連であったり、この辺につきましてお答えいたしますが、御承知のとおり令和３年度に県

の地域総合新事業、サポート事業を活用しまして７月に立ち上げたまちづくりデザイン会

議によりまして、町民主体でまちなかの中心エリアの整備構想の策定作業に取りかかって、

アイデア出しなどをしていただいたわけでございます。 

  令和３年度は、そのような形でデザイン会議のアイデア出しとワークショップ、それか

ら調査研究をしてきたわけでございますが、お正しのとおり、サポート事業は３年間とい

うことで令和４年度もさらにその方向性について、体系的に取りまとめて具体的な取組を

実施していきたいというふうに、サポート事業で実施していきたいということで考えてい

たところでございます。 

  ただ、去年のアイデア出しの中で、その整備の手法として官民連携でどうかというよう

な新たな提案が出ましたことから、それをさらに調査検討進めるために、この先導的官民

連携支援事業という国土交通省の事業に応募したわけでございまして、こちらが該当にな

ったということで、今回この補正予算をお願いしましてこの国交省の事業のほうでさらに

調査を続けていくとしたところでございます。 

  サポート事業のほうにつきましては、お正しのとおり３か年ということで令和４年度も

当初予算のほうで令和３年度と同じくアドバイザーの委託料を計上していたわけでござい

ますが、こちらはこちらで県のサポート事業の補助金も充当できますので、主に町職員の

人材育成だったり、あとは国交省のほうの事業で該当ができないといいますか、難しいよ

うな様々な経費ですね、デザイン会議の諸経費なんかにも使っていきたいということで、

今のところは計画しているところでございます。 

  それから、続きまして、自治振興費のほうのエアコンの購入でございます。まず、エア

コンの購入につきましては、コミュニティー育成事業の一環としまして、まずは備品購入

費、エアコン購入費ということで、これは６集落で７台を予定しているところでございま

す。 

  それから、この補助金の部分のコミュニティー育成事業補助金の部分につきましては、

これは単独の集落でコミュニティー助成事業の申請額、要望額の枠がございまして、100 万

円以上というような枠になるわけでございますが、これを超える集落につきましては、２

集落ございまして、これで同じくエアコンだったり、暖房機を入れる集落が１つと、それ

から、防災関連ということで発電機だったり、防災用の備品を入れる集落がありましたの

で、合計２集落ということで予定をしているところでございます。 

  以上です。 

  失礼しました。官民連携のほうの委託先についてでございますが、これは今ほど経過を

申し上げましたとおり、昨年に引き続いての調査ということで考えております。そういう
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ことで、昨年度実施しました中心エリア整備構想策定アドバイザー業務を受託しておりま

す民間事業者を想定しまして、議決いただきましたらば事務手続を進めてまいりたいとい

うことでございますので、御理解をいただきたいと思います。 

○議長  商工観光課長、岩渕東吾君。 

○商工観光課長  ７番、小柴議員の御質問のうち、歳出の７款１項３目、観光費の翻訳手

数料についてですが、これにつきまして出ヶ原和紙に関する観光用のパンフレット、これ

を中国語と英語と日本語版を作るということで、その中国語版と英語版に係る翻訳の手数

料を計上したところでございます。 

  それと、委託料、頑張る地域応援事業委託料のまず委託先でございますが、委託先につ

きましては町内で出ヶ原和紙の普及と発展を目指す任意団体がございまして、そちらのほ

うに事業を委託する予定でございます。 

  目的といたしましては、委託の内容でありますけれども、出ヶ原和紙に関する調査、そ

れとホームページ、それとパンフレットの作成、あとは観光の商品、具体的には和紙のラ

ンプなんですけど、観光商品の作成、あと担い手・作り手の育成ということで、体験学習

あるいは技術指導、そういった講座、イベント開催に係る業務を委託する予定にしており

ます。 

  以上でございます。 

〇議長  ７番、小柴敬君。 

○小柴敬  １点目のサポート事業との関連ということで、今回、今年は県のサポート事業

の予算と、それから今回の官民連携の予算と両方重複しても使える部分があるんだよとい

うことで理解してよろしいでしょうか。 

  それから、今回一番最後の頑張る応援事業委託、これは昨日パンフレット、我々わたり

ましたけども、出ヶ原和紙のイベント、今回参加料払って 18 日に開催するというような案

内をもらったやつに関連する事業と考えてよろしいのか、その２点再質問します。 

○議長  企画情報課長。 

○企画情報課長  再質問にお答えいたします。 

  国交省の事業と県サポート事業と、現在のところ二つとも使えるように考えております

が、両方事業とも必要な経費、積算根拠がありますので、そういった中で県と国と協議を

していきたいと考えているところでございます。 

○議長  商工観光課長。 

○商工観光課長  再質問にお答えをいたします。 

  パンフレットの中身でございますけれども、これから新しく作るもので、出ヶ原和紙と

は何ぞや、その魅力はどういうことかというようなことを新たに編集をして作成するもの

で、既に今年度行っている出ヶ原和紙関係のイベントに要した経費ではございません。 

○議長  ほかに。 

  これで質疑を終わります。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長  これから討論を行います。 

（「討論なし」の声あり） 
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〇議長  討論なしと認めます。 

  これから、議案第４号、令和４年度西会津町一般会計補正予算（第１次）を採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  異議なしと認めます。 

  したがって、議案第４号、令和４年度西会津町一般会計補正予算（第１次）は原案のと

おり可決されました。 

  議案配付のため、暫時休議にします。（１３時１７分） 

○議長  再開します。（１３時１９分） 

  日程第６、議案第５号、監査委員の選任につき同意を求めることについてを議題としま

す。 

  本案についての説明を求めます。 

  町長、薄友喜君。 

○町長  議案第５号、監査委員の選任につき同意を求めることについて御説明を申し上げ

ます。 

  現職委員の辞職により、現在１名の欠員となっております監査委員につきましては、そ

の職務の重要性を十分に考慮し選考いたしました結果、尾野本山口在住の鈴木和雄さんを

適格者として認め、選任したいので、ここに御提案申し上げる次第であります。 

  鈴木さんについて、御紹介申し上げますと、昭和 31 年１月、新郷橋立の生まれで、県立

喜多方商業高等学校商業科を卒業後、昭和51年11月に福島郵便局郵便課に採用された後、

若松七日町郵便局、野沢郵便局、江川郵便局などの勤務を経て、平成 19 年４月に奥川郵便

局長、翌年の平成 20 年４月には野沢郵便局長となられ、令和３年３月、同局を最後に退職

されました。温厚誠実な人柄から地域の厚い信頼を得られている方であります。 

  以上、略歴等について御説明を申し上げましたが、その職務の重要性を鑑み、鈴木和雄

さんを監査委員として選任したいので、何とぞ満場一致をもって御同意を賜りますようお

願いを申し上げます。 

〇議長  お諮りします。 

  本案については、質疑、討論を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長  異議なしと認めます。 

  したがって、本案についての質疑、討論は省略することに決しました。 

  これから、議案第５号、監査委員の選任につき同意を求めることについてを採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長  異議なしと認めます。 

  したがって、議案第５号、監査委員の選任につき同意を求めることについては原案のと

おり同意することに決しました。 
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  日程第７、請願第１号、「国の『被災児童生徒就学支援等事業』の継続と、被災児童生徒

の十分な就学支援を求める意見書」の提出を求める請願書を議題とします。 

  委員長欠席のため、副委員長の報告を求めます。 

  総務常任委員会副委員長、多賀剛君。 

○総務常任委員会副委員長  総務常任委員会に付託されました請願について、審査結果を

申し上げます。 

  請願審査報告書。 

  本委員会に付託された請願を審査した結果、次のとおり決定したので、会議規則第 92 条

第１項の規定により報告いたします。 

  受理番号、請願第１号。 

  付託年月日、令和４年６月 10 日。 

  件名、「国の『被災児童生徒就学支援等事業』の継続と、被災児童生徒の十分な就学支援

を求める意見書」の提出を求める請願書。 

  審査の結果、採択すべきものと決定した。 

  以上であります。 

○議長  これから質疑を行います。ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長  これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長  討論なしと認めます。 

  これから、請願第１号、「国の『被災児童生徒就学支援等事業』の継続と、被災児童生徒

の十分な就学支援を求める意見書」の提出を求める請願書を採決します。 

  お諮りします。 

  請願第１号は、副委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  異議なしと認めます。 

  したがって、請願第１号、「国の『被災児童生徒就学支援等事業』の継続と、被災児童生

徒の十分な就学支援を求める意見書」の提出を求める請願書は、副委員長報告のとおり可

決されました。 

 日程第８、意見書案第１号、「被災児童生徒就学支援等事業」の継続と、被災児童生徒の

十分な就学支援を求める意見書を議題とします。 

  提出者の説明を求めます。 

  ９番、多賀剛君。 

○多賀剛  意見書案第１号。 

  提出者は記載の総務常任委員、４名でございます。 

  「被災児童生徒就学支援等事業」の継続と被災児童生徒の十分な就学支援を求める意見

書。 

  標記の意見書を会議規則第 13 条の規定により、別紙のとおり提出します。 
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  提出先は、復興大臣、西銘恒三郎様、ほか記載の３名の方でございます。 

  次のページを御覧ください。 

  「被災児童生徒就学支援等事業」の継続と被災児童生徒の十分な就学支援を求める意見

書。 

  東日本大震災から 11 年が経過した。東日本大震災で被災をし、経済的理由により就学等

が困難な子どもを対象に、被災児童生徒就学支援等事業が全額国庫負担の単年度の交付金

事業として行われている。令和４年度も、東日本大震災復興特別会計による被災児童生徒

就学支援等事業として計上され、９億円が予算化されている。 

  この事業を通して、幼稚園児等の就園支援、小中学生に対する学用品等の援助や通学支

援（スクールバス運行による通学手段の確保にかかる経費を含む）、高校生に対する奨学金

支援、特別支援学校等に在籍する児童生徒への就学奨励、私立学校及び専修学校・各種学

校の授業料減免などが実施されている。被災した子どもたちには、学校で学ぶためのきわ

めて有効な支援事業として機能している。 

  令和３年３月９日、「復興・創生期間」後における東日本大震災からの復興の基本方針の

変更について閣議決定された。その中で令和３年度から７年度までの５年間を新たな復興

期間として第２期復興・創生期間と位置づけ、令和３年度以降の復興の円滑かつ着実な遂

行を期するための取組が進められている。子どもの就学支援についても「支援の必要な子

どもの状況等、事業の進捗に応じた支援を継続する」としている。 

  被災児童生徒就学支援等事業での原子力災害被災地域は、小・中・高等学校、特別支援

学校、私立学校、専修学校・各種学校を対象とした就学支援、就学奨励、奨学金などの就

学等支援事業等についても継続となった。 

  今日においても、福島県では、令和３年４月１日時点で約 5,600 人（自主避難を除く）

もの子どもたちが県内外で避難生活を送っている。（福島県こども・青少年政策課公表）。

経済的な支援を必要とする子どもたちは多く、子どもたちの就学・修学のためには、長期

的な支援がなくてはならない。学校現場からも事業の継続を強く望む声が届いている。事

業に係る予算措置は単年度のため、事業が終了、もしくは規模が縮小することとなれば、

自治体負担となることも危惧される。地方から「必要である」との声を中央に届けること

が求められている。子どもたちの就学・修学のためには、長期的な支援がなくてはならな

い。 

  福島の復興・再生に向けて手厚い支援が実施されているが、引き続き被災者に寄り添う

被災児童生徒就学支援等事業による就学支援は必要である。予算措置が単年度で事業終了

となれば、被災児童生徒の就学支援に格差が生じることも危惧される。令和５年度におい

ても本事業を継続し、必要な財政措置を行い、被災した子どもたちに継続した就学支援を

実施できるようにする必要がある。 

  このような理由から、下記の事項の実現について、地方自治法第 99 条に基づき、意見書

を提出する。 

  一つ、東日本大震災によって経済的に困窮している家庭の子どもたちの就学・修学を保

障するため、令和５年度においても、全額国庫で支援する被災児童生徒就学支援等事業の

継続と、十分な就学支援に必要な予算措置を行うこと。 
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  以上であります。 

〇議長  ９番、多賀剛君。 

○多賀剛  読み間違いがありましたので訂正いたします。ちょうど中段のあたりでござい

ます。「被災児童生徒就学支援等事業での原子力災害被災地域は小・中・高等学校特別支援

学校、私立学校、専修学校、各種学校を対象とした就学支援、就学奨励、奨学金などの就

学等支援事業等についても継続となった」が正解であります。訂正いたします。 

  もう一度訂正させていただきます。 

  最後の部分でございますが、「全額国庫で支援する被災児童生徒就学支援等事業の継続

と、十分な就学支援に必要な予算確保を行うこと」が正解でございます。 

  以上でございます。 

○議長  これから質疑を行います。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長  これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長  討論なしと認めます。 

  これから、意見書案第１号、「被災児童生徒就学支援等事業」の継続と、被災児童生徒の

十分な就学支援を求める意見書を採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  異議なしと認めます。 

  したがって、意見書案第１号、「被災児童生徒就学支援等事業」の継続と、被災児童生徒

の十分な就学支援を求める意見書は、原案のとおり可決されました。 

  日程第９、常任委員会の所管事務調査、管内でありますが、実施申出についてを議題と

します。 

  総務及び経済常任委員会より、それぞれの所管に係る事項の現状を把握するため、９月

定例会前の閉会中、三日以内について管内情勢調査を実施したい旨の申入れがあります。 

  お諮りします。 

  総務及び経済常任委員会からの申出のとおり、所管事務調査を実施することに御異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  異議なしと認めます。 

  したがって、総務及び経済常任委員会からの申出のとおり、所管事務調査を実施するこ

とに決定しました。 

  加えて申し上げます。 

  所管事務調査の結果は、９月議会定例会に報告をお願いいたします。 

  日程第 10、広報広聴常任委員会の継続審査申出についてを議題とします。 

  広報広聴常任委員会よりお手元に配付しました特定事件について、閉会中の継続審査の
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申出があります。 

  お諮りします。 

  広報広聴常任委員会からの申出のとおり、閉会中の継続審査とすることに御異義ありま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  異議なしと認めます。 

  したがって、広報広聴常任委員会からの申出のとおり、閉会中の継続審査とすることに

決定しました。 

  日程第 11、議会運営委員会の継続審査申出についてを議題とします。 

  議会運営委員会よりお手元に配付しました特定事件について、閉会中の継続審査の申出

があります。 

  お諮りします。 

  議会運営委員会から申出のとおり、閉会中の継続審査とすることに御異義ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  異議なしと認めます。 

  したがって、議会運営委員会から申出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決定し

ました。 

  日程第 12、議会活性化特別委員会の継続審査申出についてを議題とします。 

  議会活性化特別委員会よりお手元に配付しました特定事件について、閉会中の継続審査

の申出があります。 

  お諮りします。 

  議会活性化特別委員会から申出のとおり、閉会中の継続審査とすることに御異義ありま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長  異議なしと認めます。 

  したがって、議会活性化特別委員会から申出のとおり、閉会中の継続審査とすることに

決定しました。 

○議長  本定例会に付議された事件は、以上をもって審議を終了しました。 

  町長より挨拶があります。 

  町長、薄友喜君。 

○町長  閉会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。 

  今期定例会は、専決処分の承認、条例の一部改正、令和４年度一般会計補正予算など、

町政が当面する重要な案件５件について、及び報告４件について御審議をいただいたので

ありますが、議員各位におかれましては、特段の御精励を賜り、全議案について、原案の

とおり御承認いただき、厚く御礼を申し上げます。 

  今後は、一般質問及び議案審議の過程で皆様より頂いた御意見を十分に尊重し、誠意を

もって町政に反映させてまいる所存であります。 

  暑さに向かう折、皆様にはなお一層御自愛の上、町政発展のために特段の御理解と御協

力を賜りますよう、衷心よりお願い申し上げまして、閉会の御挨拶といたします。 



 126

  ありがとうございました。 

○議長  会議を閉じるに当たり一言挨拶を申し上げます。 

  今期定例会は、去る６月 10 日以来、本日までの５日間にわたり、条例の一部改正をはじ

め、補正予算、人事案件など、町から提出された重要案件５議案及び報告事件４件につい

て御審議を賜りましたが、全て原案のとり承認、可決されました。 

  議員各位には、何かと御多忙中にもかかわらず、熱心に御審議を賜りましたことに対し、

厚く御礼を申し上げます。 

  また、町当局におかれましても、審議の間、実に真摯な態度をもって審議に協力されま

したことに対し、深く敬意を表しますとともに、本会議において議員各位から述べられま

した意見、要望事項につきましては、特に留意され、適切なる執行に十分反映されますよ

う切望し、町政進展のため一層の御努力をお願い申し上げます。 

  町内において、新型コロナウイルスの感染も落ち着きを見せており、このまま終息する

ことを切に願うものであります。これから、梅雨や猛暑の季節を迎えますが、町当局をは

じめ、議員各位におかれましては、この上とも御自愛くださいまして、町政の積極的な推

進に御尽力賜らんことをお願い申し上げ、閉会の言葉といたします。 

  これをもちまして、令和４年第４回西会津町議会定例会を閉会します。御苦労さまでし

た。（１４時０２分） 


